
条 例

�愛媛県条例第２号
改元に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように公布する。

令和元年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

改元に伴う関係条例の整理に関する条例

（知事等の給与の特例に関する条例の一部改正）

第１条 知事等の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２８年愛媛県条例第５１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、令和２年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。

改 正 後 改 正 前

附 則

（令和２年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例）

６ 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間は、第２条改

正後職員給与条例第８条第１項ただし書並びに第９条第３項第３

号及び第５号の規定は適用せず、第２条改正後職員給与条例第８

条第３項及び第９条の規定の適用については、同項中「扶養親族

たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第１号及び第３号から第

６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配

偶者、父母等」という。）」と、「が８級」とあるのは「が８級

以上」と、「行政職８級職員等」とあるのは「行政職８級以上職

員等」と、「前項第２号」とあるのは「同項第２号」と、同条第

１項中「扶養親族（行政職９級職員等にあつては、扶養親族たる

子に限る。）がある場合、行政職９級職員等から行政職９級職員

等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあ

るのは「扶養親族」と、同項第１号中「場合（行政職９級職員等

に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた

者がある場合を除く。）」とあり、及び同項第２号中「場合及び

行政職９級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を

附 則

（平成３２年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例）

６ 平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間は、第２条改

正後職員給与条例第８条第１項ただし書並びに第９条第３項第３

号及び第５号の規定は適用せず、第２条改正後職員給与条例第８

条第３項及び第９条の規定の適用については、同項中「扶養親族

たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第１号及び第３号から第

６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配

偶者、父母等」という。）」と、「が８級」とあるのは「が８級

以上」と、「行政職８級職員等」とあるのは「行政職８級以上職

員等」と、「前項第２号」とあるのは「同項第２号」と、同条第

１項中「扶養親族（行政職９級職員等にあつては、扶養親族たる

子に限る。）がある場合、行政職９級職員等から行政職９級職員

等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあ

るのは「扶養親族」と、同項第１号中「場合（行政職９級職員等

に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた

者がある場合を除く。）」とあり、及び同項第２号中「場合及び

行政職９級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を
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（愛媛県職員退職手当条例の一部改正）

第３条 愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第２項

中「扶養親族（行政職９級職員等にあつては、扶養親族たる子に

限る。）」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職９級

職員等から行政職９級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族

たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる

子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行

政職９級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」

と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは

「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した

日、行政職９級職員等以外の職員から行政職９級職員等となつた

職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係

るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規

定による届出に係るものがないときはその職員が行政職９級職員

等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第３項中「次

の各号のいずれか」とあるのは「第１号、第２号、第４号、第６

号又は第７号」と、「第１号又は第３号」とあるのは「第１号」

と、同項第２号中「扶養親族（行政職９級職員等にあつては、扶

養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第４

号中「行政職８級職員等が行政職８級職員等及び行政職９級職員

等」とあるのは「行政職８級以上職員等が行政職８級以上職員

等」と、同項第６号中「行政職８級職員等及び行政職９級職員

等」とあるのは「行政職８級以上職員等」と、「が行政職８級職

員等」とあるのは「が行政職８級以上職員等」とする。

欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第２項

中「扶養親族（行政職９級職員等にあつては、扶養親族たる子に

限る。）」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職９級

職員等から行政職９級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族

たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる

子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行

政職９級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」

と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは

「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した

日、行政職９級職員等以外の職員から行政職９級職員等となつた

職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係

るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規

定による届出に係るものがないときはその職員が行政職９級職員

等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第３項中「次

の各号のいずれか」とあるのは「第１号、第２号、第４号、第６

号又は第７号」と、「第１号又は第３号」とあるのは「第１号」

と、同項第２号中「扶養親族（行政職９級職員等にあつては、扶

養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第４

号中「行政職８級職員等が行政職８級職員等及び行政職９級職員

等」とあるのは「行政職８級以上職員等が行政職８級以上職員

等」と、同項第６号中「行政職８級職員等及び行政職９級職員

等」とあるのは「行政職８級以上職員等」と、「が行政職８級職

員等」とあるのは「が行政職８級以上職員等」とする。

改 正 後 改 正 前

附 則

３９ 令和４年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第９項の

規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８

条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第３２条各号に掲げる者であつ

て、雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者

として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、公共職業安定

所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うこと

が適当であると認めたもの」とあるのは
「イ 雇用保険法施行規

ウ 特定退職者であつ

則（昭和５０年労働省令第３号）第３２条各号に掲げる者であつて、

て、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、か

雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者とし

つ、公共職業安定所長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基

て人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第

が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必

４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適

（アに掲げる者を除く。）

当であると認めたもの
とする。

」

附 則

３９ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第９項の

規定の適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８

条まで及び附則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法施行

規則（昭和５０年労働省令第３号）第３２条各号に掲げる者であつ

て、雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者

として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、公共職業安定

所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うこと

が適当であると認めたもの」とあるのは
「イ 雇用保険法施行規

ウ 特定退職者であつ

則（昭和５０年労働省令第３号）第３２条各号に掲げる者であつて、

て、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、か

雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者とし

つ、公共職業安定所長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基

て人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第

が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必

４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適

（アに掲げる者を除く。）

当であると認めたもの
とする。

」
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（愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正）

第４条 愛媛県職員退職手当条例の一部を改正する条例（昭和４８年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県手数料条例の一部を改正する条例の一部改正）

第５条 愛媛県手数料条例の一部を改正する条例（平成３１年愛媛県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第６条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

附則別表

附 則

附則別表

省略 省略

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで 省略 平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 省略

令和２年４月１日以後 省略 平成３２年４月１日以後 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第

６７号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

� 省略

� 別表５の表１０１の１４の項の次に次のように加える改正規定

令和元年６月１日

附 則

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第

６７号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

� 省略

� 別表５の表１０１の１４の項の次に次のように加える改正規定

平成３１年６月１日

改 正 後 改 正 前

附 則

（個人の県民税の税率の特例）

第４条の２ 平成２６年度から令和５年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、均等割の税率は、第１３条第１項第１号の規定にかか

わらず、同号に定める額に５００円を加算した額とする。

（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除）

第７条の４の２ 平成２２年度から令和１５年度までの各年度分の個人

の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場

合（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から令和３

年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定

の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第１項に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１３条及び第

１４条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。

２ 省略

３ 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成２６年から令和３

年までであつて、かつ、租税特別措置法第４１条第５項に規定する

特定取得又は同条第１４項に規定する特別特定取得に該当する同条

第１項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金

等の金額を有する場合における第１項の規定の適用については、

同項中「法附則第５条の４の２第１項」とあるのは、「法附則第

附 則

（個人の県民税の税率の特例）

第４条の２ 平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、均等割の税率は、第１３条第１項第１号の規定にかか

わらず、同号に定める額に５００円を加算した額とする。

（個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除）

第７条の４の２ 平成２２年度から平成４５年度までの各年度分の個人

の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場

合（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から平成３３

年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項の規定

の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第１項に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１３条及び第

１４条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。

２ 省略

３ 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成２６年から平成３３

年までであつて、かつ、租税特別措置法第４１条第５項に規定する

特定取得又は同条第１４項に規定する特別特定取得に該当する同条

第１項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金

等の金額を有する場合における第１項の規定の適用については、

同項中「法附則第５条の４の２第１項」とあるのは、「法附則第
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５条の４の２第３項の規定により読み替えて適用される同条第１

項」とする。

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の

特例）

第７条の４の３ 省略

２ 省略

３ 前項の場合において、当該納税義務者が平成２６年から令和３年

までの居住年に係る租税特別措置法第４１条第１項に規定する住宅

借入金等（居住年が平成２６年である場合には、その同項に規定す

る居住日が平成２６年４月１日から同年１２月３１日までの期間内の日

であるものに限る。）の金額を有するときは、前項の規定により

読み替えて適用される前条第１項中「法附則第４５条第２項」とあ

るのは、「法附則第４５条第３項の規定により読み替えられた、同

条第２項」とする。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の５の２ 平成２６年度から令和２０年度までの各年度分の個人

の県民税についての第１４条の２及び前条（これらの規定を次条の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、第１４条の２第２項第１号の表１９５万円以下の金額の項中

「１００分の８５」とあるのは「１００分の８４．８９５」と、同表１９５万円を

超え３３０万円以下の金額の項中「１００分の８０」とあるのは「１００分

の７９．７９」と、同表３３０万円を超え６９５万円以下の金額の項中「１００

分の７０」とあるのは「１００分の６９．５８」と、同表６９５万円を超え９００

万円以下の金額の項中「１００分の６７」とあるのは「１００分の

６６．５１７」と、同表９００万円を超え１，８００万円以 下 の 金 額 の 項 中

「１００分の５７」とあるのは「１００分の５６．３０７」と、同表１，８００万円

を超え４，０００万円以下の金額の項中「１００分の５０」とあるのは

「１００分の４９．１６」と、同表４，０００万円を超える金額の項中「１００分

の４５」とあるのは「１００分の４４．０５５」と、前条第３号中「１００分の

５０」と あ る の は「１００分 の４９．１６」と、同 条 第４号 中「１００分 の

６０」と あ る の は「１００分 の５９．３７」と、同 条 第５号 中「１００分 の

７５」とあるのは「１００分の７４．６８５」とする。

（寄附金税額控除に係る申告の特例における申告特例控除額の控

除）

第７条の８ 平成２８年度から令和２０年度までの各年度分の個人の県

民税についての前条の規定の適用については、同条第２項の表中

「８５分の５」とあるのは「８４．８９５分の５．１０５」と、「８０分の１０」

と あ る の は「７９．７９分 の１０．２１」と、「７０分 の２０」と あ る の は

「６９．５８分の２０．４２」と、「６７分の２３」と あ る の は「６６．５１７分 の

２３．４８３」と、「５７分の３３」とあるのは「５６．３０７分の３３．６９３」とす

る。

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例）

第８条 昭和５７年度から令和３年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第

１項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売

却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に規定する免税対

象飼育牛（以下この項において「免税対象飼育牛」という。）に

該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合

計が１，５００頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が

含まれている場合（その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に

該当しないものである場合を含む。）において、法附則第６条第

１項に規定する申告書にその肉用牛の売却に係る租税特別措置法

第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記

５条の４の２第３項の規定により読み替えて適用される同条第１

項」とする。

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の

特例）

第７条の４の３ 省略

２ 省略

３ 前項の場合において、当該納税義務者が平成２６年から平成３３年

までの居住年に係る租税特別措置法第４１条第１項に規定する住宅

借入金等（居住年が平成２６年である場合には、その同項に規定す

る居住日が平成２６年４月１日から同年１２月３１日までの期間内の日

であるものに限る。）の金額を有するときは、前項の規定により

読み替えて適用される前条第１項中「法附則第４５条第２項」とあ

るのは、「法附則第４５条第３項の規定により読み替えられた、同

条第２項」とする。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の５の２ 平成２６年度から平成５０年度までの各年度分の個人

の県民税についての第１４条の２及び前条（これらの規定を次条の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、第１４条の２第２項第１号の表１９５万円以下の金額の項中

「１００分の８５」とあるのは「１００分の８４．８９５」と、同表１９５万円を

超え３３０万円以下の金額の項中「１００分の８０」とあるのは「１００分

の７９．７９」と、同表３３０万円を超え６９５万円以下の金額の項中「１００

分の７０」とあるのは「１００分の６９．５８」と、同表６９５万円を超え９００

万円以下の金額の項中「１００分の６７」とあるのは「１００分の

６６．５１７」と、同表９００万円を超え１，８００万円以 下 の 金 額 の 項 中

「１００分の５７」とあるのは「１００分の５６．３０７」と、同表１，８００万円

を超え４，０００万円以下の金額の項中「１００分の５０」とあるのは

「１００分の４９．１６」と、同表４，０００万円を超える金額の項中「１００分

の４５」とあるのは「１００分の４４．０５５」と、前条第３号中「１００分の

５０」と あ る の は「１００分 の４９．１６」と、同 条 第４号 中「１００分 の

６０」と あ る の は「１００分 の５９．３７」と、同 条 第５号 中「１００分 の

７５」とあるのは「１００分の７４．６８５」とする。

（寄附金税額控除に係る申告の特例における申告特例控除額の控

除）

第７条の８ 平成２８年度から平成５０年度までの各年度分の個人の県

民税についての前条の規定の適用については、同条第２項の表中

「８５分の５」とあるのは「８４．８９５分の５．１０５」と、「８０分の１０」

と あ る の は「７９．７９分 の１０．２１」と、「７０分 の２０」と あ る の は

「６９．５８分の２０．４２」と、「６７分の２３」と あ る の は「６６．５１７分 の

２３．４８３」と、「５７分の３３」とあるのは「５６．３０７分の３３．６９３」とす

る。

（肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例）

第８条 昭和５７年度から平成３３年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第２５条第

１項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売

却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに同項に規定する免税対

象飼育牛（以下この項において「免税対象飼育牛」という。）に

該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合

計が１，５００頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が

含まれている場合（その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に

該当しないものである場合を含む。）において、法附則第６条第

１項に規定する申告書にその肉用牛の売却に係る租税特別措置法

第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記
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載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得

割の額は、第１２条から第１５条まで、附則第７条第１項、附則第７

条の４第１項、附則第７条の４の２第１項及び附則第７条の５の

規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができ

る。

�・� 省略

２ 省略

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例）

第１０条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その

基因となる土地の譲渡等が平成１０年１月１日から令和２年３月３１

日までの間に行われたものについては、適用しない。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る県民税の課税の特例）

第１３条 昭和６３年度から令和２年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定

する土地等をいう。以下この条及び附則第１５条第２項において同

じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条及び附則第１５条第２項において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡

所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において

同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

�・� 省略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和２年度までの各年度分の個

人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第２項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規

定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民

税の所得割について準用する。

３ 省略

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から令和５年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第１３

条第４項の規定にかかわらず、１００分の４とする。

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家

屋を新築して譲渡することを業とする者で令附則第６条の１７第１

項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第１９条第２項ただ

し書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１

日から令和２年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項た

だし書中「６月」とあるのは、「１年」とする。

（住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特

例）

第２０条 平成１８年４月１日から令和３年３月３１日までの間に住宅又

は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第

１９条の２の２の規定にかかわらず、１００分の３とする。

（自動車取得税の非課税）

載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得

割の額は、第１２条から第１５条まで、附則第７条第１項、附則第７

条の４第１項、附則第７条の４の２第１項及び附則第７条の５の

規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができ

る。

�・� 省略

２ 省略

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例）

第１０条 省略

２ 省略

３ 第１項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その

基因となる土地の譲渡等が平成１０年１月１日から平成３２年３月３１

日までの間に行われたものについては、適用しない。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る県民税の課税の特例）

第１３条 昭和６３年度から平成３２年度までの各年度分の個人の県民税

に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定

する土地等をいう。以下この条及び附則第１５条第２項において同

じ。）の譲渡（同法第３１条第１項に規定する譲渡をいう。以下こ

の条及び附則第１５条第２項において同じ。）をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡

所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において

同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

�・� 省略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成３２年度までの各年度分の個

人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第２項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当するときにおける前条第１項に規

定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民

税の所得割について準用する。

３ 省略

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から平成３５年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第１３

条第４項の規定にかかわらず、１００分の４とする。

（不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例）

第１９条の４ 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家

屋を新築して譲渡することを業とする者で令附則第６条の１７第１

項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第１９条第２項ただ

し書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成１０年１０月１

日から平成３２年３月３１日までの間に行われたときに限り、同項た

だし書中「６月」とあるのは、「１年」とする。

（住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特

例）

第２０条 平成１８年４月１日から平成３３年３月３１日までの間に住宅又

は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第

１９条の２の２の規定にかかわらず、１００分の３とする。

（自動車取得税の非課税）
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第２２条 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車

運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路線の

運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当該取

得が令和元年９月３０日までに行われたときに限り、第３４条第１項

の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得

税を課さない。

�～� 省略

（自動車取得税の税率の特例）

第２２条の２ 省略

２ ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動

車をいい、法附則第１２条の２第２項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。以下この条において同じ。）（車両総重量（道

路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量をいう。以下こ

の条において同じ。）が２．５トン以下のバス又はトラックであつ

て、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定

めるものに限る。）で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条

第１項に規定する新規登録又は同法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定（同項に規定する検査対象軽自動車に係るもの

に限る。）をいう。以下この条において同じ。）を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日までに行われたときに

限り、第３５条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこ

の項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又

は前項に定める率に１００分の２０を乗じて得た率とする。

�・� 省略

３ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日までに行われたときに

限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条

又は第１項に定める率に１００分の２５を乗じて得た率とする。

�・� 省略

４ ガソリン自動車（車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラッ

クであつて、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行

規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前２項の

規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する

自動車取得税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日までに行わ

れたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取

得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用され

るべき同条又は第１項に定める率に１００分の４０を乗じて得た率と

する。

�・� 省略

５ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前３項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日までに行われたとき

に限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条又は第１項に定める率に１００分の５０を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

第２２条 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車

運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路線の

運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当該取

得が平成３１年９月３０日までに行われたときに限り、第３４条第１項

の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得

税を課さない。

�～� 省略

（自動車取得税の税率の特例）

第２２条の２ 省略

２ ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動

車をいい、法附則第１２条の２第２項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。以下この条において同じ。）（車両総重量（道

路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量をいう。以下こ

の条において同じ。）が２．５トン以下のバス又はトラックであつ

て、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定

めるものに限る。）で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条

第１項に規定する新規登録又は同法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定（同項に規定する検査対象軽自動車に係るもの

に限る。）をいう。以下この条において同じ。）を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が平成３１年９月３０日までに行われたときに

限り、第３５条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこ

の項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又

は前項に定める率に１００分の２０を乗じて得た率とする。

�・� 省略

３ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が平成３１年９月３０日までに行われたときに

限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条

又は第１項に定める率に１００分の２５を乗じて得た率とする。

�・� 省略

４ ガソリン自動車（車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラッ

クであつて、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行

規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前２項の

規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する

自動車取得税の税率は、当該取得が平成３１年９月３０日までに行わ

れたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取

得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用され

るべき同条又は第１項に定める率に１００分の４０を乗じて得た率と

する。

�・� 省略

５ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前３項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が平成３１年９月３０日までに行われたとき

に限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条又は第１項に定める率に１００分の５０を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車
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ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

令和２年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（法附則第１２条の２第２項第４号イ�に

規定する平成３２年度基準エネルギー消費効率をいい、以下

この条において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」と

いう。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以上であること。

イ・ウ 省略

�・� 省略

６ ガソリン自動車（車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラッ

クであつて、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行

規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第

２項から前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が令和元

年９月３０日までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定

にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないもの

とした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分

の６０を乗じて得た率とする。

�・� 省略

７ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の７５を乗じ

て得た率とする。

�・� 省略

８ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の８０を乗じ

て得た率とする。

�・� 省略

（自動車税の税率の特例）

第２３条 次に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とする自動

車で内燃機関を有しないものをいう。次項第１号において同

じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう。同

項第２号において同じ。）、メタノール自動車（専らメタノール

を内燃機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものをい

う。）、混合メタノール自動車（メタノールとメタノール以外の

ものとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用

いる自動車で同省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内燃

機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自動

車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用い

るものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていること

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 省略

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成３２年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（

以下

この条において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」と

いう。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以上であること。

イ・ウ 省略

�・� 省略

６ ガソリン自動車（車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラッ

クであつて、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行

規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第

２項から前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成３１

年９月３０日までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定

にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないもの

とした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分

の６０を乗じて得た率とする。

�・� 省略

７ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成３１年９月３０日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の７５を乗じ

て得た率とする。

�・� 省略

８ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成３１年９月３０日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の８０を乗じ

て得た率とする。

�・� 省略

（自動車税の税率の特例）

第２３条 次に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とする自動

車で内燃機関を有しないものをいう。次項第１号において同

じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう。同

項第２号において同じ。）、メタノール自動車（専らメタノール

を内燃機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものをい

う。）、混合メタノール自動車（メタノールとメタノール以外の

ものとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用

いる自動車で同省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内燃

機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自動

車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用い

るものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていること
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により大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１６項に規

定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定め

るものをいう。次項第３号において同じ。）並びにバス（一般乗

合用のものに限る。）及び被けん引自動車を除く。）に対する令

和元年度分の自動車税に係る第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

�・� 省略

により大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１６項に規

定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定め

るものをいう。次項第３号において同じ。）並びにバス（一般乗

合用のものに限る。）及び被けん引自動車を除く。）に対する平

成３１年度分の自動車税に係る第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

�・� 省略

省略 省略

２ 次に掲げる自動車に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成３０年度分の自

動車税に限り、当該自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には令和元年度分の自

動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

�～� 省略

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１４７条第１号イ

に規定するエネルギー消費効率（以下この条において「エネル

ギー消費効率」という。）が同法第１４５条第１項の規定により

定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準と

なるべき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー

消費効率であつて令和２年度以降の各年度において適用される

べきものとして定められたもの（法附則第１２条の３第２項第４

号に規定する平成３２年度基準エネルギー消費効率をいい、次項

において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」という。）に

１００分の１３０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物

の排出量が道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１

日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準に定める窒素酸化物の値で同省令で定めるもの（次項におい

て「平成３０年窒素酸化物排出許容限度」という。）の２分の１

を超えないもので同省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量

が同条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきも

のとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値

で同省令で定めるもの（次項において「平成１７年窒素酸化物排

出許容限度」という。）の４分の１を超えないもので同省令で

定めるもの

� 省略

２ 次に掲げる自動車に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成３０年度分の自

動車税に限り、当該自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成３１年度分の自

動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

�～� 省略

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１４７条第１号イ

に規定するエネルギー消費効率（以下この条において「エネル

ギー消費効率」という。）が同法第１４５条第１項の規定により

定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準と

なるべき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー

消費効率であつて平成３２年度以降の各年度において適用される

べきものとして定められたもの（

次項

において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」という。）に

１００分の１３０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物

の排出量が道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１

日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準に定める窒素酸化物の値で同省令で定めるもの（次項におい

て「平成３０年窒素酸化物排出許容限度」という。）の２分の１

を超えないもので同省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量

が同条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきも

のとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値

で同省令で定めるもの（次項において「平成１７年窒素酸化物排

出許容限度」という。）の４分の１を超えないもので同省令で

定めるもの

� 省略

省略 省略

３ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１１０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の

排出量が平成３０年窒素酸化物排出許容限度の２分の１を超えない

もので地方税法施行規則で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が

平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので同

省令で定めるもの（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）

に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成３０年度分の自動車税に限り、当該

自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

３ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１１０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の

排出量が平成３０年窒素酸化物排出許容限度の２分の１を超えない

もので地方税法施行規則で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が

平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので同

省令で定めるもの（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）

に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成３０年度分の自動車税に限り、当該

自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成３１年度分の自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１
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（愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正）

第７条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２４年愛媛県条例第７２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第８条 愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２７年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

（狩猟税の税率の特例）

第２７条 平成２７年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受ける

狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣の保

護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下この条におい

て「鳥獣保護管理法」という。）第５６条に規定する申請書（以下

この項において「狩猟者登録の申請書」という。）を提出する日

前１年以内の期間（以下この条において「特定捕獲等期間」とい

う。）に当該県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第９条第１項

（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に

関する法律（平成１９年法律第１３４号。次項において「鳥獣被害防

止特措法」という。）第６条第１項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）の規定による許可を受け、当該許可に係る

鳥獣の捕獲等（以下この条において「許可捕獲等」という。）を

行つた場合における狩猟税の税率は、第６２条第１項の規定にかか

わらず、同項に規定する税率に２分の１を乗じた税率（以下この

項において「軽減税率」という。）とする。ただし、軽減税率が

適用される狩猟者の登録（以下この項において「軽減税率適用登

録」という。）の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲

等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間（鳥獣保

護管理法第２条第９項に規定する狩猟期間をいう。以下この項に

おいて同じ。）の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を

提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでな

い。

２ 省略

（狩猟税の税率の特例）

第２７条 平成２７年４月１日から平成３６年３月３１日までの間に受ける

狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣の保

護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下この条におい

て「鳥獣保護管理法」という。）第５６条に規定する申請書（以下

この項において「狩猟者登録の申請書」という。）を提出する日

前１年以内の期間（以下この条において「特定捕獲等期間」とい

う。）に当該県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第９条第１項

（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に

関する法律（平成１９年法律第１３４号。次項において「鳥獣被害防

止特措法」という。）第６条第１項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）の規定による許可を受け、当該許可に係る

鳥獣の捕獲等（以下この条において「許可捕獲等」という。）を

行つた場合における狩猟税の税率は、第６２条第１項の規定にかか

わらず、同項に規定する税率に２分の１を乗じた税率（以下この

項において「軽減税率」という。）とする。ただし、軽減税率が

適用される狩猟者の登録（以下この項において「軽減税率適用登

録」という。）の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲

等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間（鳥獣保

護管理法第２条第９項に規定する狩猟期間をいう。以下この項に

おいて同じ。）の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を

提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでな

い。

２ 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条

並びに附則第４項及び第５項の規定は、令和元年１０月１日から施

行する。

（経過措置）

４ 第２条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第１８条の

７の規定は、令和元年１０月１日以後に事業者が行う課税資産の譲

渡等（平成２７年１０月１日以後に行った課税資産の譲渡等について

は、特定資産の譲渡等（消費税法第２条第１項第８号の２に規定

する特定資産の譲渡等をいう。）に該当するものを除く。以下同

じ。）及び特定課税仕入れ（同法第５条第１項に規定する特定課

税仕入れをいう。以下同じ。）並びに令和元年１０月１日以後に保

税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用

し、この条例の施行の日から同年９月３０日までの間に事業者が行

った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこの条例の施行

の日から同月３０日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に

係る地方消費税については、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条

並びに附則第４項及び第５項の規定は、平成３１年１０月１日から施

行する。

（経過措置）

４ 第２条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第１８条の

７の規定は、平成３１年１０月１日以後に事業者が行う課税資産の譲

渡等（平成２７年１０月１日以後に行った課税資産の譲渡等について

は、特定資産の譲渡等（消費税法第２条第１項第８号の２に規定

する特定資産の譲渡等をいう。）に該当するものを除く。以下同

じ。）及び特定課税仕入れ（同法第５条第１項に規定する特定課

税仕入れをいう。以下同じ。）並びに平成３１年１０月１日以後に保

税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用

し、この条例の施行の日から同年９月３０日までの間に事業者が行

った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこの条例の施行

の日から同月３０日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に

係る地方消費税については、なお従前の例による。

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１
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（愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正）

第９条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２８年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

（自動車税に関する経過措置）

６ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税の種別

割に関する部分は、令和元年度分の施行日以後に納税義務が発生

した者に課する自動車税の種別割及び令和２年度以後の年度分の

自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの施行日前

に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前

の例による。

（愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例

の一部改正に伴う経過措置）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。

（自動車税に関する経過措置）

６ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税の種別

割に関する部分は、平成３１年度分の施行日以後に納税義務が発生

した者に課する自動車税の種別割及び平成３２年度以後の年度分の

自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分までの施行日前

に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前

の例による。

（愛媛県特定非営利活動法人に係る県税の特別措置に関する条例

の一部改正に伴う経過措置）

改 正 後 改 正 前

附 則

（県たばこ税に関する経過措置）

５ 次の各号に掲げる期間内に、新条例第２０条第１項の売渡し又は

同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品

に係る県たばこ税の税率は、愛媛県県税賦課徴収条例第２０条の３

の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

�・� 省略

� 平成３０年４月１日から令和元年９月３０日まで １，０００本につ

き６５６円

１５ 令和元年１０月１日前に新条例第２０条第１項の売渡し又は同条第

２項の売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日

に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の

規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これ

らの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品を同日に小

売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。

この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したもの

とみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該県たばこ税の税

率は、１，０００本につき２７４円とする。

１６ 附則第７項から第１０項までの規定は、前項の規定により県たば

こ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則

（県たばこ税に関する経過措置）

５ 次の各号に掲げる期間内に、新条例第２０条第１項の売渡し又は

同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品

に係る県たばこ税の税率は、愛媛県県税賦課徴収条例第２０条の３

の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

�・� 省略

� 平成３０年４月１日から平成３１年９月３０日まで １，０００本につ

き６５６円

１５ 平成３１年１０月１日前に新条例第２０条第１項の売渡し又は同条第

２項の売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日

に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の

規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなし

て同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これ

らの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品を同日に小

売販売業者に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。

この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したもの

とみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該県たばこ税の税

率は、１，０００本につき２７４円とする。

１６ 附則第７項から第１０項までの規定は、前項の規定により県たば

こ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第７項 省略 附則第７項 省略

平成２８年４月１日 令和元年１０月１日 平成２８年４月１日 平成３１年１０月１日

附則第８項 省略 附則第８項 省略

平成２８年５月２日 令和元年１０月３１日 平成２８年５月２日 平成３１年１０月３１日

省略 省略

附則第１０項 平成２８年９月３０日 令和２年３月３１日 附則第１０項 平成２８年９月３０日 平成３２年３月３１日
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（愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第１０条 愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２９年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第１１条 愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成３０年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 省略

� 第２条並びに附則第３項及び第４項の規定 令和元年１０月１

日

（自動車税に関する経過措置）

４ 新条例附則第２３条の規定は、令和元年度分の附則第１項第２号

に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自

動車税の種別割及び令和２年度以後の年度分の自動車税の種別割

について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生し

た者に課する自動車税については、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 省略

� 第２条並びに附則第３項及び第４項の規定 平成３１年１０月１

日

（自動車税に関する経過措置）

４ 新条例附則第２３条の規定は、平成３１年度分の附則第１項第２号

に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自

動車税の種別割及び平成３２年度以後の年度分の自動車税の種別割

について適用し、平成３１年度分までの同日前に納税義務が発生し

た者に課する自動車税については、なお従前の例による。

１０ 附則第８項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に

係る県税の特別措置に関する条例第４条第２項の規定は、令和元

年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の

種別割及び令和２年度以後の年度分の自動車税の種別割について

適用し、令和元年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に

課する自動車税については、なお従前の例による。

１０ 附則第８項の規定による改正後の愛媛県特定非営利活動法人に

係る県税の特別措置に関する条例第４条第２項の規定は、平成３１

年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の

種別割及び平成３２年度以後の年度分の自動車税の種別割について

適用し、平成３１年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に

課する自動車税については、なお従前の例による。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 省略

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１８条の３第２項の改正規

定 令和２年４月１日

� 第２条及び附則第９項から第１４項までの規定 令和２年１０月

１日

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１４条の改正規定及び同条

例附則第５条第１項の改正規定並びに次項の規定 令和３年１

月１日

� 第３条及び附則第１５項から第２０項までの規定 令和３年１０月

１日

（県民税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第１４条及

び附則第５条第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の

県民税について適用し、令和２年度分までの個人の県民税につい

ては、なお従前の例による。

（県たばこ税に関する経過措置）

１０ 令和２年１０月１日前に売渡し等が行われた新法第７４条第１項第

１号に規定する製造たばこ（以下「製造たばこ」という。）を同

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 省略

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１８条の３第２項の改正規

定 平成３２年４月１日

� 第２条及び附則第９項から第１４項までの規定 平成３２年１０月

１日

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第１４条の改正規定及び同条

例附則第５条第１項の改正規定並びに次項の規定 平成３３年１

月１日

� 第３条及び附則第１５項から第２０項までの規定 平成３３年１０月

１日

（県民税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第１４条及

び附則第５条第１項の規定は、平成３３年度以後の年度分の個人の

県民税について適用し、平成３２年度分までの個人の県民税につい

ては、なお従前の例による。

（県たばこ税に関する経過措置）

１０ 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた新法第７４条第１項第

１号に規定する製造たばこ（以下「製造たばこ」という。）を同
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（愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正）

第１２条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成３１年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項

の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同

項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの

者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合に

おける県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされ

る製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、１，０００本に

つき７０円とする。

１１ 前項の規定により課される県たばこ税の納税地は、愛媛県県税

賦課徴収条例第４条第１項第５号の規定にかかわらず、卸売販売

業者等にあっては前項の規定により令和２年１０月１日に小売販売

業者に売り渡したものとみなされる製造たばこの貯蔵場所の所在

地とし、小売販売業者にあっては同項の規定により同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなされる製造たばこを直接管理する

営業所の所在地とする。

１２ 附則第１０項に規定する者は、改正法附則第１２条第３項に規定す

る申告書を令和２年１１月２日までに提出しなければならない。

１４ 附則第１２項の規定による申告書を提出した者は、令和３年３月

３１日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額

を納付しなければならない。

１６ 令和３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規

定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれ

らの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の

規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売

り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合におけ

る県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製

造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、１，０００本につき

７０円とする。

１７ 前項の規定により課される県たばこ税の納税地は、愛媛県県税

賦課徴収条例第４条第１項第５号の規定にかかわらず、卸売販売

業者等にあっては前項の規定により令和３年１０月１日に小売販売

業者に売り渡したものとみなされる製造たばこの貯蔵場所の所在

地とし、小売販売業者にあっては同項の規定により同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなされる製造たばこを直接管理する

営業所の所在地とする。

１８ 附則第１６項に規定する者は、改正法附則第１３条第３項に規定す

る申告書を令和３年１１月１日までに提出しなければならない。

２０ 附則第１８項の規定による申告書を提出した者は、令和４年３月

３１日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額

を納付しなければならない。

日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項

の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同

項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの

者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合に

おける県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされ

る製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、１，０００本に

つき７０円とする。

１１ 前項の規定により課される県たばこ税の納税地は、愛媛県県税

賦課徴収条例第４条第１項第５号の規定にかかわらず、卸売販売

業者等にあっては前項の規定により平成３２年１０月１日に小売販売

業者に売り渡したものとみなされる製造たばこの貯蔵場所の所在

地とし、小売販売業者にあっては同項の規定により同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなされる製造たばこを直接管理する

営業所の所在地とする。

１２ 附則第１０項に規定する者は、改正法附則第１２条第３項に規定す

る申告書を平成３２年１１月２日までに提出しなければならない。

１４ 附則第１２項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月

３１日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額

を納付しなければならない。

１６ 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に

販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合

において、これらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規

定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれ

らの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の

規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売

り渡したものとみなして、県たばこ税を課する。この場合におけ

る県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製

造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、１，０００本につき

７０円とする。

１７ 前項の規定により課される県たばこ税の納税地は、愛媛県県税

賦課徴収条例第４条第１項第５号の規定にかかわらず、卸売販売

業者等にあっては前項の規定により平成３３年１０月１日に小売販売

業者に売り渡したものとみなされる製造たばこの貯蔵場所の所在

地とし、小売販売業者にあっては同項の規定により同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなされる製造たばこを直接管理する

営業所の所在地とする。

１８ 附則第１６項に規定する者は、改正法附則第１３条第３項に規定す

る申告書を平成３３年１１月１日までに提出しなければならない。

２０ 附則第１８項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月

３１日までに、当該申告書に記載した県たばこ税額に相当する金額

を納付しなければならない。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

附 則

（施行期日）
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（愛媛県森林環境税条例の一部改正）

第１３条 愛媛県森林環境税条例（平成１６年愛媛県条例第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１４条

の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７条の７第１項の

改正規定並びに附則第３項及び第４項の規定は、令和元年６月１

日から施行する。

（県民税に関する経過措置）

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）

附則第７条の４の２及び第７条の４の３の規定は、令和元年度以

後の年度分の個人の県民税について適用し、平成３０年度分までの

個人の県民税については、なお従前の例による。

３ 新条例第１４条の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７

条の７第１項の規定は、令和２年度以後の年度分の個人の県民税

について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、

なお従前の例による。

４ 新条例第１４条の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７

条の７第１項の規定の適用については、令和２年度分の個人の県

民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１４条

の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７条の７第１項の

改正規定並びに附則第３項及び第４項の規定は、同年６月１日

から施行する。

（県民税に関する経過措置）

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）

附則第７条の４の２及び第７条の４の３の規定は、平成３１年度以

後の年度分の個人の県民税について適用し、平成３０年度分までの

個人の県民税については、なお従前の例による。

３ 新条例第１４条の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７

条の７第１項の規定は、平成３２年度以後の年度分の個人の県民税

について適用し、平成３１年度分までの個人の県民税については、

なお従前の例による。

４ 新条例第１４条の２並びに附則第７条の５、第７条の６及び第７

条の７第１項の規定の適用については、平成３２年度分の個人の県

民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１４条の

２第１項

を支出し、当

該特例控除対

象寄附金

又は第１号に掲げる寄附金（令和元

年６月１日前に支出したものに限

る。）を支出し、これらの寄附金

第１４条の

２第１項

を支出し、当

該特例控除対

象寄附金

又は第１号に掲げる寄附金（平成３１

年６月１日前に支出したものに限

る。）を支出し、これらの寄附金

第１４条の

２第２項

特例控除対象

寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び前項第

１号に掲げる寄附金（令和元年６月

１日前に支出したものに限る。）の

額

第１４条の

２第２項

特例控除対象

寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び前項第

１号に掲げる寄附金（平成３１年６月

１日前に支出したものに限る。）の

額

附則第７

条の５

特例控除対象

寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び第１４条

の２第１項第１号に掲げる寄附金

（令和元年６月１日前に支出したも

のに限る。）の額

附則第７

条の５

特例控除対象

寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び第１４条

の２第１項第１号に掲げる寄附金

（平成３１年６月１日前に支出したも

のに限る。）の額

省略 省略

附則第７

条の７第

１項

特例控除対象

寄附金

特例控除対象寄附金又は第１４条の２

第１項第１号に掲げる寄附金（令和

元年６月１日前に支出したものに限

る。）

附則第７

条の７第

１項

特例控除対象

寄附金

特例控除対象寄附金又は第１４条の２

第１項第１号に掲げる寄附金（平成

３１年６月１日前に支出したものに限

る。）

省略 省略

（自動車税に関する経過措置）

６ 新条例附則第２３条の規定は、令和元年度分の自動車税について

適用し、平成３０年度分までの自動車税については、なお従前の例

による。

（自動車税に関する経過措置）

６ 新条例附則第２３条の規定は、平成３１年度分の自動車税について

適用し、平成３０年度分までの自動車税については、なお従前の例

による。

改 正 後 改 正 前

（個人の県民税の均等割の税率の特例）

第３条 省略

２ 平成２６年度から令和元年度までの各年度分の個人の県民税の均

等割の税率は、県税条例第１３条第１項第１号及び附則第４条の２

の規定にかかわらず、同条に定める額に７００円を加算した額とす

る。

（法人の県民税の均等割の税率の特例）

（個人の県民税の均等割の税率の特例）

第３条 省略

２ 平成２６年度から平成３１年度までの各年度分の個人の県民税の均

等割の税率は、県税条例第１３条第１項第１号及び附則第４条の２

の規定にかかわらず、同条に定める額に７００円を加算した額とす

る。

（法人の県民税の均等割の税率の特例）
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（愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第１４条 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例（平成１９年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第１５条 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年愛媛県条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第１６条 愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例（平成３１年愛媛県条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条の表を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

３ 旧条例第３条第２項に規定する要件に該当する個人に対する令

和元年度分までの個人の事業税の不均一課税については、なお従

前の例による。

附 則

（経過措置）

３ 旧条例第３条第２項に規定する要件に該当する個人に対する平

成３１年度分までの個人の事業税の不均一課税については、なお従

前の例による。

第４条 平成１７年４月１日から令和２年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度若しくは各連結事業年度又は当該期間における地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第５２条第２項第４号の期間に係る

法人の県民税の均等割の税率は、県税条例第１３条第１項第２号の

規定にかかわらず、同号の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、

それぞれ当該右欄に定める額に、当該額に１００分の７を乗じて得

た額を加算した額とする。

第４条 平成１７年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度若しくは各連結事業年度又は当該期間における地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第５２条第２項第４号の期間に係る

法人の県民税の均等割の税率は、県税条例第１３条第１項第２号の

規定にかかわらず、同号の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、

それぞれ当該右欄に定める額に、当該額に１００分の７を乗じて得

た額を加算した額とする。

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第３条 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である法人（知事が

定めるものに限る。）であって平成３１年４月１日から令和４年３

月３１日までの間に開始する各事業年度の雇用障害者数が平成３０年

４月１日から平成３１年３月３１日までの間に開始する最後の事業年

度（以下「基準事業年度」という。）の雇用障害者数（基準事業

年度を有しない法人にあっては、零とする。以下同じ。）を超え

るものに課する事業税の額は、当該各事業年度に限り、愛媛県県

税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号。以下「県税条例」

という。）第１８条の２及び附則第１９条の規定にかかわらず、これ

らの規定に規定する税率に２分の１を乗じて得た率で算定した金

額とする。

２ 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である個人（知事が定め

るものに限る。）であって平成２９年１月１日から令和元年１２月３１

日までの各年の雇用障害者数が平成２８年１月１日から同年１２月３１

日までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数（基準

年を有しない個人にあっては、零とする。以下同じ。）を超える

ものに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第１８条の

４の規定にかかわらず、同条に規定する税率に２分の１を乗じて

得た率で算定した金額とする。

３・４ 省略

（事業税の不均一課税）

第３条 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である法人（知事が

定めるものに限る。）であって平成３１年４月１日から平成３４年３

月３１日までの間に開始する各事業年度の雇用障害者数が平成３０年

４月１日から平成３１年３月３１日までの間に開始する最後の事業年

度（以下「基準事業年度」という。）の雇用障害者数（基準事業

年度を有しない法人にあっては、零とする。以下同じ。）を超え

るものに課する事業税の額は、当該各事業年度に限り、愛媛県県

税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号。以下「県税条例」

という。）第１８条の２及び附則第１９条の規定にかかわらず、これ

らの規定に規定する税率に２分の１を乗じて得た率で算定した金

額とする。

２ 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である個人（知事が定め

るものに限る。）であって平成２９年１月１日から平成３１年１２月３１

日までの各年の雇用障害者数が平成２８年１月１日から同年１２月３１

日までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数（基準

年を有しない個人にあっては、零とする。以下同じ。）を超える

ものに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第１８条の

４の規定にかかわらず、同条に規定する税率に２分の１を乗じて

得た率で算定した金額とする。

３・４ 省略
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第１７条 愛媛県地方活力向上地域における県税の特別措置に関する条例（平成２８年愛媛県条例第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条

の規定及び附則第３項の規定は、令和２年１月１日から施行す

る。

（経過措置）

３ 第２条の規定による改正前の愛媛県障害者雇用促進のための県

税の特別措置に関する条例第３条第２項に規定する要件に該当す

る個人に対する令和２年度分までの個人の事業税の不均一課税に

ついては、なお従前の例による。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条

の規定及び附則第３項の規定は、平成３２年１月１日から施行す

る。

（経過措置）

３ 第２条の規定による改正前の愛媛県障害者雇用促進のための県

税の特別措置に関する条例第３条第２項に規定する要件に該当す

る個人に対する平成３２年度分までの個人の事業税の不均一課税に

ついては、なお従前の例による。

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第３条 省略

２ 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である個人（知事が定め

るものに限る。）であって令和２年１月１日から令和４年１２月３１

日までの各年の雇用障害者数が平成３１年１月１日から令和元年１２

月３１日までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数

（基準年を有しない個人にあっては、零とする。以下同じ。）を

超えるものに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第

１８条の４の規定にかかわらず、同条に規定する税率に２分の１を

乗じて得た率で算定した金額とする。

３・４ 省略

（事業税の不均一課税）

第３条 省略

２ 常時雇用する労働者の数が４５．５人未満である個人（知事が定め

るものに限る。）であって平成２９年１月１日から令和元年１２月３１

日までの各年の雇用障害者数が平成２８年１月１日から同年１２月３１

日 までの期間（以下「基準年」という。）の雇用障害者数

（基準年を有しない個人にあっては、零とする。以下同じ。）を

超えるものに課する事業税の額は、当該各年に限り、県税条例第

１８条の４の規定にかかわらず、同条に規定する税率に２分の１を

乗じて得た率で算定した金額とする。

３・４ 省略

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 法第５条第１８項（法第７条第２項において準用する場合を

含む。）の規定により県内の区域に係る法第５条第１項に規定す

る地域再生計画（同条第４項第５号に規定する地方活力向上地域

等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限

る。）が公示された日（地域再生法の一部を改正する法律（平成

２７年法律第４９号）の施行の日以後最初に公示された日に限る。以

下「公示日」という。）から令和２年３月３１日までの間に、法第

１７条の２第３項の認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者

（以下「認定事業者」という。）であって、地方活力向上地域内

において、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過す

る日（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消され

たときは、その取り消された日の前日）までの間（以下「指定期

間」という。）に、当該認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画（同項第１号に掲げる事業

に係る部分に限る。）に従って地域再生法第１７条の６の地方公共

団体等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号）第２条第１号に

規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設

し、又は増設したものに課する事業税で、次に掲げる年又は事業

年度の所得又は収入金額のうち次項の規定により当該新設し、又

（事業税の不均一課税）

第２条 法第５条第１８項（法第７条第２項において準用する場合を

含む。）の規定により県内の区域に係る法第５条第１項に規定す

る地域再生計画（同条第４項第５号に規定する地方活力向上地域

等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限

る。）が公示された日（地域再生法の一部を改正する法律（平成

２７年法律第４９号）の施行の日以後最初に公示された日に限る。以

下「公示日」という。）から平成３２年３月３１日までの間に、法第

１７条の２第３項の認定を受けた同条第４項に規定する認定事業者

（以下「認定事業者」という。）であって、地方活力向上地域内

において、当該認定を受けた日から同日の翌日以後２年を経過す

る日（同日までに同条第６項の規定により当該認定を取り消され

たときは、その取り消された日の前日）までの間（以下「指定期

間」という。）に、当該認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画（同項第１号に掲げる事業

に係る部分に限る。）に従って地域再生法第１７条の６の地方公共

団体等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号）第２条第１号に

規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」という。）を新設

し、又は増設したものに課する事業税で、次に掲げる年又は事業

年度の所得又は収入金額のうち次項の規定により当該新設し、又
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（愛媛県公害防止条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例の一部改正）

第１８条 愛媛県公害防止条例及び愛媛県手数料条例の一部を改正する条例（平成３１年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（医療法施行条例の一部改正）

第１９条 医療法施行条例（平成２４年愛媛県条例第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

この条例は、令和元年７月１日から施行する。

附 則

この条例は、平成３１年７月１日から施行する。

は増設した特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課

するものの税率は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条

例第２１号）第１８条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかか

わらず、これらの規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は

事業年度の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とす

る。

�～� 省略

２・３ 省略

（不動産取得税の課税免除及び不均一課税）

第３条 公示日から令和２年３月３１日までの間に、法第１７条の２第

３項の認定を受けた認定事業者であって、地方活力向上地域内に

おいて指定期間内に当該認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画（同項第１号に掲げる事業

に係る部分に限る。）に従って新設し、又は増設した特別償却設

備である家屋及びその敷地である土地の取得（公示日以後の取得

に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手

があった場合における当該土地の取得に限る。以下同じ。）をし

たものに対しては、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課

税しない。

２ 公示日から令和２年３月３１日までの間に、法第１７条の２第３項

の認定を受けた認定事業者であって、地方活力向上地域内におい

て指定期間内に当該認定を受けた同条第１項に規定する地方活力

向上地域等特定業務施設整備計画（同項第２号に掲げる事業に係

る部分に限る。）に従って特別償却設備を新設し、又は増設した

ものに課する不動産取得税で、当該新設し、又は増設した特別償

却設備である家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する

ものの税率は、愛媛県県税賦課徴収条例第１９条の２の２の規定に

かかわらず、１００分の０．４とする。

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ この条例の施行の日から令和３年３月３１日までの間に第３条第

２項に規定する土地の取得が行われた場合における同項の規定の

適用については、同項中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条

の２の２及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００

分の０．３」とする。

は増設した特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課

するものの税率は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条

例第２１号）第１８条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかか

わらず、これらの規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は

事業年度の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とす

る。

�～� 省略

２・３ 省略

（不動産取得税の課税免除及び不均一課税）

第３条 公示日から平成３２年３月３１日までの間に、法第１７条の２第

３項の認定を受けた認定事業者であって、地方活力向上地域内に

おいて指定期間内に当該認定を受けた同条第１項に規定する地方

活力向上地域等特定業務施設整備計画（同項第１号に掲げる事業

に係る部分に限る。）に従って新設し、又は増設した特別償却設

備である家屋及びその敷地である土地の取得（公示日以後の取得

に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から

起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手

があった場合における当該土地の取得に限る。以下同じ。）をし

たものに対しては、当該不動産の取得に対する不動産取得税を課

税しない。

２ 公示日から平成３２年３月３１日までの間に、法第１７条の２第３項

の認定を受けた認定事業者であって、地方活力向上地域内において

指定期間内に当該認定を受けた同条第１項に規定する地方活力向上

地域等特定業務施設整備計画（同項第２号に掲げる事業に係る部分

に限る。）に従って特別償却設備を新設し、又は増設したものに課

する不動産取得税で、当該新設し、又は増設した特別償却設備であ

る家屋及びその敷地である土地の取得に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例第１９条の２の２の規定にかかわらず、

１００分の０．４とする。

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ この条例の施行の日から平成３３年３月３１日までの間に第３条第

２項に規定する土地の取得が行われた場合における同項の規定の

適用については、同項中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条

の２の２及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００

分の０．３」とする。

改 正 後 改 正 前

附 則

（介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員に関する経過措

置）

附 則

（介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員に関する経過措

置）
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（医療法施行条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２０条 医療法施行条例の一部を改正する条例（平成３０年愛媛県条例第３６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県国民健康保険財政安定化基金条例の一部改正）

第２１条 愛媛県国民健康保険財政安定化基金条例（平成２８年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県安心こども基金条例の一部改正）

第２２条 愛媛県安心こども基金条例（平成２１年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ 第３条に定めるもののほか、法第７条の２第４項の規定に基づ

く補正は、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成３０

年４月１日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換（当該病

院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病

院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供

することをいう。）を行った場合における当該転換に係る入所定

員数については、令和６年３月３１日までの間、療養病床に係る既

存の病床の数として算定することにより行うものとする。

（療養病床を有する病院の人員の基準に関する経過措置）

５ 省令第５３条の２第１項の規定による届出を行った病院における

前項の規定の適用については、同項中「平成３０年３月３１日」とあ

るのは、「令和６年３月３１日」とする。

（療養病床を有する診療所の人員の基準に関する経過措置）

８ 省令第５４条の２第１項の規定による届出を行った診療所におけ

る前項の規定の適用については、同項中「平成３０年３月３１日」と

あるのは、「令和６年３月３１日」とする。

１０ 省令第５５条の２第１項の規定による届出を行った診療所におけ

る前項の規定の適用については、同項中「平成３０年３月３１日」と

あるのは、「令和６年３月３１日」とする。

２ 第３条に定めるもののほか、法第７条の２第４項の規定に基づ

く補正は、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成３０

年４月１日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換（当該病

院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病

院又は診療所の施設を介護老人保健施設又は介護医療院の用に供

することをいう。）を行った場合における当該転換に係る入所定

員数については、平成３６年３月３１日までの間、療養病床に係る既

存の病床の数として算定することにより行うものとする。

（療養病床を有する病院の人員の基準に関する経過措置）

５ 省令第５３条の２第１項の規定による届出を行った病院における

前項の規定の適用については、同項中「平成３０年３月３１日」とあ

るのは、「平成３６年３月３１日」とする。

（療養病床を有する診療所の人員の基準に関する経過措置）

８ 省令第５４条の２第１項の規定による届出を行った診療所におけ

る前項の規定の適用については、同項中「平成３０年３月３１日」と

あるのは、「平成３６年３月３１日」とする。

１０ 省令第５５条の２第１項の規定による届出を行った診療所におけ

る前項の規定の適用については、同項中「平成３０年３月３１日」と

あるのは、「平成３６年３月３１日」とする。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律（平成２９年法律第５２号）附則第２８条の規定により、令

和６年３月３１日までの間、既存の療養病床（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以

下同じ。）の病床数とみなされる介護老人保健施設（介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第８条第２８項に規定する介護老人保健

施設をいう。以下同じ。）及び介護医療院（同条第２９項に規定す

る介護医療院をいう。以下同じ。）の入所定員数は、療養病床を

有する病院又は診療所の開設者が、平成３０年４月１日以後に当該

病院又は診療所の療養病床の転換（当該療養病床の病床数を減少

させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設

又は介護医療院の用に供することをいう。）を行った介護老人保

健施設及び介護医療院の入所定員数とする。

附 則

２ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律（平成２９年法律第５２号）附則第２８条の規定により、平

成３６年３月３１日までの間、既存の療養病床（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以

下同じ。）の病床数とみなされる介護老人保健施設（介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第８条第２８項に規定する介護老人保健

施設をいう。以下同じ。）及び介護医療院（同条第２９項に規定す

る介護医療院をいう。以下同じ。）の入所定員数は、療養病床を

有する病院又は診療所の開設者が、平成３０年４月１日以後に当該

病院又は診療所の療養病床の転換（当該療養病床の病床数を減少

させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設

又は介護医療院の用に供することをいう。）を行った介護老人保

健施設及び介護医療院の入所定員数とする。

改 正 後 改 正 前

附 則

（処分の特例）

３ 基金は、平成３０年４月１日から令和６年３月３１日までの間、第

５条の規定にかかわらず、法附則第２５条の規定に基づき、その一

部を処分することができる。

附 則

（処分の特例）

３ 基金は、平成３０年４月１日から平成３６年３月３１日までの間、第

５条の規定にかかわらず、法附則第２５条の規定に基づき、その一

部を処分することができる。
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（愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２３条 愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５３号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２４条 愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例（平成３０年愛媛

県条例第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成３３年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（指定共同生活援助の事業の運営の基準に関する特例）

４ 指定共同生活援助事業所（外部サービス利用型指定共同生活援

助事業所を除く。以下この項及び次項において同じ。）の利用者

のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を

受けることができる者であって、区分省令第１条第５号の区分

４、同条第６号の区分５又は同条第７号の区分６に該当するもの

が、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業所の従業

者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場

合に限り、当該利用者については、第１９９条第３項及び第２０１条の

２の６第４項の規定は、令和３年３月３１日までの間、適用しな

い。

５ 指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第１条第５

号の区分４、同条第６号の区分５又は同条第７号の区分６に該当

するものが、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業

所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、かつ、次に掲

げる要件のいずれにも該当する場合に限り、当該利用者について

は、第１９９条第３項及び第２０１条の２の６第４項の規定は、令和３

年３月３１日までの間、適用しない。

�・� 省略

（地域移行支援型ホームに関する特例）

７ 次の各号のいずれにも該当するものとして知事が認めた場合に

おいては、令和７年３月３１日までの間、第１９８条第１項の規定に

かかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同

生活援助（日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。以下こ

の項から附則第１０項まで、附則第１２項から第１６項まで及び附則第

１８項において同じ。）の事業を行うことができる。

�・� 省略

附 則

（指定共同生活援助の事業の運営の基準に関する特例）

４ 指定共同生活援助事業所（外部サービス利用型指定共同生活援

助事業所を除く。以下この項及び次項において同じ。）の利用者

のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を

受けることができる者であって、区分省令第１条第５号の区分

４、同条第６号の区分５又は同条第７号の区分６に該当するもの

が、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業所の従業

者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場

合に限り、当該利用者については、第１９９条第３項及び第２０１条の

２の６第４項の規定は、平成３３年３月３１日までの間、適用しな

い。

５ 指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第１条第５

号の区分４、同条第６号の区分５又は同条第７号の区分６に該当

するものが、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業

所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限

る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、かつ、次に掲

げる要件のいずれにも該当する場合に限り、当該利用者について

は、第１９９条第３項及び第２０１条の２の６第４項の規定は、平成３３

年３月３１日までの間、適用しない。

�・� 省略

（地域移行支援型ホームに関する特例）

７ 次の各号のいずれにも該当するものとして知事が認めた場合に

おいては、平成３７年３月３１日までの間、第１９８条第１項の規定に

かかわらず、病院の敷地内の建物を共同生活住居とする指定共同

生活援助（日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。以下こ

の項から附則第１０項まで、附則第１２項から第１６項まで及び附則第

１８項において同じ。）の事業を行うことができる。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

附 則

（経過措置）
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（愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２５条 愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例（平成３０年愛媛県条例第１３号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第２６条 愛媛県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２ この条例の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定を受けている指定障害者支援施設であって、第２条の規定

による改正前の愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例第６条及び第１０条の規定の適用を受

けているものについては、第２条の規定による改正後の愛媛県指

定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例第５条及び第９条の規定にかかわらず、令和３年３月３１日ま

での間は、なお従前の例による。

２ この条例の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項

の指定を受けている指定障害者支援施設であって、第２条の規定

による改正前の愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例第６条及び第１０条の規定の適用を受

けているものについては、第２条の規定による改正後の愛媛県指

定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例第５条及び第９条の規定にかかわらず、平成３３年３月３１日ま

での間は、なお従前の例による。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

４ この条例の施行の際現に児童福祉法第２４条の２第１項の指定を

受けている愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例第２条第１号に規定する指定福祉型障害

児入所施設であって、第３条の規定による改正前の同条例第５条

第４項及び第６条第６項の規定の適用を受けているものについて

は、第３条の規定による改正後の愛媛県指定障害児入所施設の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第５条及び第６条

の規定にかかわらず、令和３年３月３１日までの間は、なお従前の

例による。

附 則

（経過措置）

４ この条例の施行の際現に児童福祉法第２４条の２第１項の指定を

受けている愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例第２条第１号に規定する指定福祉型障害

児入所施設であって、第３条の規定による改正前の同条例第５条

第４項及び第６条第６項の規定の適用を受けているものについて

は、第３条の規定による改正後の愛媛県指定障害児入所施設の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第５条及び第６条

の規定にかかわらず、平成３３年３月３１日までの間は、なお従前の

例による。

改 正 後 改 正 前

附 則

（病床の転換により開設した特別養護老人ホームの設備の基準に

関する経過措置）

１３ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下同

じ。）又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養

病床について、令和６年３月３１日までの間に転換（当該病院の一

般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要

介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）をすることにより特別養護老人ホ

ームを開設しようとする場合の当該転換に係る食堂及び機能訓練

室の基準は、第１１条第４項第９号ア及び第４５条第４項第９号アの

規定にかかわらず、食堂にあっては１平方メートルに入所定員を

乗じて得た面積以上の面積を有し、機能訓練室にあっては４０平方

メートル以上の面積を有することとする。ただし、食事の提供又

は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に

支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所を食

附 則

（病床の転換により開設した特別養護老人ホームの設備の基準に

関する経過措置）

１３ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下同

じ。）又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養

病床について、平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の一

般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要

介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）をすることにより特別養護老人ホ

ームを開設しようとする場合の当該転換に係る食堂及び機能訓練

室の基準は、第１１条第４項第９号ア及び第４５条第４項第９号アの

規定にかかわらず、食堂にあっては１平方メートルに入所定員を

乗じて得た面積以上の面積を有し、機能訓練室にあっては４０平方

メートル以上の面積を有することとする。ただし、食事の提供又

は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に

支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所を食
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（愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２７条 愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６２号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

堂及び機能訓練室とすることができることとする。

１４ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床

について、令和６年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一般

病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の

施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要

支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施設の用に供

することをいう。）をすることにより特別養護老人ホームを開設

しようとする場合の当該転換に係る食堂及び機能訓練室の基準

は、第１１条第４項第９号ア及び第４５条第４項第９号アの規定にか

かわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

�・� 省略

１５ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病

床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を

有する診療所の一般病床若しくは療養病床について、令和６年３

月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しくは

療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を

減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健

施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を

入所させ又は入居させるための施設の用に供することをいう。）

をすることにより特別養護老人ホームを開設しようとする場合の

当該転換に係る廊下の幅の基準は、第１１条第６項第１号、第３６条

第６項第１号、第４５条第６項第１号及び第５１条第６項第１号の規

定にかかわらず、１．２メートル以上（中廊下にあっては、１．６メー

トル以上）とすることとする。

堂及び機能訓練室とすることができることとする。

１４ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床

について、平成３６年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一般

病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の

施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要

支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施設の用に供

することをいう。）をすることにより特別養護老人ホームを開設

しようとする場合の当該転換に係る食堂及び機能訓練室の基準

は、第１１条第４項第９号ア及び第４５条第４項第９号アの規定にか

かわらず、次に掲げる基準のいずれかに適合することとする。

�・� 省略

１５ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病

床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を

有する診療所の一般病床若しくは療養病床について、平成３６年３

月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しくは

療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を

減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健

施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を

入所させ又は入居させるための施設の用に供することをいう。）

をすることにより特別養護老人ホームを開設しようとする場合の

当該転換に係る廊下の幅の基準は、第１１条第６項第１号、第３６条

第６項第１号、第４５条第６項第１号及び第５１条第６項第１号の規

定にかかわらず、１．２メートル以上（中廊下にあっては、１．６メー

トル以上）とすることとする。

改 正 後 改 正 前

附 則

（病床の転換により事業を行う医療機関併設型指定特定施設に関

する経過措置）

２６ 第２１７条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養

病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当

該病院又は診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福

祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要

介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施

設の用に供することをいう。次項及び附則第２８項において同

じ。）をすることにより指定特定施設入居者生活介護（外部サー

ビス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う

医療機関併設型指定特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同

じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数

の基準は、次のとおりとする。

�・� 省略

２７ 第２３９条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換をすることにより

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医

附 則

（病床の転換により事業を行う医療機関併設型指定特定施設に関

する経過措置）

２６ 第２１７条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養

病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当

該病院又は診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福

祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要

介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施

設の用に供することをいう。次項及び附則第２８項において同

じ。）をすることにより指定特定施設入居者生活介護（外部サー

ビス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う

医療機関併設型指定特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同

じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数

の基準は、次のとおりとする。

�・� 省略

２７ 第２３９条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換をすることにより

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医
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（愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２８条 愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員

数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適

当数とする。

２８ 第２１９条及び第２４１条の規定にかかわらず、療養病床等を有する

病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等

又は当該診療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換をする

ことにより指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療

機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施

設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することに

より、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に

行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設

に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。

療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員

数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適

当数とする。

２８ 第２１９条及び第２４１条の規定にかかわらず、療養病床等を有する

病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等

又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換をする

ことにより指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療

機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施

設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することに

より、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に

行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設

に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。

改 正 後 改 正 前

附 則

（病床の転換により事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定

施設に関する経過措置）

２４ 第２０３条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養

病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当

該病院又は当該診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老

人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他

の要介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。次項及び附則第２６項において同

じ。）をすることにより指定介護予防特定施設入居者生活介護

（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除

く。）の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設（介護

老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される

指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。）の生活相談員、機能

訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとす

る。

�・� 省略

２５ 第２２７条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換をすることにより

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計

画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防

特定施設の実情に応じた適当数とする。

２６ 第２０５条及び第２２９条の規定にかかわらず、療養病床等を有する

病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等

又は当該診療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換をする

ことにより指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場

合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設され

る介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設

を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施

附 則

（病床の転換により事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定

施設に関する経過措置）

２４ 第２０３条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養

病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当

該病院又は当該診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老

人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他

の要介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させるため

の施設の用に供することをいう。次項及び附則第２６項において同

じ。）をすることにより指定介護予防特定施設入居者生活介護

（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除

く。）の事業を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設（介護

老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される

指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。）の生活相談員、機能

訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとす

る。

�・� 省略

２５ 第２２７条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診

療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換をすることにより

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

を行う医療機関併設型指定介護予防特定施設の生活相談員及び計

画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定介護予防

特定施設の実情に応じた適当数とする。

２６ 第２０５条及び第２２９条の規定にかかわらず、療養病床等を有する

病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等

又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換をする

ことにより指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場

合の医療機関併設型指定介護予防特定施設においては、併設され

る介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設

を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施
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（愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２９条 愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６４号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医

療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設け

ないことができる。

設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医

療機関併設型指定介護予防特定施設に浴室、便所及び食堂を設け

ないことができる。

改 正 後 改 正 前

附 則

（病床の転換により開設した指定介護老人福祉施設の設備の基準

に関する経過措置）

１４ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下同

じ。）又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養

病床について、令和６年３月３１日までの間に転換（当該病院の一

般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉

法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）そ

の他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）をすることにより指定介

護老人福祉施設を開設しようとする場合の当該転換に係る食堂及

び機能訓練室の基準は、第６条第１項第７号アの規定にかかわら

ず、食堂にあっては１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積

以上の面積を有し、機能訓練室にあっては４０平方メートル以上の

面積を有することとする。ただし、食事の提供又は機能訓練を行

う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さ

を確保することができるときは、同一の場所を食堂及び機能訓練

室とすることができることとする。

１５ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床

について、令和６年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一般

病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の

施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要

支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施設の用に供

することをいう。）をすることにより指定介護老人福祉施設を開

設しようとする場合の当該転換に係る食堂及び機能訓練室の基準

は、第６条第１項第７号アの規定にかかわらず、次に掲げる基準

のいずれかに適合することとする。

�・� 省略

１６ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病

床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を

有する診療所の一般病床若しくは療養病床について、令和６年３

月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しくは

療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を

減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健

施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を

入所させ又は入居させるための施設の用に供することをいう。）

をすることにより指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合

の当該転換に係る廊下の幅の基準は、第６条第１項第８号及び第

４６条第１項第４号の規定にかかわらず、１．２メートル以上（中廊

附 則

（病床の転換により開設した指定介護老人福祉施設の設備の基準

に関する経過措置）

１４ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下同

じ。）又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養

病床について、平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の一

般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉

法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）そ

の他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させる

ための施設の用に供することをいう。）をすることにより指定介

護老人福祉施設を開設しようとする場合の当該転換に係る食堂及

び機能訓練室の基準は、第６条第１項第７号アの規定にかかわら

ず、食堂にあっては１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積

以上の面積を有し、機能訓練室にあっては４０平方メートル以上の

面積を有することとする。ただし、食事の提供又は機能訓練を行

う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さ

を確保することができるときは、同一の場所を食堂及び機能訓練

室とすることができることとする。

１５ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床

について、平成３６年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一般

病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の

施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要

支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施設の用に供

することをいう。）をすることにより指定介護老人福祉施設を開

設しようとする場合の当該転換に係る食堂及び機能訓練室の基準

は、第６条第１項第７号アの規定にかかわらず、次に掲げる基準

のいずれかに適合することとする。

�・� 省略

１６ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病

床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を

有する診療所の一般病床若しくは療養病床について、平成３６年３

月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床若しくは

療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を

減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健

施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を

入所させ又は入居させるための施設の用に供することをいう。）

をすることにより指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合

の当該転換に係る廊下の幅の基準は、第６条第１項第８号及び第

４６条第１項第４号の規定にかかわらず、１．２メートル以上（中廊
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（愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第３０条 愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛県条例第６５号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（病床の転換により開設した介護老人保健施設の施設及び設備の

基準に関する経過措置）

１０ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律附則

第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に

規定する病床に係るものに限る。以下同じ。）又は療養病床を有

する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病

床を令和６年３月３１日までの間に転換（病院の一般病床、精神病

床若しくは療養病床又は診療所の一般病床若しくは療養病床の病

床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老

人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要

介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施

設の用に供することをいう。以下同じ。）をすることにより介護

老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂につい

ては、第５条第２項第２号中「２平方メートル」とあるのは、

「１平方メートル」とする。

１１ 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所

の一般病床又は療養病床を令和６年３月３１日までの間に転換をす

ることにより介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設を

除く。）を開設する場合の当該転換に係る食堂の基準は、第５条

第２項第２号の規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに

適合することとする。

�・� 省略

１２ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病

床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般

病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床を令和６年３月３１日までの間に転換をすることによ

り介護老人保健施設を開設する場合の当該転換に係る建物につい

ては、第６条第１項第１号の規定は、適用しない。

１３ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病

床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般

病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床を令和６年３月３１日までの間に転換をすることによ

り介護老人保健施設を開設する場合の当該転換に係る屋内の直通

階段及びエレベーターについては、第６条第１項第２号中「屋内

の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあ

るのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、エレベ

ーターが設置されているもの又は２階以上の各階における療養室

の床面積の合計がそれぞれ５０平方メートル（主要構造部が耐火構

造であるか、又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する

不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては１００平方メ

ートル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とすること

ができる」とする。

附 則

（病床の転換により開設した介護老人保健施設の施設及び設備の

基準に関する経過措置）

１０ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律附則

第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に

規定する病床に係るものに限る。以下同じ。）又は療養病床を有

する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病

床を平成３６年３月３１日までの間に転換（病院の一般病床、精神病

床若しくは療養病床又は診療所の一般病床若しくは療養病床の病

床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老

人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要

介護者、要支援者その他の者を入所させ又は入居させるための施

設の用に供することをいう。以下同じ。）をすることにより介護

老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂につい

ては、第５条第２項第２号中「２平方メートル」とあるのは、

「１平方メートル」とする。

１１ 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所

の一般病床又は療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転換をす

ることにより介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設を

除く。）を開設する場合の当該転換に係る食堂の基準は、第５条

第２項第２号の規定にかかわらず、次に掲げる基準のいずれかに

適合することとする。

�・� 省略

１２ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病

床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般

病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転換をすることによ

り介護老人保健施設を開設する場合の当該転換に係る建物につい

ては、第６条第１項第１号の規定は、適用しない。

１３ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病

床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般

病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転換をすることによ

り介護老人保健施設を開設する場合の当該転換に係る屋内の直通

階段及びエレベーターについては、第６条第１項第２号中「屋内

の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあ

るのは、「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、エレベ

ーターが設置されているもの又は２階以上の各階における療養室

の床面積の合計がそれぞれ５０平方メートル（主要構造部が耐火構

造であるか、又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する

不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては１００平方メ

ートル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とすること

ができる」とする。

下にあっては、１．６メートル以上）とすることとする。 下にあっては、１．６メートル以上）とすることとする。
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（愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第３１条 愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成３０年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１４ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病

床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般

病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床を令和６年３月３１日までの間に転換をすることによ

り介護老人保健施設を開設する場合の当該転換に係る療養室に隣

接する廊下の幅の基準は、第６条第１項第５号ア及び第４５条第４

項第５号アの規定にかかわらず、１．２メートル以上（中廊下にあ

っては、１．６メートル以上）とすることとする。

１４ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病

床若しくは療養病床を有する診療所の開設者が、当該病院の一般

病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若し

くは療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転換をすることによ

り介護老人保健施設を開設する場合の当該転換に係る療養室に隣

接する廊下の幅の基準は、第６条第１項第５号ア及び第４５条第４

項第５号アの規定にかかわらず、１．２メートル以上（中廊下にあ

っては、１．６メートル以上）とすることとする。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

２ 療養病床（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）等を有する病院又は

病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を令和６年３月３１日までの間に転換（病院の療養病

床等又は診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院

又は診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の６に規定する軽費老人ホーム

をいう。）その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ又

は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。）

をすることにより介護医療院を開設する場合における当該介護医

療院の建物については、第６条第１項第１号及び第４５条第４項第

１号の規定は、適用しない。

３ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和６年３月３１日

までの間に転換をすることにより介護医療院を開設する場合にお

ける当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについて

の第６条第１項第２号及び第４５条第４項第２号の規定の適用につ

いては、これらの規定中「屋内の直通階段及びエレベーターをそ

れぞれ１以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を２以

上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は

２階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ５０平方

メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築

基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られてい

る建築物にあっては、１００平方メートル）以下のものについて

は、屋内の直通階段を１とすることができる」とする。

４ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を令和６年３月３１日

までの間に転換をすることにより介護医療院を開設する場合にお

ける当該介護医療院の療養室に隣接する廊下の幅の基準は、第６

条第１項第６号ア及び第４５条第４項第６号アの規定にかかわら

ず、１．２メートル（中廊下にあっては、１．６メートル）以上とする

こととする。

５ 平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に、療養病床

等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床の転換をすることにより介護老人

保健施設を開設した場合であって、令和６年３月３１日までの間に

附 則

（経過措置）

２ 療養病床（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）等を有する病院又は

病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該

診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（病院の療養病

床等又は診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院

又は診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の６に規定する軽費老人ホーム

をいう。）その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ又

は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。）

をすることにより介護医療院を開設する場合における当該介護医

療院の建物については、第６条第１項第１号及び第４５条第４項第

１号の規定は、適用しない。

３ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換をすることにより介護医療院を開設する場合にお

ける当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについて

の第６条第１項第２号及び第４５条第４項第２号の規定の適用につ

いては、これらの規定中「屋内の直通階段及びエレベーターをそ

れぞれ１以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を２以

上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は

２階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ５０平方

メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築

基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られてい

る建築物にあっては、１００平方メートル）以下のものについて

は、屋内の直通階段を１とすることができる」とする。

４ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換をすることにより介護医療院を開設する場合にお

ける当該介護医療院の療養室に隣接する廊下の幅の基準は、第６

条第１項第６号ア及び第４５条第４項第６号アの規定にかかわら

ず、１．２メートル（中廊下にあっては、１．６メートル）以上とする

こととする。

５ 平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に、療養病床

等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床の転換をすることにより介護老人

保健施設を開設した場合であって、平成３６年３月３１日までの間に

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１

２４



��������������

（愛媛県窯業技術センター整備基金条例の一部改正）

第３２条 愛媛県窯業技術センター整備基金条例（平成２９年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第３号
愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和元年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例等の一部を改正する条例

（愛媛県手数料条例の一部改正）

第１条 愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医

療院を開設するときにおける当該介護医療院の建物については、

第６条第１項第１号及び第４５条第４項第１号の規定は、適用しな

い。

６ 平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に、療養病床

等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床の転換をすることにより介護老人

保健施設を開設した場合であって、令和６年３月３１日までの間に

当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医

療院を開設するときにおける当該介護医療院の屋内の直通階段及

びエレベーターについての第６条第１項第２号及び第４５条第４項

第２号の規定の適用については、これらの規定中「屋内の直通階

段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあるのは、

「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、エレベーターが

設置されているもの又は２階以上の各階における療養室の床面積

の合計がそれぞれ５０平方メートル（主要構造部が耐火構造である

か、又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料

をいう。）で造られている建築物にあっては、１００平方メート

ル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とすることがで

きる」とする。

７ 平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に、療養病床

等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床の転換をすることにより介護老人

保健施設を開設した場合であって、令和６年３月３１日までの間に

当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医

療院を開設するときにおける当該介護医療院の療養室に隣接する

廊下の幅の基準は、第６条第１項第６号ア及び第４５条第４項第６

号アの規定にかかわらず、１．２メートル（中廊下にあっては、１．６

メートル）以上とすることとする。

当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医

療院を開設するときにおける当該介護医療院の建物については、

第６条第１項第１号及び第４５条第４項第１号の規定は、適用しな

い。

６ 平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に、療養病床

等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床の転換をすることにより介護老人

保健施設を開設した場合であって、平成３６年３月３１日までの間に

当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医

療院を開設するときにおける当該介護医療院の屋内の直通階段及

びエレベーターについての第６条第１項第２号及び第４５条第４項

第２号の規定の適用については、これらの規定中「屋内の直通階

段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあるのは、

「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし、エレベーターが

設置されているもの又は２階以上の各階における療養室の床面積

の合計がそれぞれ５０平方メートル（主要構造部が耐火構造である

か、又は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料

をいう。）で造られている建築物にあっては、１００平方メート

ル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とすることがで

きる」とする。

７ 平成１８年７月１日から平成３０年３月３１日までの間に、療養病床

等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が当該病院の療

養病床等又は当該診療所の病床の転換をすることにより介護老人

保健施設を開設した場合であって、平成３６年３月３１日までの間に

当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医

療院を開設するときにおける当該介護医療院の療養室に隣接する

廊下の幅の基準は、第６条第１項第６号ア及び第４５条第４項第６

号アの規定にかかわらず、１．２メートル（中廊下にあっては、１．６

メートル）以上とすることとする。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、令和２年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 消防防災関係事務手数料

別表（第２条―第４条、第７条関係）

１ 消防防災関係事務手数料
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事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～１９ 省略 １～１９ 省略

２０ 消防法第１３

条の３第３項

の規定に基づ

く危険物取扱

者試験の実施

危険物

取扱者

試験手

数料

� 甲種危険物取扱者試験 ６，６００

円

� 乙種危険物取扱者試験 ４，６００

円

� 丙種危険物取扱者試験 ３，７００

円

２０ 消防法第１３

条の３第３項

の規定に基づ

く危険物取扱

者試験の実施

危険物

取扱者

試験手

数料

� 甲種危険物取扱者試験 ６，５００

円

� 乙種危険物取扱者試験 ４，５００

円

� 丙種危険物取扱者試験 ３，６００

円

２１～３４ 省略 ２１～３４ 省略

３５ 火薬類取締

法第３１条第３

項の規定に基

づく丙種火薬

類製造保安責

任者免状又は

火薬類取扱保

安責任者免状

に係る試験の

実施

火薬類

保安責

任者試

験手数

料

１８，０００円 ３５ 火薬類取締

法第３１条第３

項の規定に基

づく丙種火薬

類製造保安責

任者免状又は

火薬類取扱保

安責任者免状

に係る試験の

実施

火薬類

保安責

任者試

験手数

料

１７，０００円

３６～５０ 省略 ３６～５０ 省略

５１ 高圧ガス保

安法施行令第

１８条第２項第

１号の規定に

基づく高圧ガ

ス保安法第３１

条第２項に規

定する製造保

安責任者試験

の実施

製造保

安責任

者試験

手数料

� 乙種化学責任者免状に係る製

造保安責任者試験 ９，３００円（行

政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律（平成１４

年法律第１５１号）第３条第１項の

規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用して受験願

書を提出する場合（以下この

項、５２の項及び８４の項において

「電子情報処理組織により受験

願 書 を 提 出 す る 場 合」と い

う。）にあっては、８，８００円）

� 丙種化学責任者免状に係る製

造保安責任者試験 ８，７００円（電

子情報処理組織により受験願書

を提出する場合にあっては、

８，２００円）

� 乙種機械責任者免状に係る製

造保安責任者試験 ９，３００円（電

子情報処理組織により受験願書

を提出する場合にあっては、

８，８００円）

� 第二種冷凍機械責任者免状に

係る製造保安責任者試験 ９，３００

円（電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合にあって

は、８，８００円）

� 第三種冷凍機械責任者免状に

係る製造保安責任者試験 ８，７００

円（電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合にあって

は、８，２００円）

５１ 高圧ガス保

安法施行令第

１８条第２項第

１号の規定に

基づく高圧ガ

ス保安法第３１

条第２項に規

定する製造保

安責任者試験

の実施

製造保

安責任

者試験

手数料

� 乙種化学責任者免状に係る製

造保安責任者試験 ９，０００円（行

政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律（平成１４

年法律第１５１号）第３条第１項の

規定により同項に規定する電子

情報処理組織を使用して受験願

書を提出する場合（以下この

項、５２の項及び８４の項において

「電子情報処理組織により受験

願 書 を 提 出 す る 場 合」と い

う。）にあっては、８，５００円）

� 丙種化学責任者免状に係る製

造保安責任者試験 ８，４００円（電

子情報処理組織により受験願書

を提出する場合にあっては、

７，９００円）

� 乙種機械責任者免状に係る製

造保安責任者試験 ９，０００円（電

子情報処理組織により受験願書

を提出する場合にあっては、

８，５００円）

� 第二種冷凍機械責任者免状に

係る製造保安責任者試験 ９，０００

円（電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合にあって

は、８，５００円）

� 第三種冷凍機械責任者免状に

係る製造保安責任者試験 ８，４００

円（電子情報処理組織により受

験願書を提出する場合にあって

は、７，９００円）
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５２ 高圧ガス保

安法第３１条第

２項の規定に

基づく販売主

任者試験の実

施

販売主

任者試

験手数

料

� 第一種販売主任者免状に係る

販売主任者試験 ７，９００円（電子

情報処理組織により受験願書を

提出する場合にあっては、７，４００

円）

� 第二種販売主任者免状に係る

販売主任者試験 ６，２００円（電子

情報処理組織により受験願書を

提出する場合にあっては、５，７００

円）

５２ 高圧ガス保

安法第３１条第

２項の規定に

基づく販売主

任者試験の実

施

販売主

任者試

験手数

料

� 第一種販売主任者免状に係る

販売主任者試験 ７，６００円（電子

情報処理組織により受験願書を

提出する場合にあっては、７，１００

円）

� 第二種販売主任者免状に係る

販売主任者試験 ６，０００円（電子

情報処理組織により受験願書を

提出する場合にあっては、５，５００

円）

５３～６１ 省略 ５３～６１ 省略

６２ 電気工事士

法（昭和３５年

法 律 第１３９

号）第４条第

２項の規定に

基づく電気工

事士免状の交

付

電気工

事士免

状交付

手数料

� 第一種電気工事士免状 ６，０００

円

� 第二種電気工事士免状 ５，３００

円

６２ 電気工事士

法（昭和３５年

法 律 第１３９

号）第４条第

２項の規定に

基づく電気工

事士免状の交

付

電気工

事士免

状交付

手数料

� 第一種電気工事士免状 ５，９００

円

� 第二種電気工事士免状 ５，２００

円

６３ 電気工事士

法施行令（昭

和３５年政令第

２６０号）第４

条第１項の規

定に基づく電

気工事士免状

の再交付

電気工

事士免

状再交

付手数

料

２，７００円 ６３ 電気工事士

法施行令（昭

和３５年政令第

２６０号）第４

条第１項の規

定に基づく電

気工事士免状

の再交付

電気工

事士免

状再交

付手数

料

２，６００円

６４ 電気工事士

法施行令第５

条の規定に基

づく電気工事

士免状の書換

え

電気工

事士免

状書換

え手数

料

２，１００円 ６４ 電気工事士

法施行令第５

条の規定に基

づく電気工事

士免状の書換

え

電気工

事士免

状書換

え手数

料

２，０００円

６５～８３ 省略 ６５～８３ 省略

８４ 液化石油ガ

スの保安の確

保及び取引の

適正化に関す

る法律第３８条

の５第２項の

規定に基づく

液化石油ガス

設備士試験の

実施

液化石

油ガス

設備士

試験手

数料

２１，４００円（電子情報処理組織によ

り受験願書を提出する場合にあっ

ては、２０，９００円）

８４ 液化石油ガ

スの保安の確

保及び取引の

適正化に関す

る法律第３８条

の５第２項の

規定に基づく

液化石油ガス

設備士試験の

実施

液化石

油ガス

設備士

試験手

数料

２０，７００円（電子情報処理組織によ

り受験願書を提出する場合にあっ

ては、２０，２００円）

８５～９０ 省略 ８５～９０ 省略

備考 省略 備考 省略

２ 保健福祉関係事務手数料 ２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～３１ 省略 １～３１ 省略
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３２ 毒物及び劇

物取締法（昭

和２５年法律第

３０３号）第４

条第２項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

製造業又は輸

入 業 の 登 録

（毒物及び劇

物取締法施行

令（昭和３０年

政 令 第２６１

号）第３６条の

７第１項第１

号に規定する

登録を除く。

以下この項か

ら３４の項まで

に お い て 同

じ。）の申請

に係る経由

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

の申請

に係る

経由手

数料

２０，７００円 ３２ 毒物及び劇

物取締法（昭

和２５年法律第

３０３号）第４

条第２項の規

定に基づく毒

物又は劇物の

製造業又は輸

入 業 の 登 録

（毒物及び劇

物取締法施行

令（昭和３０年

政 令 第２６１

号）第３６条の

７第１項第１

号に規定する

登録を除く。

以下この項か

ら３４の項まで

に お い て 同

じ。）の申請

に係る経由

毒物又

は劇物

の製造

業又は

輸入業

の登録

の申請

に係る

経由手

数料

２０，６００円

３３～７１ 省略 ３３～７１ 省略

７２ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律（昭和３５

年法 律 第１４５

号）第４条第

１項の規定に

基づく薬局開

設の許可の申

請に対する審

査

薬局開

設許可

申請手

数料

３０，３００円 ７２ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律（昭和３５

年法 律 第１４５

号）第４条第

１項の規定に

基づく薬局開

設の許可の申

請に対する審

査

薬局開

設許可

申請手

数料

３０，２００円

７３ 省略 ７３ 省略

７３の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第１項の

規定に基づく

医薬品（体外

診断用医薬品

を除く。７３の

４の項から７３

の９の項まで

及び８３の項に

お い て 同

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５１，２００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３３，７

００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令（昭和

７３の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第１項の

規定に基づく

医薬品（体外

診断用医薬品

を除く。７３の

４の項から７３

の９の項まで

及び８３の項に

お い て 同

医薬品

等製造

販売業

許可申

請手数

料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

１５１，０００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

（�に掲げるものを除く。７３の

３の項において同じ。） １３３，５

００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可

次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令（昭和
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じ。）、医薬

部外品又は化

粧品（以下こ

の項から７３の

６の項まで、

８７の３の項及

び８７の４の項

において「医

薬品等」とい

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

３６年政令第１１号）第２０条第２

項の規定に基づき製造管理又

は品質管理に注意を要するも

のとして厚生労働大臣が指定

する医薬部外品を含む場合 １

３３，７００円

イ ア以外の場合 ６０，４００円

� 化粧品製造販売業許可 ６０，４０

０円

じ。）、医薬

部外品又は化

粧品（以下こ

の項から７３の

６の項まで、

８７の３の項及

び８７の４の項

において「医

薬品等」とい

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

３６年政令第１１号）第２０条第２

項の規定に基づき製造管理又

は品質管理に注意を要するも

のとして厚生労働大臣が指定

する医薬部外品を含む場合 １

３３，５００円

イ ア以外の場合 ６０，２００円

� 化粧品製造販売業許可 ６０，２０

０円

７３の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第２項の

規定に基づく

医薬品等の製

造販売業の許

可の更新の申

請に対する審

査

医薬品

等製造

販売業

許可更

新申請

手数料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

の更新 １３８，０００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，４００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令第２０条

第２項の規定に基づき製造管

理又は品質管理に注意を要す

るものとして厚生労働大臣が

指定する医薬部外品を含む場

合 １２０，４００円

イ ア以外の場合 ４８，７００円

� 化粧品製造販売業許可の更新

４８，７００円

７３の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１２条第２項の

規定に基づく

医薬品等の製

造販売業の許

可の更新の申

請に対する審

査

医薬品

等製造

販売業

許可更

新申請

手数料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医薬品製造販売業許可

の更新 １３７，８００円

� 第二種医薬品製造販売業許可

の更新 １２０，３００円

� 省略

� 医薬部外品製造販売業許可の

更新 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保

等に関する法律施行令第２０条

第２項の規定に基づき製造管

理又は品質管理に注意を要す

るものとして厚生労働大臣が

指定する医薬部外品を含む場

合 １２０，３００円

イ ア以外の場合 ４８，５００円

� 化粧品製造販売業許可の更新

４８，５００円

７３の４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第１項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和３６年厚生 省 令 第１

号）第２６条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。） ９１，９００

円

� 医薬品（一般）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則第２６条第１項第４号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。）（�に掲

げるものを除く。） ８６，０００円

� 医薬品（包装等）（医薬品、

７３の４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第１項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

申請に対する

審査

医薬品

等製造

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則（昭和３６年厚生 省 令 第１

号）第２６条第１項第３号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。） ９１，７００

円

� 医薬品（一般）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則第２６条第１項第４号の区分

をいう。７３の５の項から８３の項

までにおいて同じ。）（�に掲

げるものを除く。） ８５，８００円

� 医薬品（包装等）（医薬品、
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医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ４８，００

０円

� 省略

� 医 薬 部 外 品（無 菌）（医 薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第１号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ８

６，０００円

� 医 薬 部 外 品（一 般）（医 薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第２号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ４

０，６００円

� 医薬部外品（包装等）（医薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第３号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ３

３，９００円

� 化粧品（一般）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則第２６条第３項第１号の区分

をいう。７３の５の項及び７３の６

の項において同じ。） ４０，６００

円

� 化粧品（包装等）（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第３項第２号の区

分をいう。７３の５の項及び７３の

６の項において同じ。） ３３，９０

０円

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第１項第５号の区

分をいう。７３の５の項から８３の

項までにおいて同じ。） ４７，８０

０円

� 省略

� 医 薬 部 外 品（無 菌）（医 薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第１号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ８

５，８００円

� 医 薬 部 外 品（一 般）（医 薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第２号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ４

０，４００円

� 医薬部外品（包装等）（医薬

品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法

律施行規則第２６条第２項第３号

の区分をいう。７３の５の項から

８３の項までにおいて同じ。） ３

３，８００円

� 化粧品（一般）（医薬品、医

療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律施行

規則第２６条第３項第１号の区分

をいう。７３の５の項及び７３の６

の項において同じ。） ４０，４００

円

� 化粧品（包装等）（医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律施

行規則第２６条第３項第２号の区

分をいう。７３の５の項及び７３の

６の項において同じ。） ３３，８０

０円

７３の５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条 第３項

（同条第７項

において準用

する場合を含

む。）の規定

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌） ５３，１００円

� 医薬品（一般）（�に掲げる

ものを除く。） ５０，０００円

	 医薬品（包装等） ２４，５００円

� 省略

� 医薬部外品（無菌） ５０，０００

円

� 医薬部外品（一般） ２６，０００

円

７３の５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条 第３項

（同条第７項

において準用

する場合を含

む。）の規定

医薬品

等製造

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 医薬品（無菌） ５２，９００円

� 医薬品（一般）（�に掲げる

ものを除く。） ４９，９００円

	 医薬品（包装等） ２４，３００円

� 省略

� 医薬部外品（無菌） ４９，９００

円

� 医薬部外品（一般） ２５，８００

円
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に基づく医薬

品等の製造業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

� 医薬部外品（包装等） ２４，５０

０円

� 化粧品（一般） ２６，０００円

� 化粧品（包装等） ２４，５００円

に基づく医薬

品等の製造業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

� 医薬部外品（包装等） ２４，３０

０円

� 化粧品（一般） ２５，８００円

� 化粧品（包装等） ２４，３００円

７３の６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第６項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

区分の変更又

は追加の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 医薬品（無菌） ８３，８００円

� 医薬品（一般） ７８，７００円

� 医薬品（包装等） ４１，４００円

� 医薬部外品（無菌） ８３，８００

円

� 医薬部外品（一般） ３６，２００

円

	 医薬部外品（包装等） ３１，８０

０円

� 化粧品（一般） ３６，２００円

� 化粧品（包装等） ３１，８００円

７３の６ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１３条第６項の

規定に基づく

医薬品等の製

造業の許可の

区分の変更又

は追加の許可

の申請に対す

る審査

医薬品

等製造

業の許

可区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

次に掲げる許可の区分の変更又は

追加に応じ、それぞれ次に定める

金額

� 医薬品（無菌） ８３，６００円

� 医薬品（一般） ７８，５００円

� 医薬品（包装等） ４１，２００円

� 医薬部外品（無菌） ８３，６００

円

� 医薬部外品（一般） ３６，０００

円

	 医薬部外品（包装等） ３１，６０

０円

� 化粧品（一般） ３６，０００円

� 化粧品（包装等） ３１，６００円

７３の７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

の申請に対す

る審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき２１８，９００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき５３，８００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき８９，

６００円

� 医薬部外品 １品目につき５３，

８００円

７３の７ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第１項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

の申請に対す

る審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認申

請手数

料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき２１８，７００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき５３，６００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき８９，

５００円

� 医薬部外品 １品目につき５３，

６００円

７３の８ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条 第６項

（同条第９項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造販売の承認又は一部変更

承認を受けようとするときに受

ける調査（�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） ５０，２００円

イ 医薬品（一般） ２９，７００円

ウ 医薬品（包装等） １４，９００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５０，２０

０円

オ 医薬部外品（一般） ２９，７０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １４，

９００円

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

７３の８ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条 第６項

（同条第９項

において準用

する場合を含

む。）の規定

に基づく医薬

品又は医薬部

外品の製造管

理又は品質管

理の方法の基

準への適合性

調査の申請に

対する審査

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造販売の承認又は一部変更

承認を受けようとするときに受

ける調査（�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） ４９，９００円

イ 医薬品（一般） ２９，４００円

ウ 医薬品（包装等） １４，８００

円

エ 医薬部外品（無菌） ４９，９０

０円

オ 医薬部外品（一般） ２９，４０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １４，

８００円

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい
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て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造販売の承認又は一部変更承認

を受けようとするときに受ける

調査 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０８，２００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７６，０００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ３９，９００

円に１品目につき６００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０８，２

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，００

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ３９，

９００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における医

薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する

法律施行令第２１条で定める期間

を経過するごとに受ける調査 ３

９，７００円に１品目につき６００円を

加算した額

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

造販売の承認又は一部変更承認

を受けようとするときに受ける

調査 １４，８００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第２１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０７，９００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７５，７００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ３９，７００

円に１品目につき６００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０７，９

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７５，７０

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ３９，

７００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における医

薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する

法律施行令第２１条で定める期間

を経過するごとに受ける調査 ３

９，５００円に１品目につき６００円を

加算した額

７３の９ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第９項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

事項の一部変

更の承認の申

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき１０７，５００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき２９，６００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき３６，

２００円

� 医薬部外品 １品目につき２７，

７３の９ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

１４条第９項の

規定に基づく

医薬品又は医

薬部外品の製

造販売の承認

事項の一部変

更の承認の申

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造販売

承認事

項一部

変更承

認申請

手数料

次に掲げる承認の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 医療用医薬品（�及び�に掲

げるものを除く。） １品目に

つき１０７，２００円

� 日本薬局方に収められている

医薬品（�に掲げるものを除

く。） １品目につき２９，４００円

� 省略

� �から�までに掲げる医薬品

以外の医薬品 １品目につき３６，

０００円

� 医薬部外品 １品目につき２７，
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請に対する審

査

４００円 請に対する審

査

２００円

７３の１０ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第１

項の規定に基

づく医療機器

又は体外診断

用医薬品（以

下この項から

７３の１３の項ま

で、８７の３の

項及び８７の４

の項において

「医 療 機 器

等 」 と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器等製

造販売

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５１，２００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３３，７００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可 ９７，０００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可 １３３，７００円

７３の１０ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第１

項の規定に基

づく医療機器

又は体外診断

用医薬品（以

下この項から

７３の１３の項ま

で、８７の３の

項及び８７の４

の項において

「医 療 機 器

等 」 と い

う。）の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

医療機

器等製

造販売

業許可

申請手

数料

次に掲げる許可の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可 １５１，０００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可 １３３，５００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可 ９６，８００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可 １３３，５００円

７３の１１ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第２

項の規定に基

づく医療機器

等の製造販売

業の許可の更

新の申請に対

する審査

医療機

器等製

造販売

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可の更新 １４０，２００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２２，７００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可の更新 ７２，１００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可の更新 １２２，７００円

７３の１１ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２第２

項の規定に基

づく医療機器

等の製造販売

業の許可の更

新の申請に対

する審査

医療機

器等製

造販売

業許可

更新申

請手数

料

次に掲げる許可の更新の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

� 第一種医療機器製造販売業許

可の更新 １４０，０００円

� 第二種医療機器製造販売業許

可の更新 １２２，５００円

� 第三種医療機器製造販売業許

可の更新 ７１，９００円

� 体外診断用医薬品製造販売業

許可の更新 １２２，５００円

７３の１２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第１項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の申

請に対する審

査

医療機

器等製

造業登

録申請

手数料

３８，４００円 ７３の１２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第１項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の申

請に対する審

査

医療機

器等製

造業登

録申請

手数料

３８，２００円

７３の１３ 医 薬

品、医療機器

医療機

器等製

２７，４００円 ７３の１３ 医 薬

品、医療機器

医療機

器等製

２７，３００円
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等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第３項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の更

新の申請に対

する審査

造業登

録更新

申請手

数料

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２の３

第３項の規定

に基づく医療

機器等の製造

業の登録の更

新の申請に対

する審査

造業登

録更新

申請手

数料

７３の１４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第１

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

再生医

療等製

品製造

販売業

許可申

請手数

料

１５１，２００円 ７３の１４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第１

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の申請に対す

る審査

再生医

療等製

品製造

販売業

許可申

請手数

料

１５１，０００円

７３の１５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第２

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の更新の申請

に対する審査

再生医

療等製

品製造

販売業

許可更

新申請

手数料

１３８，０００円 ７３の１５ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

２３条の２０第２

項の規定に基

づく再生医療

等製品の製造

販売業の許可

の更新の申請

に対する審査

再生医

療等製

品製造

販売業

許可更

新申請

手数料

１３７，８００円

７４ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第２４条第

１項の規定に

基づく医薬品

の販売業の許

可の申請に対

する審査

医薬品

販売業

許可申

請手数

料

３０，３００円 ７４ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第２４条第

１項の規定に

基づく医薬品

の販売業の許

可の申請に対

する審査

医薬品

販売業

許可申

請手数

料

３０，２００円

７５～７７ 省略 ７５～７７ 省略

７８ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

配置販

売従事

者身分

２，２００円 ７８ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

配置販

売従事

者身分

２，１００円
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び安全性の確

保等に関する

法律第３３条第

１項の規定に

基づく医薬品

の配置販売業

者又はその配

置員に対する

配置販売従事

者の身分証明

書の書換え交

付

証明書

書換え

交付手

数料

び安全性の確

保等に関する

法律第３３条第

１項の規定に

基づく医薬品

の配置販売業

者又はその配

置員に対する

配置販売従事

者の身分証明

書の書換え交

付

証明書

書換え

交付手

数料

７９～７９の３ 省

略

７９～７９の３ 省

略

７９の４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

３９条第１項の

規定に基づく

高度管理医療

機器等の販売

業又は貸与業

の許可の申請

に対する審査

高度管

理医療

機器等

の販売

業又は

貸与業

の許可

申請手

数料

３０，３００円 ７９の４ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

３９条第１項の

規定に基づく

高度管理医療

機器等の販売

業又は貸与業

の許可の申請

に対する審査

高度管

理医療

機器等

の販売

業又は

貸与業

の許可

申請手

数料

３０，２００円

７９の５ 省略 ７９の５ 省略

８０ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第１項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業許可

申請手

数料

７４，３００円 ８０ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第１項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業許可

申請手

数料

７４，１００円

８１ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第３項（同

条第６項にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

に基づく医療

医療機

器修理

業許可

更新申

請手数

料

５０，０００円 ８１ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第３項（同

条第６項にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

に基づく医療

医療機

器修理

業許可

更新申

請手数

料

４９，９００円
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機器の修理業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

機器の修理業

の許可の更新

の申請に対す

る審査

８２ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第５項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の修理区分

の変更又は追

加の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業の修

理区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

１８，５００円 ８２ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第４０条の

２第５項の規

定に基づく医

療機器の修理

業の修理区分

の変更又は追

加の許可の申

請に対する審

査

医療機

器修理

業の修

理区分

の変更

又は追

加の許

可申請

手数料

１８，４００円

８２の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

４０条の５第１

項の規定に基

づく再生医療

等製品の販売

業の許可の申

請に対する審

査

再生医

療等製

品販売

業許可

申請手

数料

３０，３００円 ８２の２ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律第

４０条の５第１

項の規定に基

づく再生医療

等製品の販売

業の許可の申

請に対する審

査

再生医

療等製

品販売

業許可

申請手

数料

３０，２００円

８２の３ 省略 ８２の３ 省略

８３ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第８０条第

１項の規定に

基づく輸出用

の医薬品又は

医薬部外品の

製造管理又は

品質管理の方

法の基準への

適合性調査の

申請に対する

審査

輸出用

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造をしようとするときに受

ける調査（�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） ５０，２００円

イ 医薬品（一般） ２９，７００円

ウ 医薬品（包装等） １４，９００

円

エ 医薬部外品（無菌） ５０，２０

０円

オ 医薬部外品（一般） ２９，７０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １４，

９００円

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製

８３ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律第８０条第

１項の規定に

基づく輸出用

の医薬品又は

医薬部外品の

製造管理又は

品質管理の方

法の基準への

適合性調査の

申請に対する

審査

輸出用

医薬品

又は医

薬部外

品の製

造管理

及び品

質管理

の基準

適合性

調査申

請手数

料

次に掲げる調査の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 製造をしようとするときに受

ける調査（�に掲げる調査を除

く。） 次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） ４９，９００円

イ 医薬品（一般） ２９，４００円

ウ 医薬品（包装等） １４，８００

円

エ 医薬部外品（無菌） ４９，９０

０円

オ 医薬部外品（一般） ２９，４０

０円

カ 医薬部外品（包装等） １４，

８００円

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における製
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造をしようとするときに受ける

調査 １４，９００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０８，２００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７６，０００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ３９，９００

円に１品目につき６００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０８，２

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７６，００

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ３９，

９００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における医

薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する

法律施行令第７１条で定める期間

を経過するごとに受ける調査 ３

９，７００円に１品目につき６００円を

加算した額

造をしようとするときに受ける

調査 １４，８００円

� 医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関

する法律施行令第７１条で定める

期間を経過するごとに受ける調

査（�に掲げる調査を除く。）

次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 医薬品（無菌） １０７，９００円

に１品目につき２，２００円を加算

した額

イ 医薬品（一般） ７５，７００円

に１品目につき１，１００円を加算

した額

ウ 医薬品（包装等） ３９，７００

円に１品目につき６００円を加算

した額

エ 医薬部外品（無菌） １０７，９

００円に１品目につき２，２００円を

加算した額

オ 医薬部外品（一般） ７５，７０

０円に１品目につき１，１００円を

加算した額

カ 医薬部外品（包装等） ３９，

７００円に１品目につき６００円を

加算した額

� 医薬品又は医薬部外品の試験

検査を製造所以外の施設におい

て行った場合（他に委託して行

った場合を含む。）における医

薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する

法律施行令第７１条で定める期間

を経過するごとに受ける調査 ３

９，５００円に１品目につき６００円を

加算した額

８４・８５ 省略 ８４・８５ 省略

８６ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律施行令第

１条の５第１

項又は第４５条

第１項の規定

に基づく薬局

開 設 の 許 可

証、医薬品の

販売業の許可

証、高度管理

薬局開

設許可

証、医

薬品販

売業許

可証、

高度管

理医療

機器等

の販売

業若し

くは貸

与業の

許可証

２，２００円 ８６ 医薬品、医

療機器等の品

質、有効性及

び安全性の確

保等に関する

法律施行令第

１条の５第１

項又は第４５条

第１項の規定

に基づく薬局

開 設 の 許 可

証、医薬品の

販売業の許可

証、高度管理

薬局開

設許可

証、医

薬品販

売業許

可証、

高度管

理医療

機器等

の販売

業若し

くは貸

与業の

許可証

２，１００円
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医療機器等の

販売業若しく

は貸与業の許

可証又は再生

医療等製品の

販売業の許可

証の書換え交

付

又は再

生医療

等製品

販売業

許可証

の書換

え交付

手数料

医療機器等の

販売業若しく

は貸与業の許

可証又は再生

医療等製品の

販売業の許可

証の書換え交

付

又は再

生医療

等製品

販売業

許可証

の書換

え交付

手数料

８６の２ 薬事法

の一部を改正

する法律の施

行に伴う関係

政令の整備等

及び経過措置

に関する政令

（平成２１年政

令第２号）附

則第６条の規

定によりなお

その効力を有

するものとさ

れる同令によ

る改正前の薬

事法施行令第

４５条第１項の

規定に基づく

医薬品の販売

業の許可証の

書換え交付

医薬品

販売業

許可証

の書換

え交付

手数料

２，２００円 ８６の２ 薬事法

の一部を改正

する法律の施

行に伴う関係

政令の整備等

及び経過措置

に関する政令

（平成２１年政

令第２号）附

則第６条の規

定によりなお

その効力を有

するものとさ

れる同令によ

る改正前の薬

事法施行令第

４５条第１項の

規定に基づく

医薬品の販売

業の許可証の

書換え交付

医薬品

販売業

許可証

の書換

え交付

手数料

２，１００円

８７・８７の２ 省

略

８７・８７の２ 省

略

８７の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第５条第

１項、第１２条

第１項、第３

７条の２第１

項、第３７条の

９第１項（同

令第５５条にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）又は第

４３条の４第１

項の規定に基

づく医薬品等

の製造販売業

若しくは製造

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業、

医療機

器等の

製造販

売業、

再生医

療等製

品の製

造販売

業若し

くは医

療機器

の修理

業の許

可証又

は医療

２，２００円 ８７の３ 医 薬

品、医療機器

等の品質、有

効性及び安全

性の確保等に

関する法律施

行令第５条第

１項、第１２条

第１項、第３

７条の２第１

項、第３７条の

９第１項（同

令第５５条にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）又は第

４３条の４第１

項の規定に基

づく医薬品等

の製造販売業

若しくは製造

医薬品

等の製

造販売

業若し

くは製

造業、

医療機

器等の

製造販

売業、

再生医

療等製

品の製

造販売

業若し

くは医

療機器

の修理

業の許

可証又

は医療

２，１００円
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業、医療機器

等の製造販売

業、再生医療

等製品の製造

販売業若しく

は医療機器の

修理業の許可

証又は医療機

器等の製造業

の登録証の書

換え交付

機器等

の製造

業の登

録証の

書換え

交付手

数料

業、医療機器

等の製造販売

業、再生医療

等製品の製造

販売業若しく

は医療機器の

修理業の許可

証又は医療機

器等の製造業

の登録証の書

換え交付

機器等

の製造

業の登

録証の

書換え

交付手

数料

８７の４～１１３

省略

８７の４～１１３

省略

備考 省略 備考 省略

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

３ 省略

４ 農林水産関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１ 家 畜 商 法

（昭和２４年法

律 第２０８号）

第３条第１項

の規定に基づ

く家畜商の免

許

家畜商

免許手

数料

� 家畜の取引の業務（家畜商法

第３条第２項第２号の農林水産

省令で定める業務に限る。）に

従事する使用人その他の従業者

（�に お い て「従 業 者」と い

う。）の数が５人以上である場

合 ２，６００円

� 省略

� その他の場合 １，７００円

１ 家 畜 商 法

（昭和２４年法

律 第２０８号）

第３条第１項

の規定に基づ

く家畜商の免

許

家畜商

免許手

数料

� 家畜の取引の業務（家畜商法

第３条第２項第２号の農林水産

省令で定める業務に限る。）に

従事する使用人その他の従業者

（�に お い て「従 業 者」と い

う。）の数が５人以上である場

合 ２，５００円

� 省略

� その他の場合 １，６００円

２～１５ 省略 ２～１５ 省略

１６ 漁船法（昭

和２５年法律第

１７８号）第１０

条第１項の規

定に基づく漁

船の登録の申

請に対する審

査

漁船登

録申請

手数料

� 省略

� 総トン数２０トン未満の動力漁

船 １隻につき７，０００円

�・� 省略

１６ 漁船法（昭

和２５年法律第

１７８号）第１０

条第１項の規

定に基づく漁

船の登録の申

請に対する審

査

漁船登

録申請

手数料

� 省略

� 総トン数２０トン未満の動力漁

船 １隻につき６，９００円

�・� 省略

１７～２２ 省略 １７～２２ 省略

２３ 家畜改良増

殖法第１６条第

１項の規定に

基づく家畜人

工授精師の免

許の申請に対

する審査

家畜人

工授精

師免許

申請手

数料

１，９００円 ２３ 家畜改良増

殖法第１６条第

１項の規定に

基づく家畜人

工授精師の免

許の申請に対

する審査

家畜人

工授精

師免許

申請手

数料

１，８００円

２４～２６の４ 省

略

２４～２６の４ 省

略

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の２第５

項、第５条第

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，７００円

を超えない範囲内において規則で

定める金額

２７ 家畜伝染病

予防法（昭和

２６年 法 律 第

１６６号）第４

条 の２第５

項、第５条第

家畜検

査手数

料

１頭、１羽又は１群につき２，６００円

を超えない範囲内において規則で

定める金額
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１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

も の に 限

る。）

１項又は第３１

条第１項の規

定に基づく家

畜の検査（同

法第５条第１

項の規定に基

づく家畜の検

査 に あ っ て

は、監視伝染

病の発生を予

防するための

も の に 限

る。）

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

家畜投

薬手数

料

１頭につき７００円を超えない範囲内

において規則で定める金額

２８ 家畜伝染病

予防法第６条

第１項又は第

３１条第１項の

規定に基づく

家畜に対する

投薬

家畜投

薬手数

料

１頭につき６９０円を超えない範囲内

において規則で定める金額

２９～６１ 省略 ２９～６１ 省略

備考 省略 備考 省略

５ 土木関係事務手数料 ５ 土木関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～７ 省略 １～７ 省略

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律 第２０１号）

第６条第１項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審 査 を 除

く。）

建築物

確認申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転、修繕若しくは模様替又は用途

の変更に係る部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの ９，０００円

� 省略

� 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以内の

もの ２２，０００円

�～� 省略

� 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの ２０９，０００円

�・� 省略
	

備考 省略 �

�

８ 建築基準法

（昭和２５年法

律 第２０１号）

第６条第１項

（同法第８７条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の建

築等の確認の

申請に対する

審査（構造計

算適合性判定

に係る部分の

審 査 を 除

く。）

建築物

確認申

請手数

料

次に掲げる当該建築物の建築、移

転、修繕若しくは模様替又は用途

の変更に係る部分の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの ８，０００円

� 省略

� 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え２００平方メートル以内の

もの ２１，０００円

�～� 省略

� 床面積の合計が２，０００平方メー

トルを超え１０，０００平方メートル

以内のもの ２０８，０００円

�・� 省略
	

備考 省略 �

�

８の２ 建築基

準法第６条の

３第１項又は

第１８条第４項

の規定に基づ

く構造計算適

合性判定

構造計

算適合

性判定

手数料

� 建築物の構造計算が建築基準

法第２０条第１項第２号イに規定

する方法によるものの判定 建

築物（２以上の部分がエキスパ

ンションジョイントその他の相

互に応力を伝えない構造方法の

みで接している建築物の当該建

築物の部分は、それぞれ別の建

築物とみなす。以下この項にお

８の２ 建築基

準法第６条の

３第１項又は

第１８条第４項

の規定に基づ

く構造計算適

合性判定

構造計

算適合

性判定

手数料

� 建築物の構造計算が建築基準

法第２０条第１項第２号イに規定

する方法によるものの判定 建

築物（２以上の部分がエキスパ

ンションジョイントその他の相

互に応力を伝えない構造方法の

みで接している建築物の当該建

築物の部分は、それぞれ別の建

築物とみなす。以下この項にお
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いて同じ。）ごとに、次に掲げ

る判定を行う部分の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方メ

ートル以内のもの ２２４，０００円

イ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの ２９８，０００円

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メート

ル以内のもの ３４２，０００円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ４５３，０００円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ８３２，０

００円

� 建築物の構造計算が同法第２０

条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムによるも

のの判定 建築物ごとに、次に

掲げる判定を行う部分の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方メ

ートル以内のもの １５４，０００円

イ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの １９２，０００円

ウ 床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のもの ２１１，０００円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ２６７，０００円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ４５３，０

００円

いて同じ。）ごとに、次に掲げ

る判定を行う部分の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方メ

ートル以内のもの ２２０，０００円

イ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの ２９３，０００円

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え１０，０００平方メート

ル以内のもの ３３６，０００円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ４４５，０００円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ８１８，０

００円

� 建築物の構造計算が同法第２０

条第１項第２号イ又は第３号イ

に規定するプログラムによるも

のの判定 建築物ごとに、次に

掲げる判定を行う部分の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が１，０００平方メ

ートル以内のもの １５２，０００円

イ 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの １８９，０００円

ウ 床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のもの ２０８，０００円

エ 床面積の合計が１０，０００平方

メートルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの ２６２，０００円

オ 床面積の合計が５０，０００平方

メートルを超えるもの ４４６，０

００円

９～１３ 省略 ９～１３ 省略

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

基づく中間の

検査の申請に

対する審査

建築物

中間検

査申請

手数料

次に掲げる中間検査を行う部分の

区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

�～� 省略

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ２６８，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５５０，０００円

１４ 建築基準法

第７条の３第

１項の規定に

基づく中間の

検査の申請に

対する審査

建築物

中間検

査申請

手数料

次に掲げる中間検査を行う部分の

区分に応じ、それぞれ次に定める

金額

�～� 省略

� 床面積の合計が１０，０００平方メ

ートルを超え５０，０００平方メート

ル以内のもの ２６７，０００円

� 床面積の合計が５０，０００平方メ

ートルを超えるもの ５４９，０００円

１５～１９ 省略 １５～１９ 省略

２０ 建築基準法

第４４条第１項

第４号の規定

に基づく建築

公共用

歩廊等

の道路

内にお

１８２，０００円 ２０ 建築基準法

第４４条第１項

第４号の規定

に基づく建築

公共用

歩廊等

の道路

内にお

１８１，０００円
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の許可の申請

に対する審査

ける建

築許可

申請手

数料

の許可の申請

に対する審査

ける建

築許可

申請手

数料

２１ 建築基準法

第４７条ただし

書の規定に基

づく建築の許

可の申請に対

する審査

壁面線

外にお

ける建

築許可

申請手

数料

１８２，０００円 ２１ 建築基準法

第４７条ただし

書の規定に基

づく建築の許

可の申請に対

する審査

壁面線

外にお

ける建

築許可

申請手

数料

１８１，０００円

２２ 建築基準法

第４８条第１項

ただし書、第

２項 た だ し

書、第３項た

だし書、第４

項ただし書、

第５項ただし

書、第６項た

だし書、第７

項ただし書、

第８項ただし

書、第９項た

だし書、第１０

項ただし書、

第１１項ただし

書、第１２項た

だし書、第１３

項ただし書又

は第１４項ただ

し書（これら

の規定を同法

第８７条第２項

若しくは第３

項又は第８８条

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築等の許

可の申請に対

する審査

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

２００，０００円（建築基準法第４８条第１６

項第１号に該当する場合にあって

は１３２，０００円、同項第２号に該当す

る場合にあっては１６９，０００円）

２２ 建築基準法

第４８条第１項

ただし書、第

２項 た だ し

書、第３項た

だし書、第４

項ただし書、

第５項ただし

書、第６項た

だし書、第７

項ただし書、

第８項ただし

書、第９項た

だし書、第１０

項ただし書、

第１１項ただし

書、第１２項た

だし書、第１３

項ただし書又

は第１４項ただ

し書（これら

の規定を同法

第８７条第２項

若しくは第３

項又は第８８条

第２項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築等の許

可の申請に対

する審査

用途地

域等に

おける

建築等

許可申

請手数

料

１９９，０００円（建築基準法第４８条第１６

項第１号に該当する場合にあって

は１３２，０００円、同項第２号に該当す

る場合にあっては１６９，０００円）

２３ 建築基準法

第５１条ただし

書（同法第８７

条第２項若し

くは第３項又

は第８８条第２

項において準

用する場合を

含む。）の規

定に基づく特

特殊建

築物等

敷地許

可申請

手数料

１８２，０００円 ２３ 建築基準法

第５１条ただし

書（同法第８７

条第２項若し

くは第３項又

は第８８条第２

項において準

用する場合を

含む。）の規

定に基づく特

特殊建

築物等

敷地許

可申請

手数料

１８１，０００円
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殊建築物等の

敷地の位置の

許可の申請に

対する審査

殊建築物等の

敷地の位置の

許可の申請に

対する審査

２４ 建築基準法

第５２条 第１０

項、第１１項又

は第１４項の規

定に基づく建

築物の容積率

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

建築物

の延べ

面積の

特例許

可申請

手数料

１８２，０００円 ２４ 建築基準法

第５２条 第１０

項、第１１項又

は第１４項の規

定に基づく建

築物の容積率

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

建築物

の延べ

面積の

特例許

可申請

手数料

１８１，０００円

２４の２ 建築基

準法第５３条第

４項又は第５

項の規定に基

づく建築物の

建蔽率に関す

る特例の許可

の申請に対す

る審査

建築物

の建蔽

率の特

例許可

申請手

数料

１８２，０００円 ２４の２ 建築基

準法第５３条第

４項又は第５

項の規定に基

づく建築物の

建蔽率に関す

る特例の許可

の申請に対す

る審査

建築物

の建蔽

率の特

例許可

申請手

数料

１８１，０００円

２５ 省略 ２５ 省略

２６ 建築基準法

第５３条の２第

１項第３号又

は第４号（同

法第５７条の５

第３項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の敷

地面積の許可

の申請に対す

る審査

建築物

の敷地

面積の

許可申

請手数

料

１８２，０００円 ２６ 建築基準法

第５３条の２第

１項第３号又

は第４号（同

法第５７条の５

第３項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定に基づ

く建築物の敷

地面積の許可

の申請に対す

る審査

建築物

の敷地

面積の

許可申

請手数

料

１８１，０００円

２７ 省略 ２７ 省略

２８ 建築基準法

第５５条第３項

各号の規定に

基づく建築物

の高さの許可

の申請に対す

る審査

建築物

の高さ

の許可

申請手

数料

１８２，０００円 ２８ 建築基準法

第５５条第３項

各号の規定に

基づく建築物

の高さの許可

の申請に対す

る審査

建築物

の高さ

の許可

申請手

数料

１８１，０００円

２９ 建築基準法

第５６条の２第

１項ただし書

の規定に基づ

く建築物の高

さの許可の申

請に対する審

査

日影に

よる建

築物の

高さの

特例許

可申請

手数料

１８２，０００円 ２９ 建築基準法

第５６条の２第

１項ただし書

の規定に基づ

く建築物の高

さの許可の申

請に対する審

査

日影に

よる建

築物の

高さの

特例許

可申請

手数料

１８１，０００円
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３０～３０の３ 省

略

３０～３０の３ 省

略

３０の４ 建築基

準法第５７条の

４第１項ただ

し書の規定に

基づく建築物

の高さに関す

る特例の許可

の申請に対す

る審査

特例容

積率適

用地区

におけ

る建築

物の高

さの特

例許可

申請手

数料

１８２，０００円 ３０の４ 建築基

準法第５７条の

４第１項ただ

し書の規定に

基づく建築物

の高さに関す

る特例の許可

の申請に対す

る審査

特例容

積率適

用地区

におけ

る建築

物の高

さの特

例許可

申請手

数料

１８１，０００円

３１ 建築基準法

第５９条第１項

第３号の規定

に基づく建築

物の容積率、

建蔽率、建築

面積又は壁面

の位置に関す

る特例の許可

の申請に対す

る審査

高度利

用地区

におけ

る建築

物の容

積率、

建 蔽

率、建

築面積

又は壁

面の位

置の特

例許可

申請手

数料

１８２，０００円 ３１ 建築基準法

第５９条第１項

第３号の規定

に基づく建築

物の容積率、

建蔽率、建築

面積又は壁面

の位置に関す

る特例の許可

の申請に対す

る審査

高度利

用地区

におけ

る建築

物の容

積率、

建 蔽

率、建

築面積

又は壁

面の位

置の特

例許可

申請手

数料

１８１，０００円

３２ 建築基準法

第５９条第４項

の規定に基づ

く建築物の各

部分の高さの

許可の申請に

対する審査

高度利

用地区

におけ

る建築

物の各

部分の

高さの

許可申

請手数

料

１８２，０００円 ３２ 建築基準法

第５９条第４項

の規定に基づ

く建築物の各

部分の高さの

許可の申請に

対する審査

高度利

用地区

におけ

る建築

物の各

部分の

高さの

許可申

請手数

料

１８１，０００円

３３ 建築基準法

第５９条の２第

１項の規定に

基づく建築物

の容積率又は

各部分の高さ

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

敷地内

に広い

空地を

有する

建築物

の容積

率又は

各部分

の高さ

の特例

許可申

請手数

料

１８２，０００円 ３３ 建築基準法

第５９条の２第

１項の規定に

基づく建築物

の容積率又は

各部分の高さ

に関する特例

の許可の申請

に対する審査

敷地内

に広い

空地を

有する

建築物

の容積

率又は

各部分

の高さ

の特例

許可申

請手数

料

１８１，０００円

３３の２ 建築基

準法第６０条の

都市再

生特別

１８２，０００円 ３３の２ 建築基

準法第６０条の

都市再

生特別

１８１，０００円
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２第１項第３

号の規定に基

づく建築物の

容積率、建蔽

率、建築面積

又は高さに関

する特例の許

可の申請に対

する審査

地区に

おける

建築物

の容積

率、建

蔽率、

建築面

積又は

高さの

特例許

可申請

手数料

２第１項第３

号の規定に基

づく建築物の

容積率、建蔽

率、建築面積

又は高さに関

する特例の許

可の申請に対

する審査

地区に

おける

建築物

の容積

率、建

蔽率、

建築面

積又は

高さの

特例許

可申請

手数料

３３の３ 建築基

準法第６７条第

３項第２号の

規定に基づく

建築物の敷地

面積又は同条

第５項第２号

の規定に基づ

く建築物の壁

面の位置に関

する特例の許

可の申請に対

する審査

特定防

災街区

整備地

区にお

ける建

築物の

敷地面

積又は

建築物

の壁面

の位置

の特例

許可申

請手数

料

１８２，０００円 ３３の３ 建築基

準法第６７条第

３項第２号の

規定に基づく

建築物の敷地

面積又は同条

第５項第２号

の規定に基づ

く建築物の壁

面の位置に関

する特例の許

可の申請に対

する審査

特定防

災街区

整備地

区にお

ける建

築物の

敷地面

積又は

建築物

の壁面

の位置

の特例

許可申

請手数

料

１８１，０００円

３３の４ 建築基

準法第６７条第

９項第２号の

規定に基づく

建築物の間口

率、高さ又は

構造に関する

制限の適用除

外に係る許可

の申請に対す

る審査

特定防

災街区

整備地

区にお

ける建

築物の

間 口

率、高

さ又は

構造に

関する

制限の

適用除

外に係

る許可

申請手

数料

１８２，０００円 ３３の４ 建築基

準法第６７条第

９項第２号の

規定に基づく

建築物の間口

率、高さ又は

構造に関する

制限の適用除

外に係る許可

の申請に対す

る審査

特定防

災街区

整備地

区にお

ける建

築物の

間 口

率、高

さ又は

構造に

関する

制限の

適用除

外に係

る許可

申請手

数料

１８１，０００円

３３の５ 建築基

準法第６８条第

１項第２号の

規定に基づく

建 築 物 の 高

さ、同条第２

項第２号の規

定に基づく建

景観地

区にお

ける建

築物の

高さ、

建築物

の壁面

の位置

１８２，０００円 ３３の５ 建築基

準法第６８条第

１項第２号の

規定に基づく

建 築 物 の 高

さ、同条第２

項第２号の規

定に基づく建

景観地

区にお

ける建

築物の

高さ、

建築物

の壁面

の位置

１８１，０００円

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１

４５



築物の壁面の

位置又は同条

第３項第２号

の規定に基づ

く建築物の敷

地面積に関す

る特例の許可

の申請に対す

る審査

又は建

築物の

敷地面

積の特

例許可

申請手

数料

築物の壁面の

位置又は同条

第３項第２号

の規定に基づ

く建築物の敷

地面積に関す

る特例の許可

の申請に対す

る審査

又は建

築物の

敷地面

積の特

例許可

申請手

数料

３３の６・３４ 省

略

３３の６・３４ 省

略

３５ 建築基準法

第６８条の３第

４項の規定に

基づく建築物

の各部分の高

さの許可の申

請に対する審

査

再開発

等促進

区等の

区域に

おける

建築物

の各部

分の高

さの許

可申請

手数料

１８２，０００円 ３５ 建築基準法

第６８条の３第

４項の規定に

基づく建築物

の各部分の高

さの許可の申

請に対する審

査

再開発

等促進

区等の

区域に

おける

建築物

の各部

分の高

さの許

可申請

手数料

１８１，０００円

３６・３６の２ 省

略

３６・３６の２ 省

略

３７ 建築基準法

第６８条の５の

３第２項の規

定に基づく建

築物の各部分

の高さの許可

の申請に対す

る審査

地区計

画又は

沿道地

区計画

の区域

におけ

る建築

物の各

部分の

高さの

許可申

請手数

料

１８２，０００円 ３７ 建築基準法

第６８条の５の

３第２項の規

定に基づく建

築物の各部分

の高さの許可

の申請に対す

る審査

地区計

画又は

沿道地

区計画

の区域

におけ

る建築

物の各

部分の

高さの

許可申

請手数

料

１８１，０００円

３８～３９の２ 省

略

３８～３９の２ 省

略

４０ 建築基準法

第６８条の７第

５項の規定に

基づく建築物

の容積率に関

する特例の許

可の申請に対

する審査

予定道

路に係

る建築

物の延

べ面積

の特例

許可申

請手数

料

１８２，０００円 ４０ 建築基準法

第６８条の７第

５項の規定に

基づく建築物

の容積率に関

する特例の許

可の申請に対

する審査

予定道

路に係

る建築

物の延

べ面積

の特例

許可申

請手数

料

１８１，０００円

４１ 省略 ４１ 省略

４１の２ 建築基

準法第８５条第

特別仮

設興行

１８２，０００円 ４１の２ 建築基

準法第８５条第

特別仮

設興行

１８１，０００円
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６項の規定に

基づく特別の

必要がある仮

設興行場等の

建築の許可の

申請に対する

審査

場等建

築許可

申請手

数料

６項の規定に

基づく特別の

必要がある仮

設興行場等の

建築の許可の

申請に対する

審査

場等建

築許可

申請手

数料

４２～４６の４ 省

略

４２～４６の４ 省

略

４６の５ 建築基

準法第８７条の

３第６項の規

定に基づく建

築物の用途を

変更して特別

興行場等とし

て使用するこ

との許可の申

請に対する審

査

建築物

用途変

更特別

興行場

等使用

許可申

請手数

料

１８２，０００円 ４６の５ 建築基

準法第８７条の

３第６項の規

定に基づく建

築物の用途を

変更して特別

興行場等とし

て使用するこ

との許可の申

請に対する審

査

建築物

用途変

更特別

興行場

等使用

許可申

請手数

料

１８１，０００円

４６の６～４７の３

省略

４６の６～４７の３

省略

４８ 建築士法第

１３条の規定に

基づく二級建

築士試験又は

木造建築士試

験の実施

二級建

築士試

験又は

木造建

築士試

験手数

料

１７，９００円 ４８ 建築士法第

１３条の規定に

基づく二級建

築士試験又は

木造建築士試

験の実施

二級建

築士試

験又は

木造建

築士試

験手数

料

１７，７００円

４９ 建築士法第

２３条第１項又

は第３項の規

定に基づく建

築士事務所の

登録

建築士

事務所

登録手

数料

� 省略

� 二級建築士事務所又は木造建

築士事務所の登録 １３，０００円

４９ 建築士法第

２３条第１項又

は第３項の規

定に基づく建

築士事務所の

登録

建築士

事務所

登録手

数料

� 省略

� 二級建築士事務所又は木造建

築士事務所の登録 １２，０００円

５０・５１ 省略 ５０・５１ 省略

５２ 採石法第３２

条の１３第１項

の規定に基づ

く業務管理者

試験の実施

業務管

理者試

験手数

料

８，１００円 ５２ 採石法第３２

条の１３第１項

の規定に基づ

く業務管理者

試験の実施

業務管

理者試

験手数

料

８，０００円

５３～６９ 省略 ５３～６９ 省略

７０ 租税特別措

置法（昭和３２

年 法 律 第２６

号）第２８条の

４第３項第５

号イ若しくは

第６３条第３項

第５号イ又は

第３１条の２第

優良宅

地造成

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 造成宅地の面積が０．６ヘクター

ル以上１ヘクタール未満の場合

２７０，０００円

�・� 省略

� 造成宅地の面積が６ヘクター

ル以上１０ヘクタール未満の場合

７０ 租税特別措

置法（昭和３２

年 法 律 第２６

号）第２８条の

４第３項第５

号イ若しくは

第６３条第３項

第５号イ又は

第３１条の２第

優良宅

地造成

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� 造成宅地の面積が０．６ヘクター

ル以上１ヘクタール未満の場合

２６０，０００円

�・� 省略

� 造成宅地の面積が６ヘクター

ル以上１０ヘクタール未満の場合
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２項第１４号ハ

若しくは第６２

条の３第４項

第１４号ハに規

定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

ついての認定

の申請に対す

る審査

６８０，０００円

� 省略

２項第１４号ハ

若しくは第６２

条の３第４項

第１４号ハに規

定する宅地の

造成が優良な

宅地の供給に

寄与するもの

であることに

ついての認定

の申請に対す

る審査

６７０，０００円

� 省略

７１～７６ 省略 ７１～７６ 省略

７７ 宅地造成等

規制法（昭和

３６年 法 律 第

１９１号）第８

条第１項本文

の規定に基づ

く宅地造成に

関する工事の

許可の申請に

対する審査

宅地造

成に関

する工

事の許

可申請

手数料

次に掲げる宅地造成の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの ４

９，０００円

� 切土又は盛土をする土地の面

積が５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの

７０，０００円

�～� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が７０，０００平方メートルを超え１

００，０００平方メートル以内のもの

３５０，０００円

	 切土又は盛土をする土地の面

積が１００，０００平方メートルを超え

るもの ４４０，０００円

７７ 宅地造成等

規制法（昭和

３６年 法 律 第

１９１号）第８

条第１項本文

の規定に基づ

く宅地造成に

関する工事の

許可の申請に

対する審査

宅地造

成に関

する工

事の許

可申請

手数料

次に掲げる宅地造成の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

�～� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの ４

８，０００円

� 切土又は盛土をする土地の面

積が５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの

６９，０００円

�～� 省略

� 切土又は盛土をする土地の面

積が７０，０００平方メートルを超え１

００，０００平方メートル以内のもの

３４０，０００円

	 切土又は盛土をする土地の面

積が１００，０００平方メートルを超え

るもの ４３０，０００円

７７の２ 宅地造

成等規制法第

１２条第１項の

規定に基づく

宅地造成に関

する工事の計

画の変更の許

可の申請に対

する審査

宅地造

成に関

する工

事の計

画の変

更許可

申請手

数料

変更の許可の申請１件につき、次

に掲げる宅地造成に関する工事の

計画の変更の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額を合算した金額

（その金額が４４０，０００円を超えると

きは、その手数料の金額は、４４０，０

００円とする。）

�・
 省略

７７の２ 宅地造

成等規制法第

１２条第１項の

規定に基づく

宅地造成に関

する工事の計

画の変更の許

可の申請に対

する審査

宅地造

成に関

する工

事の計

画の変

更許可

申請手

数料

変更の許可の申請１件につき、次

に掲げる宅地造成に関する工事の

計画の変更の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額を合算した金額

（その金額が４３０，０００円を超えると

きは、その手数料の金額は、４３０，０

００円とする。）

�・
 省略

７８～８１ 省略 ７８～８１ 省略

８２ 砂利採取法

第１５条第１項

の規定に基づ

く業務主任者

試験の実施

業務主

任者試

験手数

料

８，１００円 ８２ 砂利採取法

第１５条第１項

の規定に基づ

く業務主任者

試験の実施

業務主

任者試

験手数

料

８，０００円

８３～８６ 省略 ８３～８６ 省略

８７ 都市計画法

第２９条第１項

又は第２項の

開発行

為許可

申請手

� 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為の許可の申請

８７ 都市計画法

第２９条第１項

又は第２項の

開発行

為許可

申請手

� 主として自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目

的で行う開発行為の許可の申請
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規定に基づく

開発行為の許

可の申請に対

する審査

数料 に係る審査 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア～ウ 省略

エ 開発区域の面積が０．６ヘクタ

ール以上１ヘクタール未満の

場合 ８９，０００円

オ～ク 省略

� 主として、住宅以外の建築物

で自己の業務の用に供するもの

の建築又は自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の用に供

する目的で行う開発行為の許可

の申請に係る審査 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア～オ 省略

カ 開発区域の面積が３ヘクタ

ール以上６ヘクタール未満の

場合 ２８０，０００円

キ・ク 省略

� その他の開発行為の許可の申

請に係る審査 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘクタ

ール未満の場合 ８９，０００円

イ・ウ 省略

エ 開発区域の面積が０．６ヘクタ

ール以上１ヘクタール未満の

場合 ２７０，０００円

オ・カ 省略

キ 開発区域の面積が６ヘクタ

ール以上１０ヘクタール未満の

場合 ６８０，０００円

ク 省略

規定に基づく

開発行為の許

可の申請に対

する審査

数料 に係る審査 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア～ウ 省略

エ 開発区域の面積が０．６ヘクタ

ール以上１ヘクタール未満の

場合 ８８，０００円

オ～ク 省略

� 主として、住宅以外の建築物

で自己の業務の用に供するもの

の建築又は自己の業務の用に供

する特定工作物の建設の用に供

する目的で行う開発行為の許可

の申請に係る審査 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア～オ 省略

カ 開発区域の面積が３ヘクタ

ール以上６ヘクタール未満の

場合 ２７０，０００円

キ・ク 省略

� その他の開発行為の許可の申

請に係る審査 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア 開発区域の面積が０．１ヘクタ

ール未満の場合 ８８，０００円

イ・ウ 省略

エ 開発区域の面積が０．６ヘクタ

ール以上１ヘクタール未満の

場合 ２６０，０００円

オ・カ 省略

キ 開発区域の面積が６ヘクタ

ール以上１０ヘクタール未満の

場合 ６７０，０００円

ク 省略

８８～１００の３

省略

８８～１００の３

省略

１０１ 密 集 市 街

地における防

災街区の整備

の促進に関す

る法律（平成

９年法律第４９

号）第１１６条

第１項の規定

に基づく建築

物の敷地と道

路との関係の

特例の許可の

申請に対する

審査

予定道

路に係

る建築

物の敷

地と道

路との

関係の

特例許

可申請

手数料

１８２，０００円 １０１ 密 集 市 街

地における防

災街区の整備

の促進に関す

る法律（平成

９年法律第４９

号）第１１６条

第１項の規定

に基づく建築

物の敷地と道

路との関係の

特例の許可の

申請に対する

審査

予定道

路に係

る建築

物の敷

地と道

路との

関係の

特例許

可申請

手数料

１８１，０００円
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１０１の２～１０１の

６ 省略

１０１の２～１０１の

６ 省略

１０１の７ 都 市

の低炭素化の

促進に関する

法律（平成２４

年 法 律 第８４

号）第５３条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の認定の

申請に対する

審査

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 低炭素建築物新築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 省略

イ その他の場合 次に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

�・� 省略

� 複合建築物 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 省略

ｂ 複合建築物全体又は住

戸及び複合建築物全体

次に掲げる額を合算した

金額

�・� 省略

� 非住宅部分 に つ い

て、次に掲げる審査の

区分に応じ、それぞれ

次に定める額

� 省略

� 建築物に係るエネ

ルギーの使用の合理

化の一層の促進その

他の建築物の低炭素

化の促進のために誘

導すべき基準（平成

２４年１２月 経 済 産 業

省・国土交通省・環

境省告示第１１９号）Ⅰ

第１の１の１－２た

だし書及び２の２－

１ただし書に定める

方法による審査 床

面積の合計 に つ い

て、次に掲げる面積

の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額

��～�� 省略

�� ５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内 ３

１０１の７ 都 市

の低炭素化の

促進に関する

法律（平成２４

年 法 律 第８４

号）第５３条第

１項の規定に

基づく低炭素

建築物新築等

計画の認定の

申請に対する

審査

低炭素

建築物

新築等

計画認

定申請

手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 低炭素建築物新築等計画が建

築基準法第６条第１項に規定す

る建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査を申し出ない者

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 省略

イ その他の場合 次に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

�・� 省略

� 複合建築物 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 省略

ｂ 複合建築物全体又は住

戸及び複合建築物全体

次に掲げる額を合算した

金額

�・� 省略

� 非住宅部分 に つ い

て、次に掲げる審査の

区分に応じ、それぞれ

次に定める額

� 省略

� 建築物に係るエネ

ルギーの使用の合理

化の一層の促進その

他の建築物の低炭素

化の促進のために誘

導すべき基準（平成

２４年１２月 経 済 産 業

省・国土交通省・環

境省告示第１１９号）Ⅰ

第１の１の１－２た

だし書及び２の２－

１ただし書に定める

方法による審査 床

面積の合計 に つ い

て、次に掲げる面積

の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額

��～�� 省略

�� ５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平

方メートル以内 ３
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７２，９００円

��・�� 省略

� 省略

� 省略

７２，８００円

��・�� 省略

� 省略

� 省略

１０１の８ 省略 １０１の８ 省略

１０１の９ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第１２条第

１項及び第１３

条第２項の規

定に基づく建

築物エネルギ

ー消費性能適

合性判定

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１

号）第１条第１項第１号イに規

定する一次エネルギー消費量

（以下この項において「一次エ

ネルギー消費量」という。）の

算定対象となる部分を有する建

築物 次に掲げる審査の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 同号イに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 省略

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ～ｄ 省略

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 １，０５３，９００円

イ 同号ロに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場等の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ 省略

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１１５，２００円

ｃ～ｅ 省略

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ・ｂ 省略

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満

１０１の９ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第１２条第

１項及び第１３

条第２項の規

定に基づく建

築物エネルギ

ー消費性能適

合性判定

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定手

数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

� 建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成２８年経

済産業省・国土交通省令第１

号）第１条第１項第１号イに規

定する一次エネルギー消費量

（以下この項において「一次エ

ネルギー消費量」という。）の

算定対象となる部分を有する建

築物 次に掲げる審査の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額

ア 同号イに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 省略

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ～ｄ 省略

ｅ ２５，０００平方メートル以

上 １，０５３，８００円

イ 同号ロに掲げる基準による

審査 次に掲げる主要な用途

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

� 工場等の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ 省略

ｂ ２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満

１１５，１００円

ｃ～ｅ 省略

� その他の用途 非住宅部

分の床面積の合計につい

て、次に掲げる面積の区分

に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ａ・ｂ 省略

ｃ ５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満
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３７２，９００円

ｄ・ｅ 省略

� 省略

３７２，８００円

ｄ・ｅ 省略

� 省略

１０１の１０・１０１の

１１ 省略

１０１の１０・１０１の

１１ 省略

１０１の１２ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第２９条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の認定の申

請に対する審

査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 建築物エネルギー消費性能向

上計画が建築基準法第６条第１

項に規定する建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査を申

し出ない者 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３０条

第１項に掲げる基準の適合性

に関し、住宅の品質確保の促

進等に関する法律第５条第１

項に規定する登録住宅性能評

価機関若しくは建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関す

る法律第１５条第１項に規定す

る登録建築物エネルギー消費

性能判定機関の技術的審査を

受けている場合又は住宅の品

質確保の促進等に関する法律

第６条第１項に規定する設計

住宅性能評価書の交付を受け

ている場合 次に掲げる建築

物の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� 省略

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） 次

に掲げる申請の対象とする

範囲の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸

の数について、次に掲げ

る戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�～� 省略

� ４６戸以上 ８８，６００円

ｂ 省略

� 非住宅建築物（人の居住

の用に供する部分を有しな

い建築物をいう。以下この

項において同じ。） 床面

１０１の１２ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第２９条第

１項の規定に

基づく建築物

エネルギー消

費性能向上計

画の認定の申

請に対する審

査

建築物

エネル

ギー消

費性能

向上計

画認定

申請手

数料

次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、それぞれ次に定める金

額

� 建築物エネルギー消費性能向

上計画が建築基準法第６条第１

項に規定する建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査を申

し出ない者 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額

ア 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第３０条

第１項に掲げる基準の適合性

に関し、住宅の品質確保の促

進等に関する法律第５条第１

項に規定する登録住宅性能評

価機関若しくは建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関す

る法律第１５条第１項に規定す

る登録建築物エネルギー消費

性能判定機関の技術的審査を

受けている場合又は住宅の品

質確保の促進等に関する法律

第６条第１項に規定する設計

住宅性能評価書の交付を受け

ている場合 次に掲げる建築

物の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

� 省略

� 共同住宅等（共同住宅、

長屋その他１戸建ての住宅

以外の住宅をいう。以下こ

の項において同じ。） 次

に掲げる申請の対象とする

範囲の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸

の数について、次に掲げ

る戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�～� 省略

� ４６戸以上 ８８，５００円

ｂ 省略

� 非住宅建築物（人の居住

の用に供する部分を有しな

い建築物をいう。以下この

項において同じ。） 床面
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積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ ３００平方メートル未満

１０，６００円

ｂ～ｆ 省略

� 省略

イ その他の場合 次に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 省略

� 共同住宅等 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸

の数について、次に掲げ

る戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� ２戸以上４戸以下 ７

５，０００円

�・� 省略

� ４６戸以上 ３０５，３００円

ｂ 省略

� 非住宅建築物 次に掲げ

る審査の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ 同号イ�及びロ�に掲

げる基準による審査 床

面積の合計について、次

に掲げる面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める

金額

�～� 省略

� ２５，０００平方メートル

以上 ４７０，０００円

� 省略

� 省略

積の合計について、次に掲

げる面積の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

ａ ３００平方メートル未満

１０，５００円

ｂ～ｆ 省略

� 省略

イ その他の場合 次に掲げる

建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

� 省略

� 共同住宅等 次に掲げる

申請の対象とする範囲の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ 住戸 申請に係る住戸

の数について、次に掲げ

る戸数の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

�・� 省略

� ２戸以上４戸以下 ７

４，９００円

�・� 省略

� ４６戸以上 ３０５，２００円

ｂ 省略

� 非住宅建築物 次に掲げ

る審査の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ 同号イ�及びロ�に掲

げる基準による審査 床

面積の合計について、次

に掲げる面積の区分に応

じ、それぞれ次に定める

金額

�～� 省略

� ２５，０００平方メートル

以上 ４６９，９００円

� 省略

� 省略

１０１の１３ 省略 １０１の１３ 省略

１０１の１４ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第３６条第

１項の規定に

基づく建築物

のエネルギー

消費性能に係

る認定の申請

に対する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第２条第３

号に規定する建築物エネルギー

消費性能基準の適合性に関し、

住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関若しくは

建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第１５条第１項

１０１の１４ 建 築

物のエネルギ

ー消費性能の

向上に関する

法律第３６条第

１項の規定に

基づく建築物

のエネルギー

消費性能に係

る認定の申請

に対する審査

建築物

エネル

ギー消

費性能

認定申

請手数

料

次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める金額

� 建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第２条第３

号に規定する建築物エネルギー

消費性能基準の適合性に関し、

住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関若しくは

建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第１５条第１項
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に規定する登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関の技術的審

査を受けている場合又は同法第

１２条第１項若しくは第１３条第２

項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定、同法

第３０条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計

画の認定若しくは都市の低炭素

化の促進に関する法律第５４条第

１項の規定に基づく低炭素建築

物新築等計画の認定を受けてい

る場合（これらの建築物エネル

ギー消費性能適合性判定又は認

定に係る建築物について建築基

準法第７条第５項、第７条の２

第５項又は第１８条第１８項の規定

により検査済証の交付を受けて

いる場合に限る。）若しくは住

宅の品質確保の促進等に関する

法律第６条第３項に規定する建

設住宅性能評価書の交付を受け

ている場合 次に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア 省略

イ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他１戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下この項に

おいて同じ。） 住戸の総戸

数について、次に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～� 省略

� ４６戸以上 ８８，６００円

ウ 非住宅建築物（人の居住の

用に供する部分を有しない建

築物をいう。以下この項にお

いて同じ。） 床面積の合計

について、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� ３００平方メートル未満 １

０，６００円

�～� 省略

エ 省略

� その他の場合 次に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 省略

イ 共同住宅等 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

に規定する登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関の技術的審

査を受けている場合又は同法第

１２条第１項若しくは第１３条第２

項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定、同法

第３０条第１項の規定に基づく建

築物エネルギー消費性能向上計

画の認定若しくは都市の低炭素

化の促進に関する法律第５４条第

１項の規定に基づく低炭素建築

物新築等計画の認定を受けてい

る場合（これらの建築物エネル

ギー消費性能適合性判定又は認

定に係る建築物について建築基

準法第７条第５項、第７条の２

第５項又は第１８条第１８項の規定

により検査済証の交付を受けて

いる場合に限る。）若しくは住

宅の品質確保の促進等に関する

法律第６条第３項に規定する建

設住宅性能評価書の交付を受け

ている場合 次に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ア 省略

イ 共同住宅等（共同住宅、長

屋その他１戸建ての住宅以外

の住宅をいう。以下この項に

おいて同じ。） 住戸の総戸

数について、次に掲げる戸数

の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額

�～� 省略

� ４６戸以上 ８８，５００円

ウ 非住宅建築物（人の居住の

用に供する部分を有しない建

築物をいう。以下この項にお

いて同じ。） 床面積の合計

について、次に掲げる面積の

区分に応じ、それぞれ次に定

める金額

� ３００平方メートル未満 １

０，５００円

�～� 省略

エ 省略

� その他の場合 次に掲げる建

築物の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額

ア 省略

イ 共同住宅等 次に掲げる審

査の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額
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� 性能基準による審査 住

戸の総戸数について、次に

掲げる戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ａ ２戸以上４戸以下 ７５，

０００円

ｂ・ｃ 省略

ｄ ４６戸以上 ３０５，３００円

� 仕様基準による審査 住

戸の総戸数について、次に

掲げる戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ ５戸以上１５戸以下 ６２，

１００円

ｃ 省略

ｄ ４６戸以上 １７０，２００円

ウ 非住宅建築物 次に掲げる

審査の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 省略

� 同号ロに掲げる基準によ

る審査 床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ～ｅ 省略

ｆ ２５，０００平方メートル以

上 ４７０，０００円

エ 省略

� 性能基準による審査 住

戸の総戸数について、次に

掲げる戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ａ ２戸以上４戸以下 ７４，

９００円

ｂ・ｃ 省略

ｄ ４６戸以上 ３０５，２００円

� 仕様基準による審査 住

戸の総戸数について、次に

掲げる戸数の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ａ 省略

ｂ ５戸以上１５戸以下 ６２，

０００円

ｃ 省略

ｄ ４６戸以上 １７０，１００円

ウ 非住宅建築物 次に掲げる

審査の区分に応じ、それぞれ

次に定める金額

� 省略

� 同号ロに掲げる基準によ

る審査 床面積の合計につ

いて、次に掲げる面積の区

分に応じ、それぞれ次に定

める金額

ａ～ｅ 省略

ｆ ２５，０００平方メートル以

上 ４６９，９００円

エ 省略

１０１の１５・１０２

省略

１０１の１５・１０２

省略

備考 省略 備考 省略

６ その他の手数料 ６ その他の手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２２ 省略 １～２２ 省略

２３ 旅行業法施

行令第５条第

１項の規定に

基づく旅行業

法第３条に規

定する旅行業

者代理業の登

録の申請に対

する審査

旅行業

者代理

業登録

申請手

数料

１６，０００円 ２３ 旅行業法施

行令第５条第

１項の規定に

基づく旅行業

法第３条に規

定する旅行業

者代理業の登

録の申請に対

する審査

旅行業

者代理

業登録

申請手

数料

１５，０００円

２４・２５ 省略 ２４・２５ 省略

２５の２ 旅行業

法施行令第５

条第２項の規

定に基づく旅

行業法第２３条

旅行サ

ービス

手配業

登録申

請手数

１６，０００円 ２５の２ 旅行業

法施行令第５

条第２項の規

定に基づく旅

行業法第２３条

旅行サ

ービス

手配業

登録申

請手数

１５，０００円
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（家畜保健衛生所使用料及び手数料条例の一部改正）

第２条 家畜保健衛生所使用料及び手数料条例（昭和２５年愛媛県条例第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県立衛生環境研究所使用料条例の一部改正）

第３条 愛媛県立衛生環境研究所使用料条例（昭和２７年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県港湾管理条例の一部改正）

第４条 愛媛県港湾管理条例（昭和２８年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

に規定する旅

行サービス手

配業の登録の

申請に対する

審査

料 に規定する旅

行サービス手

配業の登録の

申請に対する

審査

料

２５の３～３１ 省

略

２５の３～３１ 省

略

３２ 職業能力開

発促進法施行

令（昭和４４年

政 令 第２５８

号）第２条第

１号の規定に

基づく技能検

定試験の実施

技能検

定試験

手数料

� 実技試験 １８，２００円を超えな

い範囲内において規則で定める

金額

� 省略

３２ 職業能力開

発促進法施行

令（昭和４４年

政 令 第２５８

号）第２条第

１号の規定に

基づく技能検

定試験の実施

技能検

定試験

手数料

� 実技試験 １７，９００円を超えな

い範囲内において規則で定める

金額

� 省略

３３～６６ 省略 ３３～６６ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

第２条 第１条の規定による使用料は、次のとおりとする。 第２条 第１条の規定による使用料は、次の通り とする。

番 号 種 別 回数 料金 摘 要 番 号 種 別 回数 料金 摘 要

１ 診療室施設 １ ３０円 省略 １ 診療室施設 １ ２０円 省略

２ 顕微鏡 １ ４０ ２ 顕微鏡 １ ３０

３～５ 省略 ３～５ 省略

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

� 鉱泉の分析 １件につき ６７，４４０円

� その他試験、検査料 １件につき ３７，２２０円

� 省略

２ 省略

（使用料の額）

第２条 愛媛県立衛生環境研究所管理条例（昭和２７年愛媛県条例第

９号。以下「管理条例」という。）第２条第１項及び第２項の規

定による試験等の依頼については、次の各号の範囲内で知事の定

める使用料を納めなければならない。ただし、急速に施行を必要

とするものはその３倍額、特別の費用を要するものはその実費と

する。

� 鉱泉の分析 １件につき ６６，２２０円

� その他試験、検査料 １件につき ３６，７２０円

� 省略

２ 省略
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改 正 後 改 正 前

別表第１（第９条の２、別表第２、別表第３関係）

占 用 料

別表第１（第９条の２、別表第２、別表第３関係）

占 用 料

省略 省略

注１ 占用期間が１月未満のものにあつては、この表の規定に

かかわらず、同表に規定する金額に１０３分の１１０を乗じて得

た額（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～６ 省略

別表第３（第９条の２関係）

土 砂 採 取 料

注１ 占用期間が１月未満のものにあつては、この表の規定に

かかわらず、同表に規定する金額に１０３分の１０８を乗じて得

た額（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～６ 省略

別表第３（第９条の２関係）

土 砂 採 取 料

種 目 単 位 金額 摘 要 種 目 単 位 金額 摘 要

土砂 １立方メートルにつき ２２円 土砂 １立方メートルにつき ２１円

かき込砂利 １立方メートルにつき ４５円 かき込砂利 １立方メートルにつき ４４円

砂・砂利 １立方メートルにつき ５７円 砂・砂利 １立方メートルにつき ５６円

栗石・玉石 １立方メートルにつき ５７円 省略 栗石・玉石 １立方メートルにつき ５６円 省略

注 省略

別表第４（第１０条関係）

１ 係留施設占用料

注 省略

別表第４（第１０条関係）

１ 係留施設占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

荷役機械その他の

工作物の設置

１平方メートル

１年につき
８６０．９円 ４３０．４円

荷役機械その他の

工作物の設置

１平方メートル

１年につき
８４５．３円 ４２２．６円

省略 省略

２ 野積場占用料 ２ 野積場占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
５７４円 ２８６．９円

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
５６３．６円 ２８１．７円

省略 省略

３ その他の港湾施設占用料 ３ その他の港湾施設占用料

占用目的 単 位
金 額

占用目的 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
１，０７６．３円 ６４５．７円

上屋、倉庫その他

の工作物の設置

１平方メートル

１年につき
１，０５６．７円 ６３３．９円

荷役機械の設置
１平方メートル

１年につき
１，１９６．１円 ７７７．１円 荷役機械の設置

１平方メートル

１年につき
１，１７４．３円 ７６３円

省略 省略

貯炭場
１平方メートル

１年につき
５３８．１円 ３８２．５円 貯炭場

１平方メートル

１年につき
５２８．３円 ３７５．６円

貯木場

陸地
１平方メートル

１年につき
５３８．１円 ３８２．５円

貯木場

陸地
１平方メートル

１年につき
５２８．３円 ３７５．６円

海面
１平方メートル

１年につき
２７５円 ２２１．１円 海面

１平方メートル

１年につき
２７０円 ２１７円

注 １ 占用期間が１月未満の電柱類の設置及び管類の埋設置

にあつては、１の表から３の表までの規定にかかわら

ず、これらの表に規定する金額に１．１ を乗じて得た額

（１０銭未満切捨て）をこれらの表に規定する金額とす

注 １ 占用期間が１月未満の電柱類の設置及び管類の埋設置

にあつては、１の表から３の表までの規定にかかわら

ず、これらの表に規定する金額に１．０８を乗じて得た額

（１０銭未満切捨て）をこれらの表に規定する金額とす
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る。

２～６ 省略

別表第５（第１０条関係）

１ 係留施設使用料

る。

２～６ 省略

別表第５（第１０条関係）

１ 係留施設使用料

種 別 区 分 単 位
金 額

種 別 区 分 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

港 銭

旅客（１３歳

以 上 の も

の）

１人１回に

つき
２．２円 ２．２円

港 銭

旅客（１３歳

以 上 の も

の）

１人１回に

つき
２．１円 ２．１円

旅客（６歳

以上１３歳未

満のもの）

１人１回に

つき
１．１円 １．１円

旅客（６歳

以上１３歳未

満のもの）

１人１回に

つき
１円 １円

貨物
１トンにつ

き
２．２円 ２．２円 貨物

１トンにつ

き
２．１円 ２．１円

桟橋入場

料

１３歳以上の

者

省略

桟橋入場

料

１３歳以上の

者

省略

１人１月に

つき

（月ぎめに

限る。）

７１７．５円 ７１７．５円

１人１月に

つき

（月ぎめに

限る。）

７０４．４円 ７０４．４円

自動車
１台１回に

つき
８１．５円 ８１．５円 自動車

１台１回に

つき
８０円 ８０円

自転車及び

乳母車

１台１回に

つき
４０．８円 ４０．８円

自転車及び

乳母車

１台１回に

つき
４０円 ４０円

係 船 料

省略

係 船 料

省略

不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

１．１円 １．１円 不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

１円 １円

プレジャ

ーボート

係留施設

使用料

１隻１月に

つき
３，３３０．３円 ３，３３０．３円

プレジャ

ーボート

係留施設

使用料

１隻１月に

つき
３，２６９．８円 ３，２６９．８円

可動橋使

用料

省略

可動橋使

用料

省略

不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

４．８円

（４．４円）

４．８円

（４．４円）
不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

４．７円

（４．４円）

４．７円

（４．４円）

入 港 料

船舶（総ト

ン数５０トン

未満の漁船

及び渡海船

を除く。）

総トン数１

トン１回に

つき

１．１円 １．１円 入 港 料

船舶（総ト

ン数５０トン

未満の漁船

及び渡海船

を除く。）

総トン数１

トン１回に

つき

１円 １円

貨物通過

料

１トンにつ

き

２３．７円

（２１．７円）

１７．８円

（１６．２円）

貨物通過

料

１トンにつ

き

２３．３円

（２１．７円）

１７．４円

（１６．２円）

２ その他の港湾施設使用料 ２ その他の港湾施設使用料

港湾施設 区 分 単 位
金 額

港湾施設 区 分 単 位
金 額

重要港湾 地方港湾 重要港湾 地方港湾

舗装

１平方メー

トル１日に

つき

３．９円 ２．２円 舗装

１平方メー

トル１日に

つき

３．８円 ２．１円
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野 積 場

未舗装

１平方メー

トル１日に

つき

２．９円 １．１円

野 積 場

未舗装

１平方メー

トル１日に

つき

２．９円 １円

上 屋

旅 客 上 屋

（専用利用

の場合に限

る。）

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

４００．１円

上 屋

旅 客 上 屋

（専用利用

の場合に限

る。）

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

３９２．９円

１平方メー

トル１日に

つき

３４．３円

１平方メー

トル１日に

つき

３３．６円

荷さばき上

屋

１平方メー

トル１日に

つき

１３．３円
荷さばき上

屋

１平方メー

トル１日に

つき

１３円

泊 地

省略

泊 地

省略

不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

１．１円 １．１円 不定期船

総トン数１

トン１回２４

時間までご

とにつき

１円 １円

軌道走行

式荷役機

械

ガントリー

クレーン

３０分までご

とにつき
２７，９８５．９円

軌道走行

式荷役機

械

ガントリー

クレーン

３０分までご

とにつき
２７，４７７．１円

移動式荷

役機械

ホイールク

レーン

３０分までご

とにつき
１１，１００．９円

移動式荷

役機械

ホイールク

レーン

３０分までご

とにつき
１０，８９９．１円

トランスフ

ァークレー

ン

１時間まで

ごとにつき
１０，６１５円

トランスフ

ァークレー

ン

１時間まで

ごとにつき
１０，４２２円

フォークリ

フト

（最大荷重

が１０トンを

超えるもの）

１時間まで

ごとにつき
８，３２６円

フォークリ

フト

（最大荷重

が１０トンを

超えるもの）

１時間まで

ごとにつき
８，１７４．６円

フォークリ

フト

（最大荷重

が１０トン以

下のもの）

１時間まで

ごとにつき
４，４６４．６円

フォークリ

フト

（最大荷重

が１０トン以

下のもの）

１時間まで

ごとにつき
４，３８３．５円

照明設備

コンテナヤ

ード内照明

塔

１基１時間

までごとに

つき

３３２円 照明設備

コンテナヤ

ード内照明

塔

１基１時間

までごとに

つき

３２６円

電源設備

冷凍コンテ

ナ用電源設

備

１キロワッ

ト時までご

とにつき

４１．９円 電源設備

冷凍コンテ

ナ用電源設

備

１キロワッ

ト時までご

とにつき

４１．１円

船舶給水

施設

１回１立方

メートルま

でごとにつ

き

６０８．７円
船舶給水

施設

１回１立方

メートルま

でごとにつ

き

５９７．６円

管 理 棟

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

２，３１９．５円 管 理 棟

１平方メー

トル１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

２，２７７．３円

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１

５９



（愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部改正）

第５条 愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

駐 車 場

専

用

利

用

以

外

の

場

合

省略

駐 車 場

専

用

利

用

以

外

の

場

合

省略

駐車時間

が６時間

を超え１２

時間以内

の場合

１台１回に

つき
７５０円

駐車時間

が６時間

を超え１２

時間以内

の場合

１台１回に

つき
７４０円

駐車時間

が１２時間

を超え２４

時間以内

の場合

１台１回に

つき
１，０９０円

駐車時間

が１２時間

を超え２４

時間以内

の場合

１台１回に

つき
１，０７０円

省略 省略

専用利用の

場合

１台１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

５，４４２円
専用利用の

場合

１台１月に

つき（月ぎ

めに限る。）

５，３４３円

注 省略

別表第６（第１０条関係）

注 省略

別表第６（第１０条関係）

施 設 単 位 金 額 施 設 単 位 金 額

鉄骨貨物上屋
１平方メートル

１日につき
６．３円 鉄骨貨物上屋

１平方メートル

１日につき
６．２円

鉄筋コンクリート貨物上屋
１平方メートル

１日につき
９．４円 鉄筋コンクリート貨物上屋

１平方メートル

１日につき
９．２円

松山港今出地区水面貯木場
１平方メートル

１月につき
１６．８円 松山港今出地区水面貯木場

１平方メートル

１月につき
１６．５円

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

使用料

別表（第３条関係）

使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係 機械金属用機器 １時間 ２，７５０円 技術開発関係 機械金属用機器 １時間 ２，７００円

電子用機器 １時間 １，１００ 電子用機器 １時間 １，０８０

化学用機器 １時間 １，９８０ 化学用機器 １時間 １，９４０

食品産業関係 食品加工用機器 １時間又は

１回

２，７５０ 食品産業関係 食品加工用機器 １時間又は

１回

２，７００

窯業関係 焼成窯及び炉 １回 ９，５７０ 窯業関係 焼成窯及び炉 １回 ９，３９０

窯業用機器 １時間又は

１回

１，６５０ 窯業用機器 １時間又は

１回

１，６２０

繊維産業関係 染織用機器 １時間 ７，１５０ 繊維産業関係 染織用機器 １時間 ７，０２０

紙産業関係 共同研究室 １平方メー

トル１月

１，２２０ 紙産業関係 共同研究室 １平方メー

トル１月

１，１９０

研修室 １時間 ２，３２０ 研修室 １時間 ２，２７０

省略 省略

製紙用機器 １時間 １２，７６０ 製紙用機器 １時間 １２，５２０
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（愛媛県漁港管理条例の一部改正）

第６条 愛媛県漁港管理条例（昭和３３年愛媛県条例第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県家畜種付等手数料条例の一部改正）

第７条 愛媛県家畜種付等手数料条例（昭和３３年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第１４条関係）

土 砂 採 取 料 等

別表第２（第１４条関係）

土 砂 採 取 料 等

区 分 種 目
単 位

料 金 摘 要 区 分 種 目
単 位

料 金 摘 要
期間 数 量 期間 数 量

円 円

土砂採取料 土砂 １立方メ

ートル

２２ 土砂採取料 土砂 １立方メ

ートル

２１

かき込砂利 同 ４５ かき込砂利 同 ４４

砂・砂利 同 ５７ 砂・砂利 同 ５６

栗石・玉石 同 ５７ 省略 栗石・玉石 同 ５６ 省略

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額を超えない範囲内において知事

が定める額とする。

（手数料の額）

第３条 手数料は、次に掲げる金額をこえない範囲内において知事

が定める額とする。

紙加工用機器 １時間 ８，４７０ 紙加工用機器 １時間 ８，３１０

物理試験用機器 １時間 １，８７０ 物理試験用機器 １時間 １，８３０

化学試験用機器 １時間 １，２１０ 化学試験用機器 １時間 １，１８０

研修用機器 １時間 ５５０ 研修用機器 １時間 ５４０

手数料 手数料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係 試験 １件 １１，１１０円 技術開発関係 試験 １件 １０，９００円

図案調製等 １件 ３４，１００ 図案調製等 １件 ３３，４８０

食品産業関係 試験 １件 １５，６２０ 食品産業関係 試験 １件 １５，３３０

窯業関係 試験 １件 ３１，９００ 窯業関係 試験 １件 ３１，３２０

はい土、ゆう薬顔料

等調整及び加工

１件 ３０，０３０ はい土、ゆう薬顔料

等調整及び加工

１件 ２９，４８０

図案調製 １件 ３４，８７０ 図案調製 １件 ３４，２３０

繊維産業関係 試験 １件 ３，８５０ 繊維産業関係 試験 １件 ３，７８０

染織整理等試作加工 １件 ３７，２９０ 染織整理等試作加工 １件 ３６，６１０

図案調製 １件 ３３，１１０ 図案調製 １件 ３２，５００

紙産業関係 試験 １件 １２，１００ 紙産業関係 試験 １件 １１，８８０

共通 分析 １成分 ２１，５６０ 共通 分析 １成分 ２１，１６０

省略 省略
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（愛媛県立都市公園条例の一部改正）

第８条 愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

畜種 精 液 料 注 入 料

自然

交配

料

受精卵移植料 畜種 精 液 料 注 入 料

自然

交配

料

受精卵移植料

乳牛
１回に

つき

１，５５０

円

１回に

つき

９，５９０

円
乳牛

１回に

つき

１，５２０

円

１回に

つき

９，４１０

円

和牛
１回に

つき

１，５５０

円

１回に

つき

９，５９０

円
和牛

１回に

つき

１，５２０

円

１回に

つき

９，４１０

円

馬
１回に

つき

１，５５０

円
馬

１回に

つき

１，５２０

円

豚
１回に

つき

１，０６０

円

１回に

つき

１，５５０

円

省略
豚

１回に

つき

１，０４０

円

１回に

つき

１，５２０

円

省略

めん羊
１回に

つき

１，５５０

円
めん羊

１回に

つき

１，５２０

円

山羊
１回に

つき

１，５５０

円
山羊

１回に

つき

１，５２０

円

改 正 後 改 正 前

（利用料金の額）

第１５条の１１ 省略

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理公園の附属設

備の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

�～� 省略

� シャワー、コインロッカーその他の附属設備 １回につき

５，４２０円の範囲内で指定管理者が定める額

３・４ 省略

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条の

１１関係）

有料公園施設の利用料金

（利用料金の額）

第１５条の１１ 省略

２ 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理公園の附属設

備の利用料金の額は、当該各号に定める額とする。

�～� 省略

� シャワー、コインロッカーその他の附属設備 １回につき

５，３３０円の範囲内で指定管理者が定める額

３・４ 省略

別表１（第７条、第１５条の５、第１５条の７、第１５条の８、第１５条の

１１関係）

有料公園施設の利用料金

都市公園名 種 類 単 位 金 額 都市公園名 種 類 単 位 金 額

道後公園 球戯場 省略 道後公園 球戯場 省略

終日 １，６３０円 終日 １，６１０円

省略 省略

総合運動公園 陸上競技場 １日につき ４１，０６０円 総合運動公園 陸上競技場 １日につき ４０，３２０円

補助競技場 １日につき １５，０３０円 補助競技場 １日につき １４，７６０円

体育館 １日につき ４３，４５０円 体育館 １日につき ４２，６６０円

補助体育館 １日につき １２，９２０円 補助体育館 １日につき １２，６９０円

テニスコート １面１日につき ６，１１０円 テニスコート １面１日につき ６，０００円

球技場 １日につき １０，４５０円 球技場 １日につき １０，２６０円

多目的広場 １日につき ３，９４０円 多目的広場 １日につき ３，８７０円

自由広場 １日につき ３，９５０円 自由広場 １日につき ３，８８０円

相撲場 １日につき ５，９２０円 相撲場 １日につき ５，８２０円

弓道場 １日につき １５，４３０円 弓道場 １日につき １５，１５０円

省略 省略
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駐車場 １台１回につき １，２３０円 駐車場 １台１回につき １，２１０円

第１号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

省略 第１号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

省略

イベント広場 １日につき ３，９５０円 イベント広場 １日につき ３，８８０円

オートキャン

プ場

１区画１回につき １０，２５０円 オートキャン

プ場

１区画１回につき １０，０７０円

第３号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

野球場 １日につき １５，４３０円 第３号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

野球場 １日につき １５，１５０円

テニスコート １面１日につき ２，４３０円 テニスコート １面１日につき ２，３９０円

多目的広場 １日につき ７，９４０円 多目的広場 １日につき ７，８００円

屋内運動場 １日につき ７，４２０円 屋内運動場 １日につき ７，２９０円

球技広場 １日につき ７，９４０円 球技広場 １日につき ７，８００円

省略 省略

宇和海展望タ

ワー

１人１回につき ６５０円 宇和海展望タ

ワー

１人１回につき ６４０円

第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 省略 第４号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

ゴーカート場 省略

入場料

１人１回につき

６，５００円 入場料

１人１回につき

６，３９０円

テニスコート １面１日につき ２，４３０円 テニスコート １面１日につき ２，３９０円

第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

御荘プール １人１回につき ６５０円 第５号南予レ

クリエーショ

ン都市公園

御荘プール １人１回につき ６４０円

省略 省略

注 省略

別表２（第１２条関係）

公園施設の設置等に係る使用料

１ 公園施設を設け、又は管理する場合

注 省略

別表２（第１２条関係）

公園施設の設置等に係る使用料

１ 公園施設を設け、又は管理する場合

区 分 単 位 金 額 備考 区 分 単 位 金 額 備考

省略 省略

県が設置する

公園施設を管

理する場合

１年につき 管理する公園施設及びその

敷地の財産価格に１００分の

３を乗じて得た額に１０３分

の１１０を乗じて得た額以内

県が設置する

公園施設を管

理する場合

１年につき 管理する公園施設及びその

敷地の財産価格に１００分の

３を乗じて得た額に１０３分

の１０８を乗じて得た額以内

２ 都市公園を占用し、又は都市公園において行為をする場合 ２ 都市公園を占用し、又は都市公園において行為をする場合

区 分 単 位 金 額 備 考 区 分 単 位 金 額 備 考

省略 省略

行商その他これに類する

行為をする場合

１人

１日につき

５８０円 行商その他これに類する

行為をする場合

１人

１日につき

５７０円

業として

写真を撮

影する場

合

球戯場以外の

有料公園施設

の区域

写真機１台

１月につき

２３２円 業として

写真を撮

影する場

合

球戯場以外の

有料公園施設

の区域

写真機１台

１月につき

２２８円

その他の区域 写真機１台

１年につき

３４８円 省略 その他の区域 写真機１台

１年につき

３４２円 省略

省略 省略

注 １ 球戯場以外の有料公園施設の区域における設置期間が

１月未満の公園施設の設置並びに占用期間が１月未満の

電柱その他これに類するもの、郵便差出箱、信書便差出

箱、公衆電話所及び標識の設置にあつては、第１号の表

及び第２号の表の規定にかかわらず、これらの表に規定

注 １ 球戯場以外の有料公園施設の区域における設置期間が

１月未満の公園施設の設置並びに占用期間が１月未満の

電柱その他これに類するもの、郵便差出箱、信書便差出

箱、公衆電話所及び標識の設置にあつては、第１号の表

及び第２号の表の規定にかかわらず、これらの表に規定
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（愛媛県農林水産研究所使用料条例の一部改正）

第９条 愛媛県農林水産研究所使用料条例（昭和３８年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県道路占用料徴収条例の一部改正）

第１０条 愛媛県道路占用料徴収条例（昭和４３年愛媛県条例第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県飼料検定条例の一部改正）

第１１条 愛媛県飼料検定条例（昭和５２年愛媛県条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

する金額に１０３分の１１０を乗じて得た額（１円未満切捨

て）をこれらの表に規定する金額とする。

２～５ 省略

する金額に１０３分の１０８を乗じて得た額（１円未満切捨

て）をこれらの表に規定する金額とする。

２～５ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

別表（第２条関係）

１ 分析等に係る使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

農業関係 土壌の定量分析 １件につき ４，５００円 農業関係 土壌の定量分析 １件につき ４，４００円

肥料の定量分析 １件につき ５，６００円 肥料の定量分析 １件につき ５，５００円

林業関係 木材の材質試験 １件につき ７，４００円 林業関係 木材の材質試験 １件につき ７，３００円

木材の強度試験 １件につき ２１，７００円 木材の強度試験 １件につき ２１，３００円

省略 省略

水産関係 養殖水産動植物の伝染

性疾病検査

１件につき ８３，０００円 水産関係 養殖水産動植物の伝染

性疾病検査

１件につき ８２，０００円

２ 施設の使用料 ２ 施設の使用料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

林業研究センター研修室 １日につき ９，５００円 林業研究センター研修室 １日につき ９，３００円

改 正 後 改 正 前

（占用料の額）

第２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）第６条第１項の規定により非課税とされるもの

を除く占用に係る占用料の額は、前項本文の規定により算定した

額（同項本文の規定により１００円とした場合にあつては、１００円と

する前の額）に１．１ を乗じて得た額（その額が１００円に満たない

場合にあつては、１００円）とする。ただし、同項ただし書の規定

により算定する場合にあつては、各年度の占用料の額に１．１ を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあつては、１００円）

の合計額とする。

３ 省略

（占用料の額）

第２条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）第６条第１項の規定により非課税とされるもの

を除く占用に係る占用料の額は、前項本文の規定により算定した

額（同項本文の規定により１００円とした場合にあつては、１００円と

する前の額）に１．０８を乗じて得た額（その額が１００円に満たない

場合にあつては、１００円）とする。ただし、同項ただし書の規定

により算定する場合にあつては、各年度の占用料の額に１．０８を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあつては、１００円）

の合計額とする。

３ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第４条関係）

飼料検定手数料

別表（第４条関係）

飼料検定手数料

品 目 手数料の額 品 目 手数料の額

配合飼料で飼料の安全性の確保及び 配合飼料で飼料の安全性の確保及び
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（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正）

第１２条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和５９年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

品質の改善に関する法律施行令（昭

和５１年政令第１９８号。以下「政令」と

いう。）第１条第１号又は第２号に

掲げる動物に使用されるもの

１件につき ４９，６００円

品質の改善に関する法律施行令（昭

和５１年政令第１９８号。以下「政令」と

いう。）第１条第１号又は第２号に

掲げる動物に使用されるもの

１件につき ４９，４００円

配合飼料で政令第１条第４号に掲げ

る動物に使用されるもの
１件につき ３２，４００円

配合飼料で政令第１条第４号に掲げ

る動物に使用されるもの
１件につき ３２，３００円

省略 省略

フイツシユソリユブルをふすま、米

ぬか等に吸着させた飼料
１件につき ３８，７００円

フイツシユソリユブルをふすま、米

ぬか等に吸着させた飼料
１件につき ３８，６００円

魚粉 １件につき ２４，５００円 魚粉 １件につき ２４，４００円

フエザーミール １件につき ２９，８００円 フエザーミール １件につき ２９，７００円

備考 この表において「配合飼料」とは、法第２６条第１項の

規定によりその栄養成分量の全て につき公定規格が定

められた飼料をいう。

備考 この表において「配合飼料」とは、法第２６条第１項の

規定によりその栄養成分量のすべてにつき公定規格が定

められた飼料をいう。

改 正 後 改 正 前

別表第７（第１８条関係） 別表第７（第１８条関係）

手数料を納めなけ

ればならない者
区分 金 額

手数料を納めなけ

ればならない者
区分 金 額

１～１９ 省略 １～１９ 省略

２０ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条第１

項の承認を受け

ようとする者

８，７００円（当該承認を受けようとす

る者が同時に他の法第３１条の２３に

おいて準用する法第７条第１項の

規定に基づく承認を受けようとす

る場合における当該他の同項の規

定に基づく承認の申請に係る手数

料にあつては、３，８００円）

２０ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条第１

項の承認を受け

ようとする者

８，６００円（当該承認を受けようとす

る者が同時に他の法第３１条の２３に

おいて準用する法第７条第１項の

規定に基づく承認を受けようとす

る場合における当該他の同項の規

定に基づく承認の申請に係る手数

料にあつては、３，８００円）

２１ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条の２

第１項の承認を

受けようとする

者

１２，０００円（当該承認を受けようと

する者が同時に他の法第３１条の２３

において準用する法第７条の２第

１項の規定に基づく承認を受けよ

うとする場合における当該他の同

項の規定に基づく承認の申請に係

る手数料にあつては、３，３００円）

２１ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条の２

第１項の承認を

受けようとする

者

１１，０００円（当該承認を受けようと

する者が同時に他の法第３１条の２３

において準用する法第７条の２第

１項の規定に基づく承認を受けよ

うとする場合における当該他の同

項の規定に基づく承認の申請に係

る手数料にあつては、３，３００円）

２２ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条の３

第１項の承認を

受けようとする

者

１２，０００円（当該承認を受けようと

する者が同時に他の法第３１条の２３

において準用する法第７条の３第

１項の規定に基づく承認を受けよ

うとする場合における当該他の同

項の規定に基づく承認の申請に係

る手数料にあつては、３，３００円）

２２ 法第３１条の２３

において準用す

る法第７条の３

第１項の承認を

受けようとする

者

１１，０００円（当該承認を受けようと

する者が同時に他の法第３１条の２３

において準用する法第７条の３第

１項の規定に基づく承認を受けよ

うとする場合における当該他の同

項の規定に基づく承認の申請に係

る手数料にあつては、３，３００円）

２３～２７ 省略 ２３～２７ 省略

備考 省略 備考 省略

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１

６５



（愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例の一部改正）

第１３条 愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年愛媛県条例第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県の海を管理する条例の一部改正）

第１４条 愛媛県の海を管理する条例（平成７年愛媛県条例第５１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県美術館使用料条例の一部改正）

第１５条 愛媛県美術館使用料条例（平成１０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（手数料）

第１８条 次の表の左欄に掲げる登録等を受けようとする者は、同表

の右欄に掲げる額の手数料（以下「手数料」という。）を当該登

録等の申請の際に納付しなければならない。

（手数料）

第１８条 次の表の左欄に掲げる登録等を受けようとする者は、同表

の右欄に掲げる額の手数料（以下「手数料」という。）を当該登

録等の申請の際に納付しなければならない。

第３条第１項の規定による登録 １件につき ２６，９００円 第３条第１項の規定による登録 １件につき ２６，８００円

第３条第３項の規定による更新の登録 １件につき ２６，９００円 第３条第３項の規定による更新の登録 １件につき ２６，８００円

第７条第１項の規定による変更の登録 １件につき １６，９００円 第７条第１項の規定による変更の登録 １件につき １６，８００円

省略 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１０条関係）

占 用 料

別表第１（第１０条関係）

占 用 料

省略 省略

備考

１ 期間が１月未満のものにあっては、この表の規定にかか

わらず、同表に規定する金額に１０３分の１１０を乗じて得た額

（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～５ 省略

別表第２（第１０条関係）

土 石 採 取 料

備考

１ 期間が１月未満のものにあっては、この表の規定にかか

わらず、同表に規定する金額に１０３分の１０８を乗じて得た額

（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～５ 省略

別表第２（第１０条関係）

土 石 採 取 料

種 目 単 位 料金 摘 要 種 目 単 位 料金 摘 要

土砂 １立方メートル ２２円 土砂 １立方メートル ２１円

かき込砂利 １立方メートル ４５円 かき込砂利 １立方メートル ４４円

砂・砂利 １立方メートル ５７円 砂・砂利 １立方メートル ５６円

栗石・玉石 １立方メートル ５７円 省略 栗石・玉石 １立方メートル ５６円 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係）

種 別 単 位 金 額 種 別 単 位 金 額

省略 省略

展示室 １室１日につき ２９，４５０円 展示室 １室１日につき ２８，９２０円

講堂 １日につき ７，８３０円 講堂 １日につき ７，６９０円

施設使 研修室 １日につき ４，６８０円 施設使 研修室 １日につき ４，６００円

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１
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（愛媛県河川流水占用料等徴収条例の一部改正）

第１６条 愛媛県河川流水占用料等徴収条例（平成１２年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

流 水 占 用 料

別表第１（第２条関係）

流 水 占 用 料

種 目 金 額 種 目 金 額

発電のための

流水占用料

河川法施行令第１８条第１項第３号の建設大臣

が定める額の件（昭和５０年８月建設省告示第

１１２５号）の表の上欄に掲げる発電所の区分に

応じ、それぞれ、年額として、同表の下欄に

掲げる式により算出した額に１０３分の１１０を乗

じて得た額

発電のための

流水占用料

河川法施行令第１８条第１項第３号の建設大臣

が定める額の件（昭和５０年８月建設省告示第

１１２５号）の表の上欄に掲げる発電所の区分に

応じ、それぞれ、年額として、同表の下欄に

掲げる式により算出した額に１０３分の１０８を乗

じて得た額

鉱工業のため

の流水占用料

使用水量毎秒１リットルにつき

年額 ３，５６０円

鉱工業のため

の流水占用料

使用水量毎秒１リットルにつき

年額 ３，４９０円

省略 省略

備考 省略

別表第２（第２条関係）

土 地 占 用 料

備考 省略

別表第２（第２条関係）

土 地 占 用 料

省略 省略

備考

１ 土地占用の期間が１月未満のものにあっては、この表の

規定にかかわらず、同表に規定する金額に１０３分の１１０を乗

じて得た額（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とす

る。

２～６ 省略

別表第３（第２条関係）

土石採取料その他の河川産出物採取料

備考

１ 土地占用の期間が１月未満のものにあっては、この表の

規定にかかわらず、同表に規定する金額に１０３分の１０８を乗

じて得た額（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とす

る。

２～６ 省略

別表第３（第２条関係）

土石採取料その他の河川産出物採取料

種 目 金 額 摘 要 種 目 金 額 摘 要

土砂
１立方メートルにつき

４５円
土砂

１立方メートルにつき

４４円

かき込砂利
１立方メートルにつき

５７円
かき込砂利

１立方メートルにつき

５６円

砂・砂利
１立方メートルにつき

６８円
砂・砂利

１立方メートルにつき

６６円

省略 省略

川

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートルにつき

１，７３０円

川

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートルにつき

１，７００円

こう長６０センチメー

トル以上のもの

１立方メートルにつき

３，４５０円

こう長６０センチメー

トル以上のもの

１立方メートルにつき

３，３９０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

用料 県民ギャラ

リー

全室使用 １日につき ５４，４８０円 用料 県民ギャラ

リー

全室使用 １日につき ５３，４９０円

単室使用 １室１日につき １５，１１０円 単室使用 １室１日につき １４，８４０円

特別利用料 １点１回につき ５，２３０円 特別利用料 １点１回につき ５，１４０円

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１

６７



（愛媛県海岸占用料等徴収条例の一部改正）

第１７条 愛媛県海岸占用料等徴収条例（平成１２年愛媛県条例第２８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県警察関係事務手数料条例の一部改正）

第１８条 愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係）

占 用 料

別表第１（第２条関係）

占 用 料

省略 省略

備考

１ 期間が１月未満のものにあっては、この表の規定にかか

わらず、同表に規定する金額に１０３分の１１０を乗じて得た額

（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～５ 省略

別表第２（第２条関係）

土 石 採 取 料

備考

１ 期間が１月未満のものにあっては、この表の規定にかか

わらず、同表に規定する金額に１０３分の１０８を乗じて得た額

（１円未満切捨て）を同表に規定する金額とする。

２～５ 省略

別表第２（第２条関係）

土 石 採 取 料

種 目 単 位 金 額 摘 要 種 目 単 位 金 額 摘 要

土砂 １立方メートル ４５円 土砂 １立方メートル ４４円

かき込砂利 １立方メートル ５７円 かき込砂利 １立方メートル ５６円

砂・砂利 １立方メートル ６８円 砂・砂利 １立方メートル ６６円

栗石・玉石 １立方メートル １１７円 省略 栗石・玉石 １立方メートル １１５円 省略

転

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートル １，７２９円 転

石

こう長３０センチメー

トル以上６０センチメ

ートル未満のもの

１立方メートル １，６９７円

こう長６０センチメー

トル以上のもの
１立方メートル ３，４５９円

こう長６０センチメー

トル以上のもの
１立方メートル ３，３９６円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係） 別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～１６の２ 省略 １～１６の２ 省略

１７ 銃砲刀剣類所持等取締法第

５条の３第１項の規定に基づ

く猟銃及び空気銃の取扱いに

関する講習会の開催

猟銃及び

空気銃取

扱い講習

手数料

� 省略

� その他の者

に対する講習

会 ６，９００円

１７ 銃砲刀剣類所持等取締法第

５条の３第１項の規定に基づ

く猟銃及び空気銃の取扱いに

関する講習会の開催

猟銃及び

空気銃取

扱い講習

手数料

� 省略

� その他の者

に対する講習

会 ６，８００円

１８ 省略 １８ 省略

１８の２ 銃砲刀剣類所持等取締

法第５条の５第１項の規定に

基づく猟銃の操作及び射撃の

技能に関する講習

猟銃操作

等技能講

習手数料

１２，７００円 １８の２ 銃砲刀剣類所持等取締

法第５条の５第１項の規定に

基づく猟銃の操作及び射撃の

技能に関する講習

猟銃操作

等技能講

習手数料

１２，３００円

１９～２４の４ 省略 １９～２４の４ 省略

２４の５ 銃砲刀剣類所持等取締

法第９条の１４第１項の規定に

基づく年少射撃資格の認定の

ための講習会の開催

年少射撃

資格講習

手数料

９，８００円 ２４の５ 銃砲刀剣類所持等取締

法第９条の１４第１項の規定に

基づく年少射撃資格の認定の

ための講習会の開催

年少射撃

資格講習

手数料

９，７００円

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１

６８



（愛媛県在宅介護研修センター使用料条例の一部改正）

第１９条 愛媛県在宅介護研修センター使用料条例（平成１６年愛媛県条例第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県男女共同参画センター管理条例の一部改正）

第２０条 愛媛県男女共同参画センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県総合社会福祉会館管理条例の一部改正）

第２１条 愛媛県総合社会福祉会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第５２号）の一部を次のように改正する。

２５～５５ 省略 ２５～５５ 省略

５６ 警備業法第４２条第２項第１

号の規定に基づく機械警備業

務管理者講習

機械警備

業務管理

者講習手

数料

３９，０００円 ５６ 警備業法第４２条第２項第１

号の規定に基づく機械警備業

務管理者講習

機械警備

業務管理

者講習手

数料

３８，０００円

５７～６４ 省略 ５７～６４ 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

研修室 １室１日につき ４，０００円 研修室 １室１日につき ３，９００円

省略 省略

備考 愛媛県在宅介護研修センター管理条例（平成１５年愛媛県

条例第６３号）第４条第１項の利用時間以外の時間にセンタ

ーを使用する場合は、１室１時間につき、次の表の左欄に

掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額を別表に定める額

とする。

備考 愛媛県在宅介護研修センター管理条例（平成１５年愛媛県

条例第６３号）第４条第１項の利用時間以外の時間にセンタ

ーを使用する場合は、１室１時間につき、次の表の左欄に

掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額を別表に定める額

とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

研修室 ５７０円 研修室 ５６０円

省略 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第４条、第６条、第９条、第１０条、第１３条関係） 別表（第４条、第６条、第９条、第１０条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １時間につき ６，４８０円 多目的ホール １時間につき ６，３７０円

研修室 １時間につき ２，７３０円 研修室 １時間につき ２，６８０円

視聴覚室 １時間につき １，４６０円 視聴覚室 １時間につき １，４４０円

円卓会議室 １時間につき １，１７０円 円卓会議室 １時間につき １，１５０円

第１会議室 １時間につき １，３３０円 第１会議室 １時間につき １，３１０円

第２会議室 １時間につき ８１０円 第２会議室 １時間につき ８００円

ワーキングルーム １時間につき １，３３０円 ワーキングルーム １時間につき １，３１０円

レクリエーション室 １時間につき ２，３６０円 レクリエーション室 １時間につき ２，３２０円

和室 １時間につき １，６４０円 和室 １時間につき １，６１０円

茶室 １時間につき ５３０円 茶室 １時間につき ５２０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛国際貿易センター管理条例の一部改正）

第２２条 愛媛国際貿易センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第５９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（テクノプラザ愛媛管理条例の一部改正）

第２３条 テクノプラザ愛媛管理条例（平成１７年愛媛県条例第６１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第１２条、第１３条関係） 別表第２（第１２条、第１３条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

多目的ホール １日につき ２２，１９０円 多目的ホール １日につき ２１，７９０円

研修室 １日につき １６，２００円 研修室 １日につき １５，９１０円

視聴覚室 １日につき １０，８００円 視聴覚室 １日につき １０，６１０円

会議室 １室１日につき １０，８００円 会議室 １室１日につき １０，６１０円

円卓会議室 １日につき ７，８９０円 円卓会議室 １日につき ７，７５０円

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条、第８条、第１１条関係） 別表第１（第７条、第８条、第１１条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

大展示場 １日につき ９８１，７５０円 大展示場 １日につき ９６３，９００円

小展示場 １日につき ３８９，２６０円 小展示場 １日につき ３８２，１８０円

屋外展示場 １日につき １３４，５５０円 屋外展示場 １日につき １３２，１００円

会議室 １室１日につき ８８，４１０円 会議室 １室１日につき ８６，８１０円

備考 省略

別表第２（第７条、第８条、第１１条関係）

備考 省略

別表第２（第７条、第８条、第１１条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

指定管理者が定める

附属設備及び備品
１点又は１式１日につき ２３，４８０円

指定管理者が定める

附属設備及び備品
１点又は１式１日につき ２３，０６０円

冷暖房設備 １時間につき ２５，９４０円 冷暖房設備 １時間につき ２５，４７０円

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条、第６条、第８条、第９条、第１２条関係） 別表第１（第４条、第６条、第８条、第９条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

テクノホール １時間につき ６，９１０円 テクノホール １時間につき ６，７８０円

研修室 １室１時間につき ２，７６０円 研修室 １室１時間につき ２，７１０円

会議室 １室１時間につき １，９３０円 会議室 １室１時間につき １，８９０円

備考 省略

別表第２（第４条―第６条、第８条、第９条、第１２条関係）

備考 省略

別表第２（第４条―第６条、第８条、第９条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

共同研究室 １平方メートル１月につき １，９２０円 共同研究室 １平方メートル１月につき １，８８０円

イ ン キ ュ ベ ー

ト・ルーム
１平方メートル１月につき １，９２０円

イ ン キ ュ ベ ー

ト・ルーム
１平方メートル１月につき １，８８０円
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（愛媛県生活文化センター管理条例の一部改正）

第２４条 愛媛県生活文化センター管理条例（平成１７年愛媛県条例第７０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県民文化会館管理条例の一部改正）

第２５条 愛媛県県民文化会館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

創業準備室 １区画１月につき ５，２４０円 創業準備室 １区画１月につき ５，１４０円

倉庫 １平方メートル１月につき ６４０円 倉庫 １平方メートル１月につき ６２０円

第２駐車場及び

第４駐車場
１台１月につき ３，１９０円

第２駐車場及び

第４駐車場
１台１月につき ３，１３０円

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

大広間 １日につき ３３，３１０円 大広間 １日につき ３２，７１０円

洋室 １室１日につき ２０，６６０円 洋室 １室１日につき ２０，２９０円

和室 １室１日につき ４，３００円 和室 １室１日につき ４，２３０円

備考１ 第４条の開所時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

備考１ 第４条の開所時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

大広間 ３，７８０円 大広間 ３，７２０円

洋室 ２，２５０円 洋室 ２，２１０円

省略 省略

２ 省略 ２ 省略

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

メインホール １日につき ６０７，１７０円 メインホール １日につき ５９６，１３０円

サブホール １日につき ２６６，６２０円 サブホール １日につき ２６１，７８０円

多目的ホール １日につき ９１０，７７０円 多目的ホール １日につき ８９４，２１０円

リハーサル室 １室１日につき １９，５５０円 リハーサル室 １室１日につき １９，２００円

楽屋 １室１日につき ２，５１０円 楽屋 １室１日につき ２，４７０円

会議室 １室１日につき １８９，１７０円 会議室 １室１日につき １８５，７３０円

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

メインホール ８９，２５０円 メインホール ８７，６３０円

サブホール ３９，１８０円 サブホール ３８，４７０円
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（愛媛県武道館管理条例の一部改正）

第２６条 愛媛県武道館管理条例（平成１７年愛媛県条例第７２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例の一部改正）

第２７条 愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例（平成１９年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県生涯学習センター管理条例の一部改正）

第２８条 愛媛県生涯学習センター管理条例（平成２０年愛媛県条例第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

多目的ホール １０９，２７０円 多目的ホール １０７，２９０円

リハーサル室 ２，８６０円 リハーサル室 ２，８１０円

省略 省略

会議室 ２７，２２０円 会議室 ２６，７３０円

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

主道場 １日につき ９３６，８８０円 主道場 １日につき ９１９，８５０円

柔道場 １日につき ６７，８８０円 柔道場 １日につき ６６，６５０円

剣道場 １日につき ６７，８８０円 剣道場 １日につき ６６，６５０円

副道場 １日につき ３６，９７０円 副道場 １日につき ３６，３００円

会議室 １室１時間につき ５，５００円 会議室 １室１時間につき ５，４００円

トレーニング施設 １人１回につき ３，１３０円 トレーニング施設 １人１回につき ３，０８０円

備考１・２ 省略

３ 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

備考１・２ 省略

３ 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料

金の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数がある

とき、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間

とする。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加

算した額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

主道場 ８８，１００円 主道場 ８６，５００円

柔道場 ６，７９０円 柔道場 ６，６７０円

剣道場 ６，７９０円 剣道場 ６，６７０円

副道場 ４，０３０円 副道場 ３，９６０円

改 正 後 改 正 前

（使用料及び手数料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 前条第２項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき５，６１０円の範囲内で規則で定める額とする。

（使用料及び手数料の額）

第２条 省略

２ 省略

３ 前条第２項に規定する手数料（以下「手数料」という。）の額

は、１件につき５，５００円の範囲内で規則で定める額とする。

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、センター資料１点の特別利用１回につ

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、センター資料１点の特別利用１回につ
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（愛媛県総合科学博物館管理条例の一部改正）

第２９条 愛媛県総合科学博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

き、５，２３０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表（第４条、第８条、第１２条関係）

き、５，１４０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表（第４条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

パソコン演習室 １時間につき ２，５９０円 パソコン演習室 １時間につき ２，５５０円

省略 省略

研修室 １室１時間につき ２，０７０円 研修室 １室１時間につき ２，０３０円

演劇レッスン室 １時間につき １，３８０円 演劇レッスン室 １時間につき １，３５０円

音楽レッスン室 １時間につき １，３５０円 音楽レッスン室 １時間につき １，３２０円

ホール １時間につき １０，５８０円 ホール １時間につき １０，３８０円

楽屋 １室１時間につき ４８０円 楽屋 １室１時間につき ４７０円

リハーサル室 １時間につき １，２２０円 リハーサル室 １時間につき １，２００円

会議室 １時間につき ６７０円 会議室 １時間につき ６５０円

ミーティングルーム １時間につき ８２０円 ミーティングルーム １時間につき ８１０円

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，２３０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，１４０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１ 多目的ホール １時間につき ３，１００円 １ 多目的ホール １時間につき ３，０４０円

２ 控室 １室１時間につき ２３０円 ２ 控室 １室１時間につき ２２０円

３ 研修室 １室１時間につき １，６３０円 ３ 研修室 １室１時間につき １，６００円

４ ミーティングルーム １時間につき ９００円 ４ ミーティングルーム １時間につき ８８０円

５ 会議室 １時間につき ８４０円 ５ 会議室 １時間につき ８３０円

６ オリエンテーションルーム １時間につき １，４４０円 ６ オリエンテーションルーム １時間につき １，４１０円

７ 企画展示室 １時間につき ３，１８０円 ７ 企画展示室 １時間につき ３，１２０円

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

１ 展示室観覧料

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

１ 展示室観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７８０円 １５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７７０円

２ プラネタリウム観覧料 ２ プラネタリウム観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７８０円 １５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７７０円

小学校、中学校、義務教育学

校、中等教育学校の前期課程又

１人１回につき ５２０円 小学校、中学校、義務教育学

校、中等教育学校の前期課程又

１人１回につき ５１０円
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（愛媛県歴史文化博物館管理条例の一部改正）

第３０条 愛媛県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（えひめ青少年ふれあいセンター管理条例の一部改正）

第３１条 えひめ青少年ふれあいセンター管理条例（平成２０年愛媛県条例第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，２３０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

（特別利用料の額）

第１７条 特別利用料の額は、博物館資料１点の特別利用１回につ

き、５，１４０円の範囲内で教育委員会が定める額とする。

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１ 多目的ホール １時間につき ３，１００円 １ 多目的ホール １時間につき ３，０４０円

２ 省略 ２ 省略

３ 研修室 １室１時間につき ８５０円 ３ 研修室 １室１時間につき ８４０円

４ ミーティングルーム １時間につき ８１０円 ４ ミーティングルーム １時間につき ８００円

５ 会議室 １時間につき １，１１０円 ５ 会議室 １時間につき １，０９０円

６ 企画展示室 １時間につき ３，７２０円 ６ 企画展示室 １時間につき ３，６６０円

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

展示室観覧料

備考 省略

別表第２（第１２条、第１３条関係）

展示室観覧料

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７８０円

１５歳以上の者（中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学

校の前期課程及び特別支援学校

の中学部の生徒を除く。）

１人１回につき ７７０円

改 正 後 改 正 前

別表（第１１条関係） 別表（第１１条関係）

区 分
金 額

区 分
金 額

宿泊利用 日帰り利用 宿泊利用 日帰り利用

１ 小学校、中学校、義務教

育学校、中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の

小学部若しくは中学部の児

童又は生徒

１人１泊につ

き ３１０円

省略 １ 小学校、中学校、義務教

育学校、中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の

小学部若しくは中学部の児

童又は生徒

１人１泊につ

き ３００円

省略

２ 高等学校、中等教育学校

の後期課程、特別支援学校

の高等部、高等専門学校又

は大学の生徒又は学生

１人１泊につ

き ６２０円

省略 ２ 高等学校、中等教育学校

の後期課程、特別支援学校

の高等部、高等専門学校又

は大学の生徒又は学生

１人１泊につ

き ６１０円

省略

３ １及び２以外の者（小学

校就学の始期に達するまで

の者を除く。）

１人１泊につ

き ９４０円

１人１日につ

き ３１０円

３ １及び２以外の者（小学

校就学の始期に達するまで

の者を除く。）

１人１泊につ

き ９２０円

１人１日につ

き ３００円

は特別支援学校の小学部若しく

は中学部の児童又は生徒

は特別支援学校の小学部若しく

は中学部の児童又は生徒
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（萬翠荘管理条例の一部改正）

第３２条 萬翠荘管理条例（平成２０年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第５条の規定による改正後の愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収した使用料及び手数料については、なお従前の例による。

３ 第３条の規定による改正後の愛媛県立衛生環境研究所使用料条例第２条第１項第１号及び第２号、第４条の規定による改正後の愛媛県

港湾管理条例別表第１及び別表第３から別表第６までの規定、第６条の規定による改正後の愛媛県漁港管理条例別表第２の規定、第８条

の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例別表２の規定（同表第１号の表の規定を除く。）、第９条の規定による改正後の愛媛県農林

水産研究所使用料条例別表の規定、第１０条の規定による改正後の愛媛県道路占用料徴収条例第２条第２項の規定、第１４条の規定による改

正後の愛媛県の海を管理する条例別表第１及び別表第２の規定、第１５条の規定による改正後の愛媛県美術館使用料条例別表の規定、第１６

条の規定による改正後の愛媛県河川流水占用料等徴収条例別表第１から別表第３までの規定、第１７条の規定による改正後の愛媛県海岸占

用料等徴収条例別表第１及び別表第２の規定、第１９条の規定による改正後の愛媛県在宅介護研修センター使用料条例別表の規定並びに第

２７条の規定による改正後の愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例第２条第３項の規定は、施行日以後の試験、検査、鑑定、

調査、研究、分析、使用、占用等（以下「試験等」という。）に係る使用料、施行日以後の占用に係る占用料、流水占用料及び土地占用

料、施行日以後の採取に係る土砂採取料、土石採取料及びその他の河川産物採取料並びに施行日以後の文書等の交付及び面談に係る手数

料で施行日以後にその全額又は未徴収額について徴収するものについて適用し、施行日前の試験等に係る使用料、施行日前の占用に係る

占用料、流水占用料及び土地占用料、施行日前の採取に係る土砂採取料、土石採取料及びその他の河川産物採取料並びに施行日前の文書

等の交付及び面談に係る手数料並びに施行日以後の試験等に係る使用料、施行日以後の占用に係る占用料、流水占用料及び土地占用料、

施行日以後の採取に係る土砂採取料、土石採取料及びその他の河川産物採取料並びに施行日以後の文書等の交付及び面談に係る手数料で

施行日前にその全額について徴収したものについては、なお従前の例による。

４ 第８条の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例別表２の規定（同表第２号の表の規定を除く。）は、公園施設の設置又は管理に係

る使用料で施行日以後の期間に係るもののうち施行日以後に徴収するものについて適用し、公園施設の設置又は管理に係る使用料で施行

日前の期間に係るもの及び公園施設の設置又は管理に係る使用料で施行日以後の期間に係るもののうち施行日前に徴収したものについて

は、なお従前の例による。

５ 第２８条の規定による改正後の愛媛県生涯学習センター管理条例第１７条の規定、第２９条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理

条例第１７条の規定及び第３０条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理条例第１７条の規定は、施行日以後の愛媛県生涯学習センタ

ー管理条例第１５条第１項、愛媛県総合科学博物館管理条例第１５条第１項又は愛媛県歴史文化博物館管理条例第１５条第１項に規定する特別

利用（以下「特別利用」という。）に係る使用料で施行日以後に徴収するものについて適用し、施行日前の特別利用に係る使用料及び施

行日以後の特別利用に係る使用料で施行日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

６ 第８条の規定による改正後の愛媛県立都市公園条例第１５条の１１第２項第５号及び別表１の規定、第２０条の規定による改正後の愛媛県男

女共同参画センター管理条例別表の規定、第２１条の規定による改正後の愛媛県総合社会福祉会館管理条例別表第２の規定、第２２条の規定

による改正後の愛媛国際貿易センター管理条例別表第１及び別表第２の規定、第２３条の規定による改正後のテクノプラザ愛媛管理条例別

表第１及び別表第２の規定、第２４条の規定による改正後の愛媛県生活文化センター管理条例別表の規定、第２５条の規定による改正後の愛

媛県県民文化会館管理条例別表の規定、第２６条の規定による改正後の愛媛県武道館管理条例別表の規定、第２８条の規定による改正後の愛

改 正 後 改 正 前

別表（第８条、第１２条関係） 別表（第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

展示室 １室１日につき ４，８１０円 展示室 １室１日につき ４，７３０円

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

備考 第４条の開館時間以外の時間に利用する場合の利用料金

の額は、１時間（利用時間に１時間未満の端数があると

き、又は利用時間が１時間に満たないときは、１時間とす

る。）につき、次の表に定める額の範囲内の額を加算した

額とする。

区 分 金 額 区 分 金 額

展示室 ７３０円 展示室 ７２０円
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媛県生涯学習センター管理条例別表の規定、第２９条の規定による改正後の愛媛県総合科学博物館管理条例別表第１及び別表第２の規定、

第３０条の規定による改正後の愛媛県歴史文化博物館管理条例別表第１及び別表第２の規定、第３１条の規定による改正後のえひめ青少年ふ

れあいセンター管理条例別表の規定並びに第３２条の規定による改正後の萬翠荘管理条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る料金で施

行日以後に指定管理者がその全額又は未収受額について収受するものについて適用し、施行日前の利用に係る料金及び施行日以後の利用

に係る料金で施行日前に指定管理者がその全額について収受したものについては、なお従前の例による。

�愛媛県条例第４号
愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和元年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例

（愛媛県県税賦課徴収条例の一部改正）

第１条 愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（法人の事業税の税率等）

第１８条の２ 法人の行う事業（電気供給業、ガス供給業、保険業及

び貿易保険業を除く。第３項において同じ。）に対する事業税の

額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める金額とする。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア・イ 省略

ウ 次の表の左欄に掲げる金額の区分により 各事業年度の所

得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる税率を乗

じて計算した金額を合計した金額

各事業年度の所得のうち年４００万円以下の金額 １００分の０．４

各事業年度の所得のうち年４００万円を超え年８００

万円以下の金額

１００分の０．７

各事業年度の所得のうち年８００万円を超える金額 １００分の１

� 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により 各事業

年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる税

率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年４００万円以下の金額 １００分の３．５

各事業年度の所得のうち年４００万円を超える金額 １００分の４．９

� その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により 各

事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げ

る税率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年４００万円以下の金額 １００分の３．５

各事業年度の所得のうち年４００万円を超え年８００

万円以下の金額

１００分の５．３

各事業年度の所得のうち年８００万円を超える金額 １００分の７

２ 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業

税の額は、各事業年度の収入金額に１００分の１ を乗じて得た金額

とする。

３ ３以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行

う法人で資本金の額又は出資金の額が１，０００万円以上のものが行

う事業に対する事業税の額は、第１項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

（法人の事業税の税率等）

第１８条の２ 法人の行う事業（電気供給業、ガス供給業、保険業及

び貿易保険業を除く。第３項において同じ。）に対する事業税の

額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める金額とする。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア・イ 省略

ウ 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業年度の所

得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる税率を乗

じて計算した金額を合計した金額

各事業年度の所得のうち年４００万円以下の金額 １００分の１．９

各事業年度の所得のうち年４００万円を超え年８００

万円以下の金額

１００分の２．７

各事業年度の所得のうち年８００万円を超える金額 １００分の３．６

� 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各事業

年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる税

率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年４００万円以下の金額 １００分の５

各事業年度の所得のうち年４００万円を超える金額 １００分の６．６

� その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて各

事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げ

る税率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年４００万円以下の金額 １００分の５

各事業年度の所得のうち年４００万円を超え年８００

万円以下の金額

１００分の７．３

各事業年度の所得のうち年８００万円を超える金額 １００分の９．６

２ 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業

税の額は、各事業年度の収入金額に１００分の１．３を乗じて得た金額

とする。

３ ３以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行

う法人で資本金の額又は出資金の額が１，０００万円以上のものが行

う事業に対する事業税の額は、第１項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１

７６



� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア・イ 省略

ウ 各事業年度の所得に１００分の１ を乗じて得た金額

� 特別法人 各事業年度の所得に１００分の４．９を乗じて得た金額

� その他の法人 各事業年度の所得に１００分の７ を乗じて得た

金額

（自動車税の環境性能割の税率）

第４２条の４ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。次項及び第３項において同じ。）の

規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する自動車税の環

境性能割の税率は、１００分の１とする。

� 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出

ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技

術基準（以下この項において「排出ガス保安基準」とい

う。）で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及

び次項第１号において「平成３０年ガソリン軽中量車基

準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成３０年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の２分の１を超えないこと。

ｂ 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及

び次項第１号において「平成１７年ガソリン軽中量車基

準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法

律第４９号）第１４７条第１号イに規定するエネルギー消費効

率（以下自動車税について「エネルギー消費効率」とい

う。）が同法第１４５条第１項の規定により定められるエネ

ルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事

項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー消費効

率（以下自動車税について「基準エネルギー消費効率」と

いう。）であつて令和２年度以降の各年度において適用さ

れるべきものとして定められたもの（法第１４９条第１項第

４号イ�に規定する平成３２年度基準エネルギー消費効率を

いい、以下この項、次項及び第４項において「平成３２年度

基準エネルギー消費効率」という。）以上であること。

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 前条第１項第１号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

ア・イ 省略

ウ 各事業年度の所得に１００分の３．６を乗じて得た金額

� 特別法人 各事業年度の所得に１００分の６．６を乗じて得た金額

� その他の法人 各事業年度の所得に１００分の９．６を乗じて得た

金額

（自動車税の環境性能割の税率）

第４２条の４ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。次項及び第３項において同じ。）の

規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する自動車税の環

境性能割の税率は、１００分の１とする。

� 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガス

に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準

（次号において「排出ガス保安基準」という。）で地方税

法施行規則で定めるもの（以下この号及び次項第１号にお

いて「平成１７年ガソリン軽中量車基準」という。）に適合

すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法

律第４９号）第１４７条第１号イに規定するエネルギー消費効

率（以下自動車税について「エネルギー消費効率」とい

う。）が同法第１４５条第１項の規定により定められるエネ

ルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事

項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー消費効

率（以下自動車税について「基準エネルギー消費効率」と

いう。）であつて令和２年度以降の各年度において適用さ

れるべきものとして定められたもの（法第１４９条第１項第

４号イ�に規定する平成３２年度基準エネルギー消費効率を

いい、 第４項において「平成３２年度

基準エネルギー消費効率」という。）以上であること。
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ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

ウ 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下

この項及び次項において「車両総重量」という。）が２．５ト

ン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

オ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略

� 次に掲げる石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

イ 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下

この項及び次項において「車両総重量」という。）が２．５ト

ン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので地方税法施行規則で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略
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安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及

び次項第２号において「平成３０年石油ガス軽中量車基

準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成３０年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の２分の１を超えないこと。

ｂ 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及

び次項第２号において「平成１７年石油ガス軽中量車基

準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が

平成１７年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値

の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第３号において同じ。）

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（次項第３号に

おいて「平成３０年軽油軽中量車基準」という。）に適合

すること。

ｂ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及

び次項第３号において「平成２１年軽油軽中量車基準」と

いう。）に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の

排出量が平成２１年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物

及び粒子状物質の値の１０分の９を超えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 次のいずれかに該当すること。

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及び次項

第２号において「平成２１年軽油軽中量車基準」という。）

に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中

量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の

９を超えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２８年１０月１日
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ａ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２８年１０月１日

（車両総重量が３．５トンを超え７．５トン以下のものにあつ

ては、平成３０年１０月１日）以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で

定めるもの（次項第３号ウ�において「平成２８年軽油重

量車基準」という。）に適合すること。

ｂ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

（車両総重量が１２トン以下のものにあつては、平成２２年

１０月１日）以降に適用されるべきものとして定められた

排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以

下この号及び次項第３号において「平成２１年軽油重量車

基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子

状物質の排出量が平成２１年軽油重量車基準に定める窒素

酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超えないこと。

� 省略

エ 省略

２ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項及び前項（第４項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるものを除く。）

に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、１００分の２とす

る。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 営業用の乗用車

のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規

則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

（車両総重量が３．５トンを超え７．５トン以下のものにあつて

は、平成３０年１０月１日）以降に適用されるべきものとして

定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定める

もの（次項第２号ウ�において「平成２８年軽油重量車基

準」という。）に適合すること。

� 省略

エ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

（車両総重量が１２トン以下のものにあつては、平成２２年１０

月１日）以降に適用されるべきものとして定められた排出

ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この

号及び次項第２号において「平成２１年軽油重量車基準」と

いう。）に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量

車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９

を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

オ 省略

２ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項及び前項（第４項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるものを除く。）

に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、１００分の２とす

る。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車又は車両総重量が２．５トン以下のバス若しくはトラ

ックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規

則で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略
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る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

ウ 車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラックのうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

オ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略

� 次に掲げる石油ガス自動車

ア 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� 省略

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 省略
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� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

イ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地

方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

� 次に掲げる軽油自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中量車基準

に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超

えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物

及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量車基準に定

める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超えな

いこと。

� 省略

エ 省略

３ 省略

４ 第１項（第１号アからウまでに係る部分に限る。）及び第２項

（第１号アからウまでに係る部分に限る。）の規定は、平成３２年

度基準エネルギー消費効率及び平成２７年度基準エネルギー消費効

率を算定する方法として地方税法施行規則で定める方法によりエ

� 次に掲げる軽油自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中

量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の

９を超えないこと。

� 省略

イ 省略

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

� 省略

エ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量

車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９

を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

オ 省略

３ 省略

４ 第１項（第１号ア及びイ に係る部分に限る。）及び第２項

（第１号ア に係る部分に限る。）の規定は、平成３２年

度基準エネルギー消費効率及び平成２７年度基準エネルギー消費効

率を算定する方法として地方税法施行規則で定める方法によりエ
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ネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成２２年度基

準エネルギー消費効率（基準エネルギー消費効率であつて、平成

２２年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められ

たものをいう。）を算定する方法として同省令で定める方法によ

りエネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。こ

の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。

第１項第１

号ア�

省略

法 第１４９条 第１項 第４

号イ�に規定する平成

３２年度基準エネルギー

消費効率をいい、以下

この項、次項及び第４

項において「平成３２年

度基準エネルギー消費

効率」という。）

省略

第１項第１

号イ�

平成３２年度基準エネル

ギー消費効率に１００分

の１１０

平成２２年度基準エネル

ギー消費効率に１００分

の１６５

第１項第１

号ウ�

省略

第２項第１

号ア�

省略

第２項第１

号イ�

平成３２年度基準エネル

ギー消費効率

平成２２年度基準エネル

ギー消費効率に１００分

の１５０を乗じて得た数

値

第２項第１

号ウ�

平成２７年度基準エネル

ギー消費効率に１００分

の１１０

平成２２年度基準エネル

ギー消費効率に１００分

の１３８

（自動車税の種別割の税率）

第４３条 次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の種別割

の税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

� 乗用車（三輪の小型自動車であるものを除く。）

営業用

省略

自家用

総排気量が１リットル以下のもの

年額 ２５，０００円

総排気量が１リットルを超え、１．５リットル以下のもの

年額 ３０，５００円

総排気量が１．５リットルを超え、２リットル以下のもの

年額 ３６，０００円

総排気量が２リットルを超え、２．５リットル以下のもの

年額 ４３，５００円

総排気量が２．５リットルを超え、３リットル以下のもの

年額 ５０，０００円

総排気量が３リットルを超え、３．５リットル以下のもの

年額 ５７，０００円

総排気量が３．５リットルを超え、４リットル以下のもの

ネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成２２年度基

準エネルギー消費効率（基準エネルギー消費効率であつて、平成

２２年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められ

たものをいう。）を算定する方法として同省令で定める方法によ

りエネルギー消費効率を算定しているものについて準用する。こ

の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。

第１項第１

号ア�

省略

法 第１４９条 第１項 第４

号イ�に規定する平成

３２年度基準エネルギー

消費効率をいい、

第４

項において「平成３２年

度基準エネルギー消費

効率」という。）

省略

第１項第１

号イ�

省略

第２項第１

号ア�

省略

（自動車税の種別割の税率）

第４３条 次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の種別割

の税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

� 乗用車（三輪の小型自動車であるものを除く。）

営業用

省略

自家用

総排気量が１リットル以下のもの

年額 ２９，５００円

総排気量が１リットルを超え、１．５リットル以下のもの

年額 ３４，５００円

総排気量が１．５リットルを超え、２リットル以下のもの

年額 ３９，５００円

総排気量が２リットルを超え、２．５リットル以下のもの

年額 ４５，０００円

総排気量が２．５リットルを超え、３リットル以下のもの

年額 ５１，０００円

総排気量が３リットルを超え、３．５リットル以下のもの

年額 ５８，０００円

総排気量が３．５リットルを超え、４リットル以下のもの
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年額 ６５，５００円

総排気量が４リットルを超え、４．５リットル以下のもの

年額 ７５，５００円

総排気量が４．５リットルを超え、６リットル以下のもの

年額 ８７，０００円

総排気量が６リットルを超えるもの

年額 １１０，０００円

�～� 省略

� その他

キャンピング車

総排気量が１リットル以下のもの

年額 ２０，０００円

総排気量が１リットルを超え、１．５リットル以下のもの

年額 ２４，４００円

総排気量が１．５リットルを超え、２リットル以下のもの

年額 ２８，８００円

総排気量が２リットルを超え、２．５リットル以下のもの

年額 ３４，８００円

総排気量が２．５リットルを超え、３リットル以下のもの

年額 ４０，０００円

総排気量が３リットルを超え、３．５リットル以下のもの

年額 ４５，６００円

総排気量が３．５リットルを超え、４リットル以下のもの

年額 ５２，４００円

総排気量が４リットルを超え、４．５リットル以下のもの

年額 ６０，４００円

総排気量が４．５リットルを超え、６リットル以下のもの

年額 ６９，６００円

総排気量が６リットルを超えるもの

年額 ８８，０００円

省略

２・３ 省略

（不動産取得税の申告事項）

第６７条の３ 省略

２・３ 省略

４ 地方税法施行規則第７条の３第４項又は第７条の３の２第４項

若しくは第５項の規定による補正の方法の申出は、第１項に規定

する申告書に次の各号に掲げる事項を記載し、申出書及び当該申

出が区分所有者全員の協議に基づくものであることを証する書面

を添付してしなければならない。

�～� 省略

５～９ 省略

附 則

（東日本大震災に係る被災居住用財産 に係る譲渡期限の延

長等の特例）

第１６条の６ その有する家屋でその居住の用に供していたものが警

戒区域設定指示等（震災特例法第１１条の７第３項に規定する警戒

区域設定指示等をいう。以下この項及び次項において同じ。）が

行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在

し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用

に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者が、

当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及

び当該家屋の敷地の用に供されている土地等（同条第１項に規定

年額 ６６，５００円

総排気量が４リットルを超え、４．５リットル以下のもの

年額 ７６，５００円

総排気量が４．５リットルを超え、６リットル以下のもの

年額 ８８，０００円

総排気量が６リットルを超えるもの

年額 １１１，０００円

�～� 省略

� その他

キャンピング車

総排気量が１リットル以下のもの

年額 ２３，６００円

総排気量が１リットルを超え、１．５リットル以下のもの

年額 ２７，６００円

総排気量が１．５リットルを超え、２リットル以下のもの

年額 ３１，６００円

総排気量が２リットルを超え、２．５リットル以下のもの

年額 ３６，０００円

総排気量が２．５リットルを超え、３リットル以下のもの

年額 ４０，８００円

総排気量が３リットルを超え、３．５リットル以下のもの

年額 ４６，４００円

総排気量が３．５リットルを超え、４リットル以下のもの

年額 ５３，２００円

総排気量が４リットルを超え、４．５リットル以下のもの

年額 ６１，２００円

総排気量が４．５リットルを超え、６リットル以下のもの

年額 ７０，４００円

総排気量が６リットルを超えるもの

年額 ８８，８００円

省略

２・３ 省略

（不動産取得税の申告事項）

第６７条の３ 省略

２・３ 省略

４ 地方税法施行規則第７条の３第３項

の規定による補正の方法の申出は、第１項に規定

する申告書に次の各号に掲げる事項を記載し申出書 及び当該申

出が区分所有者全員の協議に基く ものであることを証する書面

を添付してしなければならない。

�～� 省略

５～９ 省略

附 則

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延

長等の特例）
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する土地等をいう。以下この項から第４項までにおいて同じ。）

の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をいう。以

下この項から第４項までにおいて同じ。）をした場合には、附則

第１２条第１項中「第３項まで」とあるのは「第３項まで（これら

の規定が法附則第４４条の２第１項の規定により適用される場合を

含む。）」と、附則第１３条第３項中「第３５条の２まで、第３６条の

２、第３６条の５」とあるのは「第３４条の３まで、第３５条（震災特

例法第１１条の７第１項の規定により適用される場合を含む。）、

第３５条の２、第３６条の２若しくは第３６条の５（これらの規定が震

災特例法第１１条の７第１項の規定により適用される場合を含

む。）」と、附則第１４条中「租税特別措置法第３１条の３第１項」

とあるのは「震災特例法第１１条の７第１項の規定により適用され

る租税特別措置法第３１条の３第１項」と、附則第１５条第１項中

「第４項」とあるのは「第４項（これらの規定が法附則第４４条の

２第１項の規定により適用される場合を含む。）」として、附則

第１２条から附則第１５条までの規定を適用する。

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区

域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対

象区域内に所在し、当該警戒区域設定指示等が行われたことによ

りその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の

納税義務者（以下この項において「被相続人」という。）の相続

人（震災特例法第１１条の７第２項に規定する相続人をいう。以下

この項において同じ。）が、当該居住の用に供することができな

くなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されてい

る土地等の譲渡をした場合（当該譲渡の時までの期間当該家屋及

び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住

の用に供していない場合に限る。）における当該家屋及び当該家

屋の敷地の用に供されている土地等（当該家屋及び当該家屋の敷

地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供すること

ができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以

外の者が所有していた部分があるときは、当該家屋及び当該家屋

の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係

るものに限る。以下この項において同じ。）の譲渡については、

当該相続人は、当該家屋を当該被相続人がその取得をした日とし

て令附則第２７条の２第２項に規定する日から引き続き所有してい

たものと、当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている

土地等を所有していたものとそれぞれみなして、前項の規定によ

り読み替えられた附則第１２条から附則第１５条までの規定を適用す

る。

３ その有していた家屋でその居住の用に供していたもの

が東日本大震災により滅失（震災特例法第１１条の７第４項に規定

する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。）をしたこ

とにより その居住の用に供することができなくなつた県民税の

所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供

されていた土地等の譲渡

をした場合には、附則第７条

の４第１項中「法附則第５条の４第１項」とあるのは「法附則第

４４条の２第３項の規定により読み替えて適用される法附則第５条

の４第１項」と、附則第１２条第１項中「第３項まで」とあるのは

「第３項まで（これらの規定が法附則第４４条の２第３項の規定に

より適用される場合を含む。）」と、附則第１３条第３項中「第３５

条の２まで、第３６条の２、第３６条の５」とあるのは「第３４条の３

第１６条の６ その有していた家屋でその居住の用に供していたもの

が東日本大震災により滅失（震災特例法第１１条の６第１項に規定

する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。）をしたこ

とによつてその居住の用に供することができなくなつた県民税の

所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供

されていた土地等（同条第１項に規定する土地等をいう。次項に

おいて同じ。）の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規定する

譲渡をいう。次項において同じ。）をした場合には、附則第７条

の４第１項中「法附則第５条の４第１項」とあるのは「法附則第

４４条の２第１項の規定により読み替えて適用される法附則第５条

の４第１項」と、附則第１２条第１項中「第３項まで」とあるのは

「第３項まで（法附則第４４条の２第１項 の規定に

より適用される場合を含む。）」と、附則第１３条第３項中「第３５

条の２まで、第３６条の２、第３６条の５」とあるのは「第３４条の３

愛 媛 県 報令和元年７月９日 第１９号外１

８５



まで、第３５条（震災特例法第１１条の７第４項の規定により適用さ

れる場合を含む。）、第３５条の２、第３６条の２若しくは第３６条の

５（これらの規定が震災特例法第１１条の７第４項の規定により適

用される場合を含む。）」と、附則第１４条中「租税特別措置法第

３１条の３第１項」とあるのは「震災特例法第１１条の７第４項の規

定により適用される租税特別措置法第３１条の３第１項」と、附則

第１５条第１項中「第４項」とあるのは「第４項（これらの規定が

法 附 則 第４４条 の２第３項 の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 場 合 を 含

む。）」として、附則第７条の４又は附則第１２条から附則第１５条

までの規定を適用する。

４ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本

大震災により滅失をしたことにより その居住の用に供すること

ができなくなつた県民税の所得割の納税義務者（以下この項にお

いて「被相続人」という。）の相続人（震災特例法第１１条の７第

５項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。）が、

当該滅失をした旧家屋（同条第５項に規定する旧家屋をいう。以

下この項において同じ。）の敷地の用に供されていた土地等の譲

渡をした場合（当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人

の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限

る。）における当該土地等（当該土地等のうちにその居住の用に

供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住して

いた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等の

うち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において

同じ。）の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被

相続人がその取得をした日として令附則第２７条の２第２項に規定

する日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該

旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそ

れぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第７条の

４又は附則第１２条から附則第１５条までの規定を適用する。

５ 前各項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分

の法第４５条の２第１項又は第３項の規定による申告書（その提出

期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された法第４５条の３第１項の確定

申告書を含む。）に、これらの規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。）に限

り、適用する。

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 租税特別措置法第６８条第１項の規定に該当する法人の同項

の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第１８条の

２第１項第２号中

「
各事業年度の所得のうち年４００万円を超える

金額
１００分の４．９

」

とあるのは

「
各事業年度の所得のうち年４００万円を超え年

１０億円以下の金額
１００分の４．９

各事業年度の所得のうち年１０億円を超える

金額
１００分の５．７

」

と、同条第３項第２号中「１００分の４．９」とあるのは「１００分の４．９

（各事業年度の所得のうち年１０億円を超える金額については、

１００分の５．７）」とする。

まで、第３５条（震災特例法第１１条の６第１項の規定により適用さ

れる場合を含む。）、第３５条の２、第３６条の２若しくは第３６条の

５（これらの規定が震災特例法第１１条の６第１項の規定により適

用される場合を含む。）」と、附則第１４条中「租税特別措置法第

３１条の３第１項」とあるのは「震災特例法第１１条の６第１項の規

定により適用される租税特別措置法第３１条の３第１項」と、附則

第１５条第１項中「第４項」とあるのは「第４項（法附則第４４条の

２第１項 の規定により適用さ れ る 場 合 を 含

む。）」として、附則第７条の４又は附則第１２条から附則第１５条

までの規定を適用する。

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本

大震災により滅失をしたことによつてその居住の用に供すること

ができなくなつた県民税の所得割の納税義務者（以下この項にお

いて「被相続人」という。）の相続人（震災特例法第１１条の６第

２項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。）が、

当該滅失をした旧家屋（同条第２項に規定する旧家屋をいう。以

下この項において同じ。）の敷地の用に供されていた土地等の譲

渡をした場合（当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人

の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限

る。）における当該土地等（当該土地等のうちにその居住の用に

供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住して

いた者以外の者が所有していた部分があるときは、当該土地等の

うち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において

同じ。）の譲渡については、当該相続人は、当該旧家屋を当該被

相続人がその取得をした日として令附則第２７条の２第２項に規定

する日から引き続き所有していたものと、当該直前において当該

旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそ

れぞれみなして、前項の規定により読み替えられた附則第７条の

４又は附則第１２条から附則第１５条までの規定を適用する。

３ 前２項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年度分

の法第４５条の２第１項又は第３項の規定による申告書（その提出

期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された法第４５条の３第１項の確定

申告書を含む。）に、これらの規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。）に限

り、適用する。

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 租税特別措置法第６８条第１項の規定に該当する法人の同項

の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第１８条の

２第１項第２号中

「
各事業年度の所得のうち年４００万円を超える

金額
１００分の６．６

」

とあるのは

「
各事業年度の所得のうち年４００万円を超え年

１０億円以下の金額
１００分の６．６

各事業年度の所得のうち年１０億円を超える

金額
１００分の７．９

」

と、同条第３項第２号中「１００分の６．６」とあるのは「１００分の６．６

（各事業年度の所得のうち年１０億円を超える金額については、

１００分の７．９）」とする。
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第２２条の７ 省略

（自動車税の環境性能割の非課税に係る路線）

第２２条の８ 法附則第１２条の２の１０第１項の条例で定める路線は、

次の各号のいずれにも該当する路線とする。

� 地域公共交通の確保及び維持のために国の補助を受けて県が

交付する地域公共交通確保維持改善事業費補助を受けて一般乗

合用のバスを運行する路線

� 知事が地域住民の生活に必要と認めた路線

（自動車税の環境性能割の税率の特例）

第２２条の９ 省略

２ 自家用の乗用車に対する第４２条の４第２項（同条第４項におい

て準用する場合を含む。以下この項において同じ。）及び第３項

の規定の適用については、当該自家用の乗用車の取得が令和元年

１０月１日から令和２年９月３０日までの間に行われたときに限り、

同条第２項中「１００分の２」とあるのは「１００分の１」と、同条第

３項中「１００分の３」とあるのは「１００分の２」とする。

（自動車税の種別割の税率の特例）

第２３条 次に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とする自動

車で内燃機関を有しないものをいう。次項第１号及び次条第

３項において同じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを

内燃機関の燃料として用いる自動車で地方税法施行規則で定める

ものをいう。次項第２号及び次条第３項において同じ。）、メタ

ノール自動車（専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自

動車で同省令で定めるものをいう。同項において同じ。）、混合

メタノール自動車（メタノールとメタノール以外のものとの混合

物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で

同省令で定めるものをいう。同項において同じ。）及びガソリン

を内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有す

る自動車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源とし

て用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えてい

ることにより大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１６

項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令

で定めるものをいう。次項第３号及び次条第３項において同

じ。）並びに自家用の乗用車（三輪の小型自動車であるものを除

く。以下この条及び次条において同じ。）、キャンピング車、第

４３条第１項第３号に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車

を除く。）に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車

税の種別割に係る同項及び同条第２項の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

� 第４２条の４第１項第１号に規定するガソリン自動車（以下こ

の条において「ガソリン自動車」という。）又は同項第２号に

規定する石油ガス自動車（以下この条において「石油ガス自動

車」という。）で平成２０年３月３１日までに最初の第４２条の２第

３項に規定する新規登録（以下この条及び次条において「初回

新規登録」という。）を受けたもの 初回新規登録を受けた日

から起算して１４年を経過した日の属する年度

� 第４２条の４第１項第３号に規定する軽油自動車（次項第６号

において「軽油自動車」という。）その他の前号に掲げる自動

車以外の自動車で平成２２年３月３１日までに初回新規登録を受け

たもの 初回新規登録を受けた日から起算して１２年を経過した

日の属する年度

第２２条の７ 省略

（自動車税の環境性能割の税率の特例）

第２２条の８ 省略

（自動車税の種別割の税率の特例）

第２３条 次に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とする自動

車で内燃機関を有しないものをいう

。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを

内燃機関の燃料として用いる自動車で地方税法施行規則で定める

ものをいう 。）、メタ

ノール自動車（専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自

動車で同省令で定めるものをいう 。）、混合

メタノール自動車（メタノールとメタノール以外のものとの混合

物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で

同省令で定めるものをいう 。）及びガソリン

を内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有す

る自動車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源とし

て用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えてい

ることにより大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１６

項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令

で定めるものをいう

。）並びに

第

４３条第１項第３号に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車

を除く。）に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車

税の種別割に係る同項及び同条第２項の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

� ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自

動車で平成１８年３月３１日

までに最初の第４２条の２第

３項に規定する新規登録（以下この条 において「初回

新規登録」という。）を受けたもの 初回新規登録を受けた日

から起算して１４年を経過した日の属する年度

� 第４２条の４第１項第２号に規定する軽油自動車

その他の前号に掲げる自動

車以外の自動車で平成２０年３月３１日までに初回新規登録を受け

たもの 初回新規登録を受けた日から起算して１２年を経過した

日の属する年度
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省略

省略

省略

２ 次に掲げる自動車に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車（自家用の乗用車及びキャンピング車

を除く。）が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割

（法第１７７条の１０第１項又は第２項の規定により当該自動車の所

有者に対して月割をもつて課されるものに限る。）に限り、当該

自動車が平成３１年４月１日（自家用の乗用車及びキャンピング車

にあつては、令和元年１０月１日）から令和２年３月３１日までの間

に初回新規登録を受けた場合には令和２年度分の自動車税の種別

割に限り、当該自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日

までの間に初回新規登録を受けた場合には令和３年度分の自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる第４３条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

� 電気自動車

� 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第４１条の規定により

平成３０年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた

第４２条の４第１項第１号ア�ａに規定する排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるものに適合するもの又は同法第４１条

の規定により平成２１年１０月１日（同法第４０条第３号に規定する

車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下のものにあつては、平

成２２年１０月１日）以降に適用されるべきものとして定められた

同項第１号ア�ａに規定する排出ガス保安基準で同省令で定め

るもの（以下この号において「平成２１年天然ガス車基準」とい

う。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成２１年天然ガ

ス車基準に定める窒素酸化物の値の１０分の９を超えないもので

省略

第１項第１号の表自家用の項 ２９，５００円 ３３，９００円

３４，５００円 ３９，６００円

３９，５００円 ４５，４００円

４５，０００円 ５１，７００円

５１，０００円 ５８，６００円

５８，０００円 ６６，７００円

６６，５００円 ７６，４００円

７６，５００円 ８７，９００円

８８，０００円 １０１，２００円

１１１，０００円 １２７，６００円

省略

第１項第５号の表キャンピング車の

項

２３，６００円 ２７，１００円

２７，６００円 ３１，７００円

３１，６００円 ３６，３００円

３６，０００円 ４１，４００円

４０，８００円 ４６，９００円

４６，４００円 ５３，３００円

５３，２００円 ６１，１００円

６１，２００円 ７０，３００円

７０，４００円 ８０，９００円

８８，８００円 １０２，１００円

省略
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同省令で定めるもの

� 充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動力源

として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので

地方税法施行規則で定めるものをいう。）

� ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第４２条の４第

１項第１号ア�ａに規定する平成３０年ガソリン軽中量車基準

（次項第１号において「平成３０年ガソリン軽中量車基準」とい

う。）に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は

窒素酸化物の排出量が同条第１項第１号ア�ｂに規定する平成

１７年ガソリン軽中量車基準（次項第１号において「平成１７年ガ

ソリン軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の値の４

分の１を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同条第

１項第１号ア�に規定する平成３２年度基準エネルギー消費効率

（以下この条において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」

という。）に１００分の１３０を乗じて得た数値以上のもので地方税

法施行規則で定めるもの

� 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第４２条の４第

１項第２号ア�ａに規定する平成３０年石油ガス軽中量車基準

（次項第２号において「平成３０年石油ガス軽中量車基準」とい

う。）に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は

窒素酸化物の排出量が同条第１項第２号ア�ｂに規定する平成

１７年石油ガス軽中量車基準（次項第２号において「平成１７年石

油ガス軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の値の４

分の１を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成３２

年度基準エネルギー消費効率に１００分の１３０を乗じて得た数値以

上のもので地方税法施行規則で定めるもの

� 軽油自動車のうち、第４２条の４第１項第３号ア�ａに規定す

る平成３０年軽油軽中量車基準又は同号ア�ｂに規定する平成２１

年軽油軽中量車基準に適合する乗用車

第１項第１号の表営業用の項 ７，５００円 ２，０００円

８，５００円 ２，５００円

９，５００円 ２，５００円

１３，８００円 ３，５００円

１５，７００円 ４，０００円

１７，９００円 ４，５００円

２０，５００円 ５，５００円

２３，６００円 ６，０００円

２７，２００円 ７，０００円

４０，７００円 １０，５００円

第１項第１号の表自家用の項 ２５，０００円 ６，５００円

３０，５００円 ８，０００円

３６，０００円 ９，０００円

４３，５００円 １１，０００円

５０，０００円 １２，５００円

５７，０００円 １４，５００円

６５，５００円 １６，５００円

７５，５００円 １９，０００円

８７，０００円 ２２，０００円
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１１０，０００円 ２７，５００円

第１項第２号の表営業用の項 ６，５００円 ２，０００円

９，０００円 ２，５００円

１２，０００円 ３，０００円

１５，０００円 ４，０００円

１８，５００円 ５，０００円

２２，０００円 ５，５００円

２５，５００円 ６，５００円

２９，５００円 ７，５００円

４，７００円 １，２００円

第１項第２号の表営業用けん引自動

車の項

１５，１００円 ４，０００円

７，５００円 ２，０００円

第１項第２号の表自家用の項 ８，０００円 ２，０００円

１１，５００円 ３，０００円

１６，０００円 ４，０００円

２０，５００円 ５，５００円

２５，５００円 ６，５００円

３０，０００円 ７，５００円

３５，０００円 ９，０００円

４０，５００円 １０，５００円

６，３００円 １，６００円

第１項第２号の表自家用けん引自動

車の項

２０，６００円 ５，５００円

１０，２００円 ３，０００円

第１項第３号の表営業用一般乗合用

バスの項

１２，０００円 ３，０００円

１４，５００円 ４，０００円

１７，５００円 ４，５００円

２０，０００円 ５，０００円

２２，５００円 ６，０００円

２５，５００円 ６，５００円

２９，０００円 ７，５００円

第１項第３号の表営業用その他の項 ２６，５００円 ７，０００円

３２，０００円 ８，０００円

３８，０００円 ９，５００円

４４，０００円 １１，０００円

５０，５００円 １３，０００円

５７，０００円 １４，５００円

６４，０００円 １６，０００円

第１項第３号の表自家用の項 ３３，０００円 ８，５００円

４１，０００円 １０，５００円

４９，０００円 １２，５００円

５７，０００円 １４，５００円

６５，５００円 １６，５００円

７４，０００円 １８，５００円

８３，０００円 ２１，０００円
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第１項第４号の表 ４，５００円 １，５００円

６，０００円 １，５００円

第１項第５号の表キャンピング車の

項

２０，０００円 ５，０００円

２４，４００円 ６，５００円

２８，８００円 ７，５００円

３４，８００円 ９，０００円

４０，０００円 １０，０００円

４５，６００円 １１，５００円

５２，４００円 １３，５００円

６０，４００円 １５，５００円

６９，６００円 １７，５００円

８８，０００円 ２２，０００円

第１項第５号の表宣伝車の項 ２０，６００円 ５，５００円

７，６００円 ２，０００円

第１項第５号の表霊きゆう車の項 １１，０００円 ３，０００円

４，２００円 １，５００円

第１項第５号の表その他の項 ９，７００円 ２，５００円

１３，２００円 ３，５００円

第２項の表営業用の項 ３，７００円 １，０００円

４，７００円 １，２００円

６，３００円 １，６００円

第２項の表自家用の項 ５，２００円 １，３００円

６，３００円 １，６００円

８，０００円 ２，０００円

３ 次に掲げる自動車に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車（自家用の乗用車及びキャンピング車

を除く。）が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割

（法第１７７条の１０第１項又は第２項の規定により当該自動車の所

有者に対して月割をもつて課されるものに限る。）に限り、当該

自動車が平成３１年４月１日（自家用の乗用車及びキャンピング車

にあつては、令和元年１０月１日）から令和２年３月３１日までの間

に初回新規登録を受けた場合には令和２年度分の自動車税の種別

割に限り、当該自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日

までの間に初回新規登録を受けた場合には令和３年度分の自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる第４３条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

� ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成３０年ガソ

リン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな

いもの又は窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであつ

て、エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

に１００分の１１０を乗じて得た数値以上のもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成３０年石油

ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えな

いもの又は窒素酸化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであつ
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て、エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

に１００分の１１０を乗じて得た数値以上のもので地方税法施行規則

で定めるもの

第１項第１号の表営業用の項 ７，５００円 ４，０００円

８，５００円 ４，５００円

９，５００円 ５，０００円

１３，８００円 ７，０００円

１５，７００円 ８，０００円

１７，９００円 ９，０００円

２０，５００円 １０，５００円

２３，６００円 １２，０００円

２７，２００円 １４，０００円

４０，７００円 ２０，５００円

第１項第１号の表自家用の項 ２５，０００円 １２，５００円

３０，５００円 １５，５００円

３６，０００円 １８，０００円

４３，５００円 ２２，０００円

５０，０００円 ２５，０００円

５７，０００円 ２８，５００円

６５，５００円 ３３，０００円

７５，５００円 ３８，０００円

８７，０００円 ４３，５００円

１１０，０００円 ５５，０００円

第１項第２号の表営業用の項 ６，５００円 ３，５００円

９，０００円 ４，５００円

１２，０００円 ６，０００円

１５，０００円 ７，５００円

１８，５００円 ９，５００円

２２，０００円 １１，０００円

２５，５００円 １３，０００円

２９，５００円 １５，０００円

４，７００円 ２，４００円

第１項第２号の表営業用けん引自動

車の項

１５，１００円 ８，０００円

７，５００円 ４，０００円

第１項第２号の表自家用の項 ８，０００円 ４，０００円

１１，５００円 ６，０００円

１６，０００円 ８，０００円

２０，５００円 １０，５００円

２５，５００円 １３，０００円

３０，０００円 １５，０００円

３５，０００円 １７，５００円

４０，５００円 ２０，５００円

６，３００円 ３，２００円
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第１項第２号の表自家用けん引自動

車の項

２０，６００円 １０，５００円

１０，２００円 ５，５００円

第１項第３号の表営業用一般乗合用

バスの項

１２，０００円 ６，０００円

１４，５００円 ７，５００円

１７，５００円 ９，０００円

２０，０００円 １０，０００円

２２，５００円 １１，５００円

２５，５００円 １３，０００円

２９，０００円 １４，５００円

第１項第３号の表営業用その他の項 ２６，５００円 １３，５００円

３２，０００円 １６，０００円

３８，０００円 １９，０００円

４４，０００円 ２２，０００円

５０，５００円 ２５，５００円

５７，０００円 ２８，５００円

６４，０００円 ３２，０００円

第１項第３号の表自家用の項 ３３，０００円 １６，５００円

４１，０００円 ２０，５００円

４９，０００円 ２４，５００円

５７，０００円 ２８，５００円

６５，５００円 ３３，０００円

７４，０００円 ３７，０００円

８３，０００円 ４１，５００円

第１項第４号の表 ４，５００円 ２，５００円

６，０００円 ３，０００円

第１項第５号の表キャンピング車の

項

２０，０００円 １０，０００円

２４，４００円 １２，５００円

２８，８００円 １４，５００円

３４，８００円 １７，５００円

４０，０００円 ２０，０００円

４５，６００円 ２３，０００円

５２，４００円 ２６，５００円

６０，４００円 ３０，５００円

６９，６００円 ３５，０００円

８８，０００円 ４４，０００円

第１項第５号の表宣伝車の項 ２０，６００円 １０，５００円

７，６００円 ４，０００円

第１項第５号の表霊きゆう車の項 １１，０００円 ５，５００円

４，２００円 ２，５００円

第１項第５号の表その他の項 ９，７００円 ５，０００円

１３，２００円 ７，０００円

第２項の表営業用の項 ３，７００円 １，８００円

４，７００円 ２，３００円

６，３００円 ３，２００円
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第２項の表自家用の項 ５，２００円 ２，６００円

６，３００円 ３，２００円

８，０００円 ４，０００円

第２４条 愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（令和元

年愛媛県条例第４号）の施行の日（以下この項において「特定

日」という。）の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用

車又はキャンピング車であつて地方税法等の一部を改正する等の

法律（平成２８年法律第１３号）第２条の規定による改正前の地方税

法（以下この項において「平成２８年改正前の地方税法」とい

う。）第１４５条第１項若しくは第３項の規定により平成２８年改正

前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの（同日までに初

回新規登録を受けた自家用の乗用車又はキャンピング車であつ

て、平成２８年改正前の地方税法第１４６条その他の地方税に関する

法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成２８年改正前

の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。）

又は同日までに法の施行地外において法第１４６条第２項に規定す

る運行に相当するものとして地方税法施行規則で定めるものの用

に供されたことがある自家用の乗用車又はキャンピング車であつ

て特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車

税の種別割の税率は、第４３条第１項の規定にかかわらず、１台に

ついて、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

� 自家用の乗用車 次のアからコまでに掲げる自家用の乗用車

の区分に応じ、それぞれアからコまでに定める額

ア 総排気量が１リットル以下のもの 年額 ２９，５００円

イ 総排気量が１リットルを超え、１．５リットル以下のもの

年額 ３４，５００円

ウ 総排気量が１．５リットルを超え、２リットル以下のもの

年額 ３９，５００円

エ 総排気量が２リットルを超え、２．５リットル以下のもの

年額 ４５，０００円

オ 総排気量が２．５リットルを超え、３リットル以下のもの

年額 ５１，０００円

カ 総排気量が３リットルを超え、３．５リットル以下のもの

年額 ５８，０００円

キ 総排気量が３．５リットルを超え、４リットル以下のもの

年額 ６６，５００円

ク 総排気量が４リットルを超え、４．５リットル以下のもの

年額 ７６，５００円

ケ 総排気量が４．５リットルを超え、６リットル以下のもの

年額 ８８，０００円

コ 総排気量が６リットルを超えるもの 年額 １１１，０００円

� キャンピング車 次のアからコまでに掲げるキャンピング車

の区分に応じ、それぞれアからコまでに定める額

ア 総排気量が１リットル以下のもの 年額 ２３，６００円

イ 総排気量が１リットルを超え、１．５リットル以下のもの

年額 ２７，６００円

ウ 総排気量が１．５リットルを超え、２リットル以下のもの

年額 ３１，６００円

エ 総排気量が２リットルを超え、２．５リットル以下のもの

年額 ３６，０００円

オ 総排気量が２．５リットルを超え、３リットル以下のもの
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年額 ４０，８００円

カ 総排気量が３リットルを超え、３．５リットル以下のもの

年額 ４６，４００円

キ 総排気量が３．５リットルを超え、４リットル以下のもの

年額 ５３，２００円

ク 総排気量が４リットルを超え、４．５リットル以下のもの

年額 ６１，２００円

ケ 総排気量が４．５リットルを超え、６リットル以下のもの

年額 ７０，４００円

コ 総排気量が６リットルを超えるもの 年額 ８８，８００円

２ 第４３条第３項の規定は、前項の規定の適用を受けるキャンピン

グ車について準用する。

３ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車及びキャンピング

車（これらの自動車のうち、電気自動車、天然ガス自動車、メタ

ノール自動車、混合メタノール自動車又はガソリンを内燃機関の

燃料として用いる電力併用自動車に該当するものを除く。）のう

ち、前条第１項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度

以後の年度分の自動車税の種別割に係る第１項の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１号ア ２９，５００円 ３３，９００円

第１号イ ３４，５００円 ３９，６００円

第１号ウ ３９，５００円 ４５，４００円

第１号エ ４５，０００円 ５１，７００円

第１号オ ５１，０００円 ５８，６００円

第１号カ ５８，０００円 ６６，７００円

第１号キ ６６，５００円 ７６，４００円

第１号ク ７６，５００円 ８７，９００円

第１号ケ ８８，０００円 １０１，２００円

第１号コ １１１，０００円 １２７，６００円

第２号ア ２３，６００円 ２７，１００円

第２号イ ２７，６００円 ３１，７００円

第２号ウ ３１，６００円 ３６，３００円

第２号エ ３６，０００円 ４１，４００円

第２号オ ４０，８００円 ４６，９００円

第２号カ ４６，４００円 ５３，３００円

第２号キ ５３，２００円 ６１，１００円

第２号ク ６１，２００円 ７０，３００円

第２号ケ ７０，４００円 ８０，９００円

第２号コ ８８，８００円 １０２，１００円

４ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車及びキャンピング

車のうち、前条第２項各号に掲げるものに対する第１項の規定の

適用については、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初回新規登録

を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割（法第１７７条

の１０第１項又は第２項の規定により当該自家用の乗用車又は当該

キャンピング車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限

る。）に限り、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が平
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成３１年４月１日から令和元年９月３０日までの間に初回新規登録を

受けた場合には令和２年度分の自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる第１項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１号ア ２９，５００円 ７，５００円

第１号イ ３４，５００円 ９，０００円

第１号ウ ３９，５００円 １０，０００円

第１号エ ４５，０００円 １１，５００円

第１号オ ５１，０００円 １３，０００円

第１号カ ５８，０００円 １４，５００円

第１号キ ６６，５００円 １７，０００円

第１号ク ７６，５００円 １９，５００円

第１号ケ ８８，０００円 ２２，０００円

第１号コ １１１，０００円 ２８，０００円

第２号ア ２３，６００円 ６，０００円

第２号イ ２７，６００円 ７，０００円

第２号ウ ３１，６００円 ８，０００円

第２号エ ３６，０００円 ９，０００円

第２号オ ４０，８００円 １０，５００円

第２号カ ４６，４００円 １２，０００円

第２号キ ５３，２００円 １３，５００円

第２号ク ６１，２００円 １５，５００円

第２号ケ ７０，４００円 １８，０００円

第２号コ ８８，８００円 ２２，５００円

５ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車及びキャンピング

車のうち、前条第３項各号に掲げるものに対する第１項の規定の

適用については、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初回新規登録

を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割（法第１７７条

の１０第１項又は第２項の規定により当該自家用の乗用車又は当該

キャンピング車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限

る。）に限り、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が平

成３１年４月１日から令和元年９月３０日までの間に初回新規登録を

受けた場合には令和２年度分の自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる第１項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１号ア ２９，５００円 １５，０００円

第１号イ ３４，５００円 １７，５００円

第１号ウ ３９，５００円 ２０，０００円

第１号エ ４５，０００円 ２２，５００円

第１号オ ５１，０００円 ２５，５００円

第１号カ ５８，０００円 ２９，０００円

第１号キ ６６，５００円 ３３，５００円

第１号ク ７６，５００円 ３８，５００円

第１号ケ ８８，０００円 ４４，０００円

第１号コ １１１，０００円 ５５，５００円
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第２条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

第２号ア ２３，６００円 １２，０００円

第２号イ ２７，６００円 １４，０００円

第２号ウ ３１，６００円 １６，０００円

第２号エ ３６，０００円 １８，０００円

第２号オ ４０，８００円 ２０，５００円

第２号カ ４６，４００円 ２３，５００円

第２号キ ５３，２００円 ２７，０００円

第２号ク ６１，２００円 ３１，０００円

第２号ケ ７０，４００円 ３５，５００円

第２号コ ８８，８００円 ４４，５００円

第２５条及び第２６条 削除 第２４条から第２６条まで 削除

附 則

（自動車税の種別割の税率の特例）

第２３条 省略

２・３ 省略

４ 第２項（第４号及び第５号を除く。）に掲げる自動車のうち、

自家用の乗用車及びキャンピング車に対する第４３条第１項の規定

の適用については、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車

が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回新規登

録を受けた場合には令和４年度分の自動車税の種別割に限り、当

該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１日までの間に初回新規登録を受けた場合には令

和５年度分の自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

第２４条 省略

２・３ 省略

附 則

（自動車税の種別割の税率の特例）

第２３条 省略

２・３ 省略

第２４条 省略

２・３ 省略

４ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車及びキャンピング

車のうち、前条第２項各号に掲げるものに対する第１項の規定の

適用については、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初回新規登録

を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割（法第１７７条

の１０第１項又は第２項の規定により当該自家用の乗用車又は当該

キャンピング車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限

る。）に限り、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が平

成３１年４月１日から令和元年９月３０日までの間に初回新規登録を

受けた場合には令和２年度分の自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる第１項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１号ア ２９，５００円 ７，５００円

第１号イ ３４，５００円 ９，０００円

第１号ウ ３９，５００円 １０，０００円

第１号エ ４５，０００円 １１，５００円

第１号オ ５１，０００円 １３，０００円

第１号カ ５８，０００円 １４，５００円
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第１号キ ６６，５００円 １７，０００円

第１号ク ７６，５００円 １９，５００円

第１号ケ ８８，０００円 ２２，０００円

第１号コ １１１，０００円 ２８，０００円

第２号ア ２３，６００円 ６，０００円

第２号イ ２７，６００円 ７，０００円

第２号ウ ３１，６００円 ８，０００円

第２号エ ３６，０００円 ９，０００円

第２号オ ４０，８００円 １０，５００円

第２号カ ４６，４００円 １２，０００円

第２号キ ５３，２００円 １３，５００円

第２号ク ６１，２００円 １５，５００円

第２号ケ ７０，４００円 １８，０００円

第２号コ ８８，８００円 ２２，５００円

５ 第１項の規定の適用を受ける自家用の乗用車及びキャンピング

車のうち、前条第３項各号に掲げるものに対する第１項の規定の

適用については、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に初回新規登録

を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割（法第１７７条

の１０第１項又は第２項の規定により当該自家用の乗用車又は当該

キャンピング車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限

る。）に限り、当該自家用の乗用車又は当該キャンピング車が平

成３１年４月１日から令和元年９月３０日までの間に初回新規登録を

受けた場合には令和２年度分の自動車税の種別割に限り、次の表

の左欄に掲げる第１項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１号ア ２９，５００円 １５，０００円

第１号イ ３４，５００円 １７，５００円

第１号ウ ３９，５００円 ２０，０００円

第１号エ ４５，０００円 ２２，５００円

第１号オ ５１，０００円 ２５，５００円

第１号カ ５８，０００円 ２９，０００円

第１号キ ６６，５００円 ３３，５００円

第１号ク ７６，５００円 ３８，５００円

第１号ケ ８８，０００円 ４４，０００円

第１号コ １１１，０００円 ５５，５００円

第２号ア ２３，６００円 １２，０００円

第２号イ ２７，６００円 １４，０００円

第２号ウ ３１，６００円 １６，０００円

第２号エ ３６，０００円 １８，０００円

第２号オ ４０，８００円 ２０，５００円

第２号カ ４６，４００円 ２３，５００円

第２号キ ５３，２００円 ２７，０００円

第２号ク ６１，２００円 ３１，０００円

第２号ケ ７０，４００円 ３５，５００円

第２号コ ８８，８００円 ４４，５００円
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（愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２８年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

本則の表を次のように改める。

目次

第１章 省略

第２章 賦課徴収

第１節 普通税

第１款～第５款 省略

第６款 ゴルフ場利用税（第２１条―第３８条 ）

第７款 省略

第８款 自動車税

第１目 通則（第４２条―第４２条の３）

第２目 環境性能割（第４２条の４―第４２条の７）

第３目 種別割（第４３条―第４７条の２）

第９款～第１１款 省略

第２節 省略

第３章～第５章 省略

附則

（県税として課する税目）

第３条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。

� 普通税

省略

省略

� 省略

（納税地）

第４条 県税の納税地は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当

該各号に定める場所とする。

�～� 省略

� 省略

� 自動車税 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条

第２項に規定する自動車（自動車に付加して一体となつている

物として地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）で定めるものを含む。）のうち、同法第３条に規定

する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上

のもの（以下自動車税について「自動車」という。）の主たる

定置場の所在地

� 省略

� 省略

� 省略

２ 知事は、 自動車税の賦課徴収上必要があると

認めるときは、前項第８号 の規定にかかわらず、別に

納税地を定めることができる。

（徴収金の納付等）

第６条 省略

２ 省略

３ 徴収金の納付、納入又は払込みには、知事が定める様式の納税

通知書又は払込書を添付しなければならない。ただし、第４２条の

６、第４７条第２項及び第３項、第４７条の２又は第６４条の規定によ

目次

第１章 省略

第２章 賦課徴収

第１節 普通税

第１款～第５款 省略

第６款 ゴルフ場利用税（第２１条―第３３条の４）

第７款 自動車取得税（第３４条―第３８条）

第７款の２ 省略

第８款 自動車税（第４２条―第４７条の２）

第９款～第１１款 省略

第２節 省略

第３章～第５章 省略

附則

（県税として課する税目）

第３条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。

� 普通税

省略

自動車取得税

省略

� 省略

（納税地）

第４条 県税の納税地は、次の各号に定めるところによる

。

�～� 省略

� 自動車取得税 自動車の主たる定置場の所在地

� 省略

� 自動車税 自動車

の主たる

定置場の所在地

� 省略

� 省略

	 省略

２ 知事は、自動車取得税又は自動車税の賦課徴収上必要があると

認めるときは、前項第７号又は第９号の規定にかかわらず、別に

納税地を定めることができる。

（徴収金の納付等）

第６条 省略

２ 省略

３ 徴収金の納付、納入又は払込みには、知事が定める様式の納税

通知書又は払込書を添付しなければならない。ただし、第３７条

、第４７条第２項及び第３項、第４７条の２又は第６４条の規定によ
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る徴収金の納付にあつては、この限りでない。

（県民税の税率）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 県民税の法人税割の税率は、１００分の１ とする。

５～８ 省略

（寄附金税額控除）

第１４条の２ 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる

寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の１００分の

３０に相当する金額を超える場合には、当該１００分の３０に相当する

金額）が２，０００円を超える場合には、その超える金額の１００分の４

に相当する金額（当該納税義務者が前年中に法第３７条の２第２項

に規定する特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附

金の額の合計額が２，０００円を超える場合にあつては、当該１００分の

４に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項にお

いて「控除額」という。）をその者の前２条の規定を適用した場

合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当

該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該

所得割の額に相当する金額とする。

� 省略

� 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１１３条第２項に規定す

る共同募金会（その主たる事務所を県内に有するものに限

る。）に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金（県内

に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたもの

に限る。）で、令

第７条の１７各号に規定するもの

� 省略

２ 省略

第３４条から第３８条まで 削除

る徴収金の納付にあつては、この限りでない。

（県民税の税率）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 県民税の法人税割の税率は、１００分の３．２とする。

５～８ 省略

（寄附金税額控除）

第１４条の２ 県民税の所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる

寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の

総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の１００分の

３０に相当する金額を超える場合には、当該１００分の３０に相当する

金額）が２，０００円を超える場合には、その超える金額の１００分の４

に相当する金額（当該納税義務者が前年中に法第３７条の２第２項

に規定する特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附

金の額の合計額が２，０００円を超える場合にあつては、当該１００分の

４に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項にお

いて「控除額」という。）をその者の前２条の規定を適用した場

合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当

該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該

所得割の額に相当する金額とする。

� 省略

� 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１１３条第２項に規定す

る共同募金会（その主たる事務所を県内に有するものに限

る。）に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金（県内

に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたもの

に限る。）で、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下

「令」という。）第７条の１７各号に規定するもの

� 省略

２ 省略

第７款 自動車取得税

（自動車取得税の納税義務者等）

第３４条 自動車取得税は、自動車（法第１１３条第１項の自動車をい

う。以下自動車取得税について同じ。）の取得に対し、自動車の

取得価額（法第１１８条第２項の規定により取得価額とみなされる

額を含む。以下同じ。）を課税標準として、当該自動車の取得者

に課する。

２ 自動車の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保

している場合においても、当該売買契約の締結を自動車の取得

（法第１１３条第１項の自動車の取得をいう。以下この款及び第７６

条の３において同じ。）と、買主を自動車の取得者とみなして、

自動車取得税を課する。

３ 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつた

ときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新

たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を

課する。

４ 自動車製造業者、自動車販売業者又は令第４２条の２に規定する

自動車の取得をした者（以下この項において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した自動車又はその販売のためそ

の他運行（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第５

項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。）以外の目

的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行

の用に供した場合（当該販売業者等から当該自動車の貸与を受け

た者がこれを運行の用に供した場合を含む。）においては、当該
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運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動

車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合におい

て、当該販売業者等が、当該自動車について、同法第７条の規定

による登録を受けたとき（当該登録前に第２項の規定の適用があ

る自動車の売買がされたときを除く。）、同法第６０条の規定によ

る自動車検査証の交付を受けたとき（同法第５９条第１項に規定す

る検査対象軽自動車に係る場合に限る。）又は同法第９７条の３の

規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証

の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。

５ 法施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで

運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供すること

を自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の

取得者とみなして、自動車取得税を課する。

（自動車取得税の税率）

第３５条 自動車取得税の税率は、１００分の３とする。

（自動車取得税の申告納付の期限）

第３６条 自動車を取得した者がなすべき申告納付の期限は、次の各

号に定める時又は日までとする。

� 道路運送車両法第７条の規定による登録、同法第５９条の規定

による検査（検査対象軽自動車に係るものに限る。）又は同法

第９７条の３の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取

得 当該登録、検査又は届出の時

� 道路運送車両法第１３条の規定による登録を受けるべき自動車

の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から１５日を経過

する日（その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時）

� 前２号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両

法第６７条第１項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき

自動車の取得又は道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７４号）第６３条の４第１項の規定による軽自動車届出済証の記

入を受けるべき自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があ

つた日から１５日を経過する日（その日前に当該記入を受けたと

きは、当該記入の時）

� 前３号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取

得の日から１５日を経過する日

（自動車取得税の納付の方法）

第３７条 自動車取得税の納税義務者は、申告に係る自動車取得税額

を納付する場合（税額に合わせて延滞金額を納付する場合を含

む。）には、申告書に県が発行する証紙をはつてしなければなら

ない。ただし、知事が必要と認めた場合には、証紙をはることに

代えて、自動車取得税額（当該自動車取得税額に係る延滞金額を

含む。）に相当する金額を、申告書に証紙代金収納計器によつて

表示して、又は現金で納付することができる。

（自動車取得税の減免）

第３８条 知事は、次の各号に掲げる自動車の取得に対しては、納税

義務者の申請により、自動車取得税を減免することができる。

� 天災その他の災害により滅失し、又は損壊した自動車に代わ

るものと認められる自動車を当該災害のやんだ日以後６月以内

に取得した場合における当該自動車の取得

�の２ 取得した自動車がその取得後２月以内に天災その他の災

害により滅失し、又は損壊した場合における当該自動車の取得

� 日本赤十字社の血液事業の用に供する自動車に係る自動車の

取得

� 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい
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第７款 省略

第８款 自動車税

第１目 通則

（自動車税の納税義務者等）

第４２条 自動車税は、自動車に対し、法第１５６条に規定する通常の

取得価額を課税標準として当該自動車の取得者に環境性能割によ

つて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ課する。

２ 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得

した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売

業者その他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行を

いう。次条第３項及び第４項において同じ。）以外の目的に供す

るために自動車を取得した者として令で定めるものを含まないも

のとする。

３ 自動車の所有者が法第１４８条第１項の規定により自動車税の種

別割を課することができない者である場合には 、第１項の

規定にかかわらず、当該自動車の使用者に自動車税の種別割を課

する。

（自動車税のみなす課税）

第４２条の２ 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権

を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主

を前条第１項に規定する自動車の取得者（以下この款及び第７６条

の３において「自動車の取得者」という。）及び自動車の所有者

とみなして、自動車税を課する。

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買

主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者

及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

３ 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第２項の令で定める

自動車を取得した者（以下この項において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した自動車又はその販売のためそ

の他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該

う。）若しくは精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神

障害者」という。）（以下「身体障害者等」と総称する。）、

身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又

は身体障害者等（身体障害者等のみで生活する者に限る。）の

ために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する自動車

（営業用を除く。）に係る当該身体障害者等の取得（当該身体

障害者が年齢１８歳未満の身体障害者である場合又は精神障害者

である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の自動

車の取得を含む。）で必要と認めたもの

� 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車

（営業用に限る。）の取得で必要と認めたもの

� 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認めら

れる自動車の取得で必要と認めたもの

� 前号に定めるものを除くほか、構造上身体障害者等の利用に

供するためのものと認められる自動車の取得（次号の規定の適

用を受けるものを除く。）で必要と認めたもの

� 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人の自動車（身体若

しくは精神に障害を有するため、又は高齢のため歩行が困難で

ある者のために専ら使用されるものに限る。）の取得（第５号

の規定の適用を受けるものを除く。）で必要と認めたもの

� 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する公的医療

機関の救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車の取

得で必要と認めたもの

第７款の２ 省略

第８款 自動車税

（自動車税の納税義務者等）

第４２条 自動車税は、自動車（軽自動車税の課税客体である自動車

及び道路運送車両法第３条の大型特殊自動車を除く。以下自動車

税について同じ。）に対し、その所有者に 課する。

２ 自動車の売買があつた場合において、売主が当該自動車の所有

権を留保しているときは、自動車税の賦課徴収については、買主

を当該自動車の所有者とみなす。

３ 自動車の所有者が法第１４６条第１項の規定によつて自動車税

を課することができない者である場合においては、第１項の

規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税 を課

する。
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販売業者等が、道路運送車両法第７条第１項に規定する新規登録

（以下この款及び第７４条第２項において「新規登録」という。）

を受けた場合（当該新規登録前に第１項の規定の適用を受ける売

買契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を

自動車の取得者とみなして、自動車税の環境性能割を課する。

４ 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込ん

で運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者

を自動車の取得者とみなして、自動車税の環境性能割を課する。

（自動車税の非課税の範囲）

第４２条の３ 法第１４８条第２項の条例で定める自動車は、次に掲げ

る自動車とする。

� 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車

� 血液事業の用に供する自動車

� 救護資材の運搬の用に供する自動車

� 前３号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事

が定める自動車

第２目 環境性能割

（自動車税の環境性能割の税率）

第４２条の４ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。次項及び第３項において同じ。）の

規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する自動車税の環

境性能割の税率は、１００分の１とする。

� 次に掲げるガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料とし

て用いる自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。次項第１号において同じ。）

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガス

に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準

（次号において「排出ガス保安基準」という。）で地方税

法施行規則で定めるもの（以下この号及び次項第１号にお

いて「平成１７年ガソリン軽中量車基準」という。）に適合

すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法

律第４９号）第１４７条第１号イに規定するエネルギー消費効

率（以下自動車税について「エネルギー消費効率」とい

う。）が同法第１４５条第１項の規定により定められるエネ

ルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事

項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー消費効

率（以下自動車税について「基準エネルギー消費効率」と

いう。）であつて令和２年度以降の各年度において適用さ

れるべきものとして定められたもの（法第１４９条第１項第

４号イ�に規定する平成３２年度基準エネルギー消費効率を

いい、第４項において「平成３２年度基準エネルギー消費効

率」という。）以上であること。

イ 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下

この項及び次項において「車両総重量」という。）が２．５ト

ン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので地方税法施行規則で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。
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� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

平成２７年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（以下この項、次項及び第４項において

「平成２７年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００

分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

エ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。次項第２号において同じ。）

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この号及び次項

第２号において「平成２１年軽油軽中量車基準」という。）

に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中

量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の

９を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２８年１０月１日

（車両総重量が３．５トンを超え７．５トン以下のものにあつて

は、平成３０年１０月１日）以降に適用されるべきものとして

定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定める

もの（次項第２号ウ�において「平成２８年軽油重量車基
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準」という。）に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

エ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

（車両総重量が１２トン以下のものにあつては、平成２２年１０

月１日）以降に適用されるべきものとして定められた排出

ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この

号及び次項第２号において「平成２１年軽油重量車基準」と

いう。）に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量

車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９

を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

２ 次に掲げる自動車（法第１４９条第１項及び前項（第４項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるものを除く。）

に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、１００分の２とす

る。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車又は車両総重量が２．５トン以下のバス若しくはトラ

ックのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規

則で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に

定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

� 次に掲げる軽油自動車
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ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中

量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の

９を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

エ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量

車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９

を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

オ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 平成２１年軽油重量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

３ 法第１４９条第１項及び前２項（これらの規定を次項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受ける自動車以外の自動車

に対して課する自動車税の環境性能割の税率は、１００分の３とす

る。

４ 第１項（第１号ア及びイに係る部分に限る。）及び第２項（第

１号アに係る部分に限る。）の規定は、平成３２年度基準エネルギ

ー消費効率及び平成２７年度基準エネルギー消費効率を算定する方

法として地方税法施行規則で定める方法によりエネルギー消費効

率を算定していない自動車であつて、平成２２年度基準エネルギー

消費効率（基準エネルギー消費効率であつて、平成２２年度以降の

各年度において適用されるべきものとして定められたものをい

う。）を算定する方法として同省令で定める方法によりエネルギ

ー消費効率を算定しているものについて準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第１項第１

号ア�

令和２年度以降 平成２２年度以降

法第１４９条第１項第４ 以下この号及び次項第
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号イ�に規定する平成

３２年度基準エネルギー

消費効率をいい、第４

項において「平成３２年

度基準エネルギー消費

効率」という。）

１号において「平成２２

年度基準エネルギー消

費効率」という。）に

１００分の１５０を乗じて得

た数値

第１項第１

号イ�

エネルギー消費効率が

基準エネルギー消費効

率であつて平成２７年度

以降の各年度において

適用されるべきものと

して定められたもの

（以下この項、次項及

び第４項において「平

成２７年度基準エネルギ

ー 消 費 効 率」と い

う。）に１００分の１１５

平成２２年度基準エネル

ギー消費効率に１００分

の１４４

第２項第１

号ア�

平成２７年度基準エネル

ギー消費効率に１００分

の１１０

平成２２年度基準エネル

ギー消費効率に１００分

の１３８

（自動車税の環境性能割の申告納付の期限）

第４２条の５ 自動車の取得者がなすべき申告納付の期限は、次の各

号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで

とする。

� 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

� 道路運送車両法第１３条第１項の規定による移転登録（以下こ

の号及び第７４条第２項において「移転登録」という。）を受け

るべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から

１５日を経過する日（その日前に当該移転登録を受けたときは、

当該移転登録の時）

� 前２号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第６７

条第１項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車

当該記入を受けるべき事由があつた日から１５日を経過する日

（その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時）

� 前３号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日

から１５日を経過する日

（自動車税の環境性能割の納付の方法）

第４２条の６ 自動車税の環境性能割の納税義務者は、申告に係る環

境性能割額を納付する場合（税額に合わせて延滞金額を納付する

場合を含む。）には、申告書に県が発行する証紙を貼つてしなけ

ればならない。ただし、知事が必要と認めた場合には、証紙を貼

ることに代えて、当該環境性能割額（当該環境性能割額に係る延

滞金額を含む。）に相当する金額を、申告書に証紙代金収納計器

によつて表示して、又は現金で納付することができる。

（自動車税の環境性能割の減免）

第４２条の７ 知事は、次に掲げる自動車に対しては、納税義務者の

申請により、自動車税の環境性能割を減免することができる。

� 天災その他の災害により滅失し、又は損壊した自動車又は三

輪以上の軽自動車（道路運送車両法第３条に規定する軽自動車

（軽自動車に付加して一体となつている物として令で定めるも

のを含む。）をいう。）に代わるものと認められる自動車を当

該災害のやんだ日以後６月以内に取得した場合における当該自
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動車

� 取得した自動車がその取得後２月以内に天災その他の災害に

より滅失し、又は損壊した場合における当該自動車

� 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい

う。）若しくは精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神

障害者」という。）（以下「身体障害者等」と総称する。）、

身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又

は身体障害者等（身体障害者等のみで生活する者に限る。）の

ために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する自動車

（営業用のものを除く。）のうち、当該身体障害者等（当該身

体障害者等が年齢１８歳未満の身体障害者である場合又は精神障

害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者を

含む。）が取得したもので必要と認めたもの

� 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車

（営業用のものに限る。）で必要と認めたもの

� 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認めら

れる自動車で必要と認めたもの

� 前号に定めるものを除くほか、構造上身体障害者等の利用に

供するためのものと認められる自動車（次号の規定の適用を受

けるものを除く。）で必要と認めたもの

� 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人の自動車（身体若

しくは精神に障害を有するため、又は高齢のため歩行が困難で

ある者のために専ら使用されるものに限り、第５号の規定の適

用を受けるものを除く。）で必要と認めたもの

� 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する公的医療

機関（日本赤十字社を除く。）の救急自動車又はへき地巡回診

療の用に供する自動車で必要と認めたもの

第３目 種別割

（自動車税の種別割の税率）

第４３条 次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の種別割

の税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

�・� 省略

� バス（三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号にお

いて同じ。）

営業用

一般乗合用バス（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第５

条第１項第３号に規定する路線定期運行の用に供するバスを

いう。第４６条の２第１項第３号において同じ。）

省略

省略

�・� 省略

２ トラックのうち最大乗車定員が４人以上であるものに対して課

する自動車税の種別割の税率は、前項第２号に定める額に、当該

トラックの営業用又は自家用の別及び総排気量に応じそれぞれ次

に掲げる額を加算した額とする。

省略

３ 省略

（自動車税の種別割の賦課期日）

第４４条 自動車税の種別割の賦課期日は、４月１日とする。

（自動車税の種別割の納期）

第４５条 自動車税の種別割の納期は、５月２０日から同月３１日までと

する。

２ 自動車税の種別割の賦課期日後に納税義務が発生したものに係

（自動車税 の税率）

第４３条 自動車税の税率は、次の各号に掲げる自動車に対し

、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

�・� 省略

� バス（三輪の小型自動車であるものを除く

。）

営業用

一般乗合用 （道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第５

条第１項第３号に規定する路線定期運行の用に供するものを

いう。以下自動車税について同様とする 。）

省略

省略

�・� 省略

２ トラックのうち最大乗車定員が４人以上であるもの

の税率は、前項第２号に掲げる額に当該自

動車の 総排気量に応じそれぞれ次

に掲げる額を加算した額とする。

省略

３ 省略

（自動車税 の賦課期日）

第４４条 自動車税 の賦課期日は、４月１日とする。

（自動車税 の納期）

第４５条 自動車税 の納期は、５月２０日から同月３１日までと

する。

２ 自動車税 の賦課期日後に納税義務が発生したものに係
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る自動車税の種別割で普通徴収の方法により 徴収するものの納

期は、随時とする。

（自動車税の種別割の課税免除）

第４６条 次 に掲げる自動車に対しては、自動車税の種別割を

課さない。

�～� 省略

（自動車税の種別割の減免）

第４６条の２ 知事は、次 に掲げる自動車に対しては、納税義

務者の申請により自動車税の種別割を減免することができる。

�～� 省略

２ 知事は、自動車税の種別割の賦課期日において、古物営業法

（昭和２４年法律第１０８号）第２条第３項に規定する古物商である

中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示する自動車

（修理等のため、展示することができないものを除く。）

であつて、道路運送車両法第４条に規定する自動車登録ファ

イルに当該中古自動車販売業者が所有者及び使用者として記録さ

れているものに対して課する自動車税の種別割については、当該

中古自動車販売業者の申請により、当該自動車税の種別割の年額

の１２分の３に相当する額（当該自動車税の種別割の納税義務が４

月１日から５月３１日までの間に消滅した場合は、法第１７７条の１０

第２項の規定により、その消滅した月まで月割をもつて課される

こととされる自動車税の種別割に相当する額）を減額することが

できる。ただし、当該中古自動車販売業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。

� 自動車税の種別割について滞納がある者又は減額を受けよう

とする年度の自動車税の種別割について納期限内に納付してい

ないものがある者

�・� 省略

３ 知事は、天災その他の災害により損傷した自動車であつて、当

該損傷のために運行の用に供することができなくなつたものに対

して課する自動車税の種別割（当該自動車を運行の用に供するこ

とができなくなつた日以後最初に納期限の到来する年度の自動車

税の種別割に限る。）については、当該自動車の修理に要する費

用の額（保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額を除

く。）が当該自動車税の種別割の年額に相当する額を超える場合

に限り、納税義務者の申請により、当該自動車税の種別割の税額

の２分の１に相当する額を減額することができる。

（自動車税の種別割の徴収の方法）

第４７条 自動車税の種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

２ 新規登録 の申請があつた自動車

について法第１７７条の１０第１項の規定により課する自動車税の種

別割の徴収については、 賦課期日後翌年２月末日までの間

に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証

紙徴収の方法による。

３ 自動車税の種別割の納税者は、前項の規定により 証紙徴収の

方法によつて徴収される自動車税の種別割については、法第１７７

条の１３第１項の規定により提出する申告書に県が発行する証紙を

貼つて納付しなければならない。ただし、知事が必要と認めた場

合には、申告書に証紙代金収納計器によつて証紙の額面金額に相

当する金額の表示をすることにより、又は証紙の額面金額に相当

する現金を納付して申告書に納税済印の押なつを受けることによ

り証紙に代えることができる。

（自動車税の種別割の徴収の方法の特例）

る自動車税 で普通徴収の方法によつて徴収するものの納

期は、随時とする。

（自動車税の非課税 ）

第４６条 次の各号に掲げる自動車に対しては、自動車税 を

課さない。

�～� 省略

（自動車税 の減免）

第４６条の２ 知事は、次の各号に掲げる自動車に対しては、納税義

務者の申請により自動車税 を減免することができる。

�～� 省略

２ 知事は、自動車税 の賦課期日において、古物営業法

（昭和２４年法律第１０８号）第２条第３項に規定する古物商である

中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示する（ただ

し、修理等のために展示できない場合は、この限りでない。）自

動車であつて、道路運送車両法第４条に規定する自動車登録ファ

イルに当該中古自動車販売業者が所有者及び使用者として記録さ

れているものに対して課する自動車税 については、当該

中古自動車販売業者の申請により、当該自動車税 の年額

の１２分の３に相当する額（当該自動車税 の納税義務が４

月１日から５月３１日までの間に消滅した場合は、法第１５０条第２

項 の規定により、その消滅した月まで月割をもつて課される

こととされる自動車税 に相当する額）を減額することが

できる。ただし、当該中古自動車販売業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。

� 自動車税 について滞納がある者又は減額を受けよう

とする年度の自動車税 について納期限内に納付してい

ないものがある者

�・� 省略

３ 知事は、天災その他の災害により損傷した自動車であつて、当

該損傷のために運行の用に供することができなくなつたものに対

して課する自動車税 （当該自動車を運行の用に供するこ

とができなくなつた日以後最初に納期限の到来する年度の自動車

税 に限る。）については、当該自動車の修理に要する費

用の額（保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額を除

く。）が当該自動車税 の年額に相当する額を超える場合

に限り、納税義務者の申請により、当該自動車税 の税額

の２分の１に相当する額を減額することができる。

（自動車税 の徴収の方法）

第４７条 自動車税 の徴収は、普通徴収の方法による。

２ 道路運送車両法第７条の規定による登録の申請があつた自動車

について法第１５０条第１項 の規定により課する自動車税

の徴収については、同項の賦課期日後翌年２月末日までの間

に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証

紙徴収の方法による。

３ 自動車税 の納税者は、前項の規定によつて証紙徴収の

方法によつて徴収される自動車税 については、法第１５２

条第１項の規定によつて 提出する申告書に県が発行する証紙を

はつて納付しなければならない。ただし、知事が必要と認めた場

合には、申告書に証紙代金収納計器によつて証紙の額面金額に相

当する金額の表示をすることにより、又は証紙の額面金額に相当

する現金を納付して申告書に納税済印の押なつを受けることによ

り証紙に代えることができる。

（自動車税 の徴収の方法の特例）
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第４７条の２ 自動車税の種別割の納税者が行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第３条

第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して

新規登録 の申請を行う場合におい

て、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し

て、又は法第７４７条の２第１項の規定により法第７６２条第１号に規

定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方

税共同機構を経由して、法第１７７条の１３第１項の規定による申告

書の提出を行うときは、前条第２項及び第３項の規定にかかわら

ず、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に

係る自動車に対して課する自動車税の種別割を地方税法施行規則

で定める方法により徴収することができる。

（納税管理人の申告等）

第６６条 法人の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税の種別

割、鉱区税若しくは固定資産税の納税義務者又はゴルフ場利用税

の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所、事業所又は寮

等を有しなくなつた場合においては、納税又は納入に関する一切

の事項を処理させるため、納税地を所管する地方局の所管区域内

に住所、居所、事務所若しくは事業所（以下この条において「住

所等」という。）を有する者（個人にあつては、独立の生計を有

するものに限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める

必要が生じた日から１５日以内に納税管理人申告書を知事に提出

し、又は当該区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理に

つき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納

税管理人承認申請書を知事に同日から１５日以内に提出してその承

認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しよ

うとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書

に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様と

し、その提出の期限は、その異動を生じた日から１５日を経過した

日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者

は、当該納税義務者に係る法人の県民税、事業税、不動産取得

税、自動車税の種別割、鉱区税若しくは固定資産税又は当該特別

徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないこと

について申請書を知事に県内に住所等又は寮等を有しなくなつた

日から５日以内に提出してその認定を受けたときは、納税管理人

を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載

した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１５日以

内にその旨を知事に届け出なければならない。

（自動車税の種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務）

第７４条 法第１７７条の１３第１項の条例で定める場合は、次に掲げる

場合とする。

�～� 省略

� 法第１４６条第３項の使用者となつた場合又は同項の使用者で

なくなつた場合

� 省略

２ 自動車税の種別割の納税義務者は、前項各号のいずれかに該当

するときは、その該当する事実が発生した日から１５日以内に法第

１７７条の１３第１項に規定する申告書（次項において「申告書」と

いう。）を知事に提出しなければならない。ただし、当該事実が

発生した日から１５日以内に新規登録、道路運送車両法第１２条第１

項に規定する変更登録又は移転登録の申請をしたときは、この限

りでない。

第４７条の２ 自動車税 の納税者が行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第３条

第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して

道路運送車両法第７条の規定による登録の申請を行う場合におい

て、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し

て、又は法第７４７条の２第１項の規定により法第７６２条第１号に規

定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方

税共同機構を経由して、法第１５２条第１項 の規定による申告

書の提出を行うときは、前条第２項及び第３項の規定にかかわら

ず、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に

係る自動車に係る 自動車税 を地方税法施行規則

で定める方法により徴収することができる。

（納税管理人の申告等）

第６６条 法人の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税

、鉱区税若しくは固定資産税の納税義務者又はゴルフ場利用税

の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所、事業所又は寮

等を有しなくなつた場合においては、納税又は納入に関する一切

の事項を処理させるため、納税地を所管する地方局の所管区域内

に住所、居所、事務所若しくは事業所（以下この条において「住

所等」という。）を有する者（個人にあつては、独立の生計を有

するものに限る。）のうちから納税管理人を定め、これを定める

必要が生じた日から１５日以内に納税管理人申告書を知事に提出

し、又は当該区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理に

つき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納

税管理人承認申請書を知事に同日から１５日以内に提出してその承

認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しよ

うとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書

に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様と

し、その提出の期限は、その異動を生じた日から１５日を経過した

日とする。

２ 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者

は、当該納税義務者に係る法人の県民税、事業税、不動産取得

税、自動車税 、鉱区税若しくは固定資産税又は当該特別

徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないこと

について申請書を知事に県内に住所等又は寮等を有しなくなつた

日から５日以内に提出してその認定を受けたときは、納税管理人

を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載

した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から１５日以

内にその旨を知事に届け出なければならない。

（自動車税 の賦課徴収に関する申告又は報告義務 ）

第７４条 法第１５２条第１項の条例の 定める場合は、次に掲げる

場合とする。

�～� 省略

� 法第１４５条第３項の使用者となつた場合又は同項の使用者で

なくなつた場合

� 省略

２ 自動車税 の納税義務者は、前項各号のいずれかに該当

するときは、その該当する事実が発生した日から１５日以内に法第

１５２条第１項 に規定する申告書（次項において「申告書」と

いう。）を知事に提出しなければならない。ただし、当該事実が

発生した日から１５日以内に 道路運送車両法第７条、第

１２条又は第１３条の規定による登録 の申請をしたときは、この限

りでない。
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３ 自動車税の種別割の納税義務者は、申告書を提出した後におい

て、その申告した事項に異動を生じたときは、前項の規定の例に

より申告書を知事に提出しなければならない。

４ 省略

（自動車税の環境性能割の徴収猶予の申告）

第７６条の２ 法第１６４条第２項の規定により自動車税の環境性能割

の徴収猶予を受けようとする者は、譲渡担保財産の設定者の住所

及び氏名又は名称、当該譲渡担保財産により担保される債権の弁

済期日その他知事が必要と認める事項を記載した申告書に当該譲

渡担保財産が６月以内に譲渡担保財産の設定者に移転することを

証するに足りる書類を添付して、法第１６０条第１項の規定による

申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。

（自動車の取得報告）

第７６条の３ 自動車の取得者は、その取得価格が自動車税の環境性

能割の免税点以下である場合においては、法第１６０条第２項に規

定する報告書を第４２条の５各号に掲げる自動車の 区分に応

じ、当該各号に定める時又は日までに知事に提出しなければなら

ない。

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 省略

３ 第４２条の７第３号若しくは第４号又は第４６条の２第１項第１号

の規定の適用を受けようとする者は、第１項の規定にかかわら

ず、普通徴収の方法により 徴収されるものにあつては納期限前

７日（賦課期日後に身体障害者等自動車に該当することとなつた

場合にあつては、知事が定める日）までに、申告納付の方法によ

り 徴収されるものにあつては第４２条の５に規定する申告納付の

期限までに、証紙徴収の方法により 徴収されるものにあつては

第７４条第１項の規定による申告をする際（納付後に身体障害者等

自動車に該当することとなつた場合にあつては、知事が定める日

まで）に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身

体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手

帳。以下この項において同じ。）、知事の定めるところにより交

付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

び道路交通法第９２条の規定により交付された身体障害者等、身体

障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等の

みで生活する者に限る。）を常時介護する者の運転免許証を提示

しなければならない。

�～� 省略

４ 第４６条の２第１項第３号又は第２項の規定の適用を受けようと

する者は、第１項の規定にかかわらず、納期限前７日までに、次

に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証

明すべき書類を添付して知事に提出しなければならない。

� 省略

� 減免を受けようとする自動車税の種別割の年度及び税額

�・� 省略

３ 自動車税 の納税義務者は、申告書を提出した後におい

て、その申告した事項に異動を生じたときは、前項の規定の例に

より申告書を知事に提出しなければならない。

４ 省略

（自動車取得税 の徴収猶予の申告）

第７６条の２ 法第１２５条第２項の規定により自動車取得税

の徴収猶予を受けようとする者は、譲渡担保財産の設定者の住所

及び氏名（名称）、当該譲渡担保財産により担保される債権の弁

済期日その他知事が必要と認める事項を記載した申告書に当該譲

渡担保財産が６月以内に譲渡担保財産の設定者に移転することを

証するに足りる書類を添付して、法第１２２条第１項の規定による

申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。

（自動車の取得報告）

第７６条の３ 自動車の取得者は、その取得価格が自動車取得税

の免税点以下である場合においては、法第１２２条第２項に規

定する報告書を第３６条各号 に掲げる自動車の取得の区分に応

じ、当該各号に定める時又は日までに知事に提出しなければなら

ない。

（県税の減免申請）

第８０条 省略

２ 省略

３ 第３８条第３号 若しくは第４号又は第４６条の２第１項第１号

の規定の適用を受けようとする者は、第１項の規定にかかわら

ず、普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限前

７日（賦課期日後に身体障害者等自動車に該当することとなつた

場合にあつては、知事が定める日）までに、申告納付の方法によ

つて徴収されるものにあつては第３６条 に規定する申告納付の

期限までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつては

第７４条第１項の規定による申告をする際（納付後に身体障害者等

自動車に該当することとなつた場合にあつては、知事が定める日

まで）に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体障

害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身

体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手

帳。以下この項において同じ。）、知事の定めるところにより交

付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

び道路交通法第９２条の規定により交付された身体障害者等、身体

障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等（身体障害者等の

みで生活する者に限る。）を常時介護する者の運転免許証を提示

しなければならない。

�～� 省略

４ 第４６条の２第１項第３号又は第２項の規定の適用を受けようと

する者は、第１項の規定にかかわらず、納期限前７日までに、次

に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証

明すべき書類を添付して知事に提出しなければならない。

� 省略

� 減免を受けようとする自動車税 の年度及び税額

�・� 省略
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５ 第４６条の２第３項の規定の適用を受けようとする者は、第１項

の規定にかかわらず、納期限後３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申請書に減額を受けようとする理由を証明すべき書類を添

付して知事に提出しなければならない。

� 減額を受けようとする自動車税の種別割の年度及び税額

�～� 省略

� 自動車税の種別割を納付済みである場合においては、その納

付先及び納付年月日

第５章 罰則

第８７条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に

処する。

� 省略

� 第２０条の５第１項、第６７条、第６７条の３第１項、第７４条第２

項から第４項まで、第７５条若しくは第７６条又は法第７２条の５５第

１項若しくは第３項若しくは第１６０条第１項の規定により県税

の賦課徴収について申告又は報告をすべき者で、正当な理由が

なくて申告又は報告をしなかつたもの

２ 省略

附 則

（寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例）

第７条の６ 租税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用がある

場合における第１４条の２及び附則第７条の５の規定の適用につい

ては、第１４条の２第１項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次

に掲げる寄附金（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４条

の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額の

うち当該寄附金の支出に充てられたものとして令

附 則 第４条 の６

第１項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除

く。）」と、「規定する特例控除対象寄附金」とあるのは「規定

する特例控除対象寄附金（租税特別措置法第４条の５第１項の規

定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控

除対象寄附金の支出に充てられたものとして令附則第４条の６第

１項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除

く。）」と

、同項第３

号中「租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）」とあるのは「租

税特別措置法」と、同条第２項及び附則第７条の５中「特例控除

対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金（租税特別措置法

第４条の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の

金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとし

て令附則第４条の６第１項に規定するところにより計算した金額

に相当する部分を除く。）」とする。

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から令和５年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第１３

条第４項の規定にかかわらず、１００分の１．８とする。

（中小法人に対する県民税の法人税割の不均一課税）

第１８条 前条に規定する税率の適用がある法人のうち、資本金の額

若しくは出資金の額が１億円以下のもの若しくは資本若しくは出

資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社を除く。）、第

１２条第１項第４号の２に掲げるもの又は同条第２項において法人

とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額が年１，０００万円以下のものに対する

５ 第４６条の２第３項の規定の適用を受けようとする者は、第１項

の規定にかかわらず、納期限後３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申請書に減額を受けようとする理由を証明すべき書類を添

付して知事に提出しなければならない。

� 減額を受けようとする自動車税 の年度及び税額

�～� 省略

� 自動車税を納付済 である場合においては、その納

付先及び納付年月日

第５章 罰則

第８７条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に

処する。

� 省略

� 第２０条の５第１項、第６７条、第６７条の３第１項、第７４条第２

項から第４項まで、第７５条若しくは第７６条又は法第７２条の５５第

１項若しくは第３項若しくは第１２２条第１項の規定により県税

の賦課徴収について申告又は報告をすべき者で、正当な理由が

なくて申告又は報告をしなかつたもの

２ 省略

附 則

（寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例）

第７条の６ 租税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用がある

場合における第１４条の２及び附則第７条の５の規定の適用につい

ては、第１４条の２第１項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次

に掲げる寄附金（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４条

の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額の

うち当該寄附金の支出に充てられたものとして地方税法施行令

（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）附則第４条の６

第１項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除

く。）」と、「規定する特例控除対象寄附金」とあるのは「規定

する特例控除対象寄附金（租税特別措置法第４条の５第１項の規

定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控

除対象寄附金の支出に充てられたものとして令附則第４条の６第

１項に規定するところにより計算した金額に相当する部分を除

く。）」と、同項第２号中「地方税法施行令（昭和２５年政令第

２４５号。以下「令」という。）」とあるのは「令」と、同項第３

号中「租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）」とあるのは「租

税特別措置法」と、同条第２項及び附則第７条の５中「特例控除

対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金（租税特別措置法

第４条の５第１項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の

金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとし

て令附則第４条の６第１項に規定するところにより計算した金額

に相当する部分を除く。）」とする。

（県民税の法人税割の税率の特例）

第１７条 昭和５０年４月１日から令和５年３月３１日までの間に開始す

る各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割の税率は、第１３

条第４項の規定にかかわらず、１００分の４ とする。

（中小法人に対する県民税の法人税割の不均一課税）

第１８条 前条に規定する税率の適用がある法人のうち、資本金の額

若しくは出資金の額が１億円以下のもの若しくは資本若しくは出

資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社を除く。）、第

１２条第１項第４号の２に掲げるもの又は同条第２項において法人

とみなされるものであつて、かつ、法人税割の課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額が年１，０００万円以下のものに対する
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各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割額は、前条の規定

を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に１．８分の０．８

を乗じて計算して得た額に相当する額を控除した金額とする。

２～６ 省略

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 省略

第２２条及び第２２条の２ 削除

各事業年度分又は各連結事業年度分の法人税割額は、前条の規定

を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に４分の０．８

を乗じて計算して得た額に相当する額を控除した金額とする。

２～６ 省略

（法人の事業税の税率の特例）

第１９条 省略

２ 平成２８年４月１日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業

税についての第１８条の２及び前項の規定の適用については、同条

第１項第１号ウの表中「１００分の１．９」とあるのは「１００分の０．３」

と、「１００分 の２．７」と あ る の は「１００分 の０．５」と、「１００分 の

３．６」とあるのは「１００分の０．７」と、同項第２号の表中「１００分の

５」とあるのは「１００分の３．４」と、「１００分の６．６」とあるのは

「１００分の４．６」と、同項第３号の表中「１００分の５」とあるのは

「１００分の３．４」と、「１００分の７．３」とあ る の は「１００分 の５．１」

と、「１００分の９．６」とあるのは「１００分の６．７」と、同条第２項中

「１００分の１．３」とあるのは「１００分の０．９」と、同条第３項第１号

ウ中「１００分の３．６」とあるのは「１００分の０．７」と、同項第２号中

「１００分 の６．６」と あ る の は「１００分 の４．６」と、同 項 第３号 中

「１００分の９．６」とあるのは「１００分の６．７」と、前項中「１００分の

６．６」とあるのは「１００分の４．６」と、「１００分の７．９」とあるのは

「１００分の５．５」とする。

（自動車取得税の非課税）

第２２条 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車

運送事業を経営する者が、次の各号のいずれにも該当する路線の

運行の用に供する一般乗合用のバスを取得した場合には、当該取

得が令和元年９月３０日までに行われたときに限り、第３４条第１項

の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得

税を課さない。

� 地域公共交通の確保及び維持のために国の補助を受けて県が

交付する地域公共交通確保維持改善事業費補助を受けて一般乗

合用のバスを運行する路線であること。

� 平均乗車密度に１日当たりの運行回数を乗じて得た数値が１５

以上１５０以下であること。

� 知事が地域住民の生活に必要と認めた路線であること。

（自動車取得税の税率の特例）

第２２条の２ 営業用の自動車（軽自動車（道路運送車両法第３条の

軽自動車をいう。以下この項において同じ。）を除く。）及び軽

自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率は、第３５条の規

定にかかわらず、当分の間、１００分の２とする。

２ ガソリン自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動

車をいい、法附則第１２条の２第２項第３号に掲げる自動車に該当

するものを除く。以下この条において同じ。）（車両総重量（道

路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量をいう。以下こ

の条において同じ。）が２．５トン以下のバス又はトラックであつ

て、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定

めるものに限る。）で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条

第１項に規定する新規登録又は同法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定（同項に規定する検査対象軽自動車に係るもの

に限る。）をいう。以下この条において同じ。）を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日までに行われたときに

限り、第３５条及び前項の規定にかかわらず、当該取得についてこ
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の項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又

は前項に定める率に１００分の２０を乗じて得た率とする。

� 次のいずれかに該当すること。

ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係

る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（以下

この条において「排出ガス保安基準」という。）で地方税法

施行規則で定めるもの（以下この条において「平成３０年ガソ

リン軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物

の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化

物の値の２分の１を超えないこと。

イ 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降

に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において「平成

１７年ガソリン軽中量車基準」という。）に適合し、かつ、窒

素酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める

窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第

４９号）第１４７条第１号イに規定するエネルギー消費効率（以下

この条において「エネルギー消費効率」という。）が同法第

１４５条第１項の規定により定められるエネルギー消費機器等製

造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して地方税法施

行規則で定めるエネルギー消費効率（以下この条において「基

準エネルギー消費効率」という。）であつて平成２７年度以降の

各年度において適用されるべきものとして定められたもの（以

下この条において「平成２７年度基準エネルギー消費効率」とい

う。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以上であること。

３ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得

税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日までに行われたときに

限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得について

この項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条

又は第１項に定める率に１００分の２５を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め
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る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

� 次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料として用いる

自動車をいい、法附則第１２条の２第２項第３号に掲げる自動車

に該当するものを除く。以下この条において同じ。）

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条に

おいて「平成３０年軽油軽中量車基準」という。）に適合

すること。

ｂ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条に

おいて「平成２１年軽油軽中量車基準」という。）に適合

し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成２１

年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質

の値の１０分の９を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２８年１０月１日

以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条に

おいて「平成２８年軽油重量車基準」という。）に適合す

ること。

ｂ 道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日

（車両総重量が１２トン以下のものにあつては、平成２２年

１０月１日）以降に適用されるべきものとして定められた

排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定めるもの（以

下この条において「平成２１年軽油重量車基準」とい

う。）に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排

出量が平成２１年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び

粒子状物質の値の１０分の９を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

４ ガソリン自動車（車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラッ
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クであつて、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行

規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前２項の

規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する

自動車取得税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日までに行わ

れたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取

得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用され

るべき同条又は第１項に定める率に１００分の４０を乗じて得た率と

する。

� 次のいずれかに該当すること。

ア 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の２分の１を超えないこと。

イ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１１５を乗じて得た数値以上であること。

５ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項まで又は前３項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取

得税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日までに行われたとき

に限り、第３５条及び第１項の規定にかかわらず、当該取得につい

てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同

条又は第１項に定める率に１００分の５０を乗じて得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて

令和２年度以降の各年度において適用されるべきものとし

て定められたもの（法附則第１２条の２第２項第４号イ�に

規定する平成３２年度基準エネルギー消費効率をいい、以下

この条において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」と

いう。）に１００分の１２０を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。
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ウ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の３を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

� 石油ガス自動車（液化石油ガスを内燃機関の燃料として用い

る自動車をいい、法附則第１２条の２第２項第３号に掲げる自動

車に該当するものを除く。以下この条において同じ。）のう

ち、次のいずれにも該当する乗用車で地方税法施行規則で定め

るもの

ア 次のいずれかに該当すること。

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において

「平成３０年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準で地方税法施行規則で定めるもの（以下この条において

「平成１７年石油ガス軽中量車基準」という。）に適合し、

かつ、窒素酸化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

に１００分の１２０を乗じて得た数値以上であること。

� 次に掲げる軽油自動車

ア 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年軽油軽中量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油軽中量車基準

に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超

えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

イ 車両総重量が２．５トンを超え３．５トン以下のバス又はトラッ

クのうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則

で定めるもの

� 平成２１年軽油軽中量車基準に適合すること。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

ウ 車両総重量が３．５トンを超えるバス又はトラックのうち、

次のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるも

の
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� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成２８年軽油重量車基準に適合すること。

ｂ 平成２１年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物

及び粒子状物質の排出量が平成２１年軽油重量車基準に定

める窒素酸化物及び粒子状物質の値の１０分の９を超えな

いこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

６ ガソリン自動車（車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラッ

クであつて、次の各号のいずれにも該当するもので地方税法施行

規則で定めるものに限る。）で初めて新規登録等を受けるものの

取得（法附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第

２項から前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除

く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が令和元

年９月３０日までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定

にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないもの

とした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分

の６０を乗じて得た率とする。

� 次のいずれかに該当すること。

ア 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の２分の１を超えないこと。

イ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化

物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸

化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

７ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の７５を乗じ

て得た率とする。

� ガソリン自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

� 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

� 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

� 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸
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（軽油引取税の課税免除の特例）

第２２条の４ 省略

２ 法附則第１２条の２の７第１項から第３項までの規定の適用があ

る場合における第４条第１項、第４０条、第４１条の３、第４１条の７

及び第７８条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

に１００分の１１０を乗じて得た数値以上であること。

８ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（法

附則第１２条の２の４第６項から第１２項までの規定又は第２項から

前項までの規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対

して課する自動車取得税の税率は、当該取得が令和元年９月３０日

までに行われたときに限り、第３５条及び第１項の規定にかかわら

ず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合

に適用されるべき同条又は第１項に定める率に１００分の８０を乗じ

て得た率とする。

� 次に掲げるガソリン自動車

ア 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので地方税法施

行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効

率以上であること。

イ 車両総重量が２．５トン以下のバス又はトラックのうち、次

のいずれにも該当するもので地方税法施行規則で定めるもの

� 次のいずれかに該当すること。

ａ 平成３０年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

ｂ 平成１７年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素

酸化物の排出量が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定め

る窒素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

� エネルギー消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効

率に１００分の１０５を乗じて得た数値以上であること。

� 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当する乗用車で地

方税法施行規則で定めるもの

ア 次のいずれかに該当すること。

� 平成３０年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成３０年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の２分の１を超えないこと。

� 平成１７年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸

化物の排出量が平成１７年石油ガス軽中量車基準に定める窒

素酸化物の値の４分の１を超えないこと。

イ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率

以上であること。

（軽油引取税の課税免除の特例）

第２２条の４ 省略

２ 法附則第１２条の２の７第１項から第３項までの規定の適用があ

る場合における第４条第１項、第４０条、第４１条の３、第４１条の７

及び第７８条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附則第１２項の次に次の１項を加える。

（愛媛県核燃料税条例の一部改正）

１３ 愛媛県核燃料税条例（平成３０年愛媛県条例第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第４条 愛媛県県税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成２９年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

第２条の表を次のように改める。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第４条第１項第７号

本文

省略

第４条第１項第７号

ただし書

省略

省略

附 則

第２２条の７ 省略

（自動車税の環境性能割の税率の特例）

第２２条の８ 営業用の自動車に対する第４２条の４第１項及び第２項

（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）並

びに同条第３項の規定の適用については、当分の間、次の表の左

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第４条第１項第８号

本文

省略

第４条第１項第８号

ただし書

省略

省略

附 則

第２２条の７ 省略

改 正 後 改 正 前

附 則

（愛媛県核燃料税条例の一部改正）

１２ 愛媛県核燃料税条例（平成２５年愛媛県条例第４３号）附則第５項

の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例の一部を

次のように改正する。

省略

附 則

（愛媛県核燃料税条例の一部改正）

１２ 愛媛県核燃料税条例（平成２５年愛媛県条例第４３号）

の一部を

次のように改正する。

省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（納税地等）

第１４条 核燃料税の賦課徴収に関する県税条例の適用については、

県税条例第３条第１号中「固定資産税」とあるのは
「固定資産

核燃料税

税
と、県税条例第４条第１項中「� 固定資産税 償却資産の

」

「� 固定資産税 償却資産の所在地

所在地」とあるのは �の２ 核燃料税 価額割及び出力割にあ

核燃料物質重量割にあ

つては、発電用原子炉の所在地 と、県税条例第８条第１項

つては、発電用原子炉施設の所在地」

中「この条例」とあるのは「この条例若しくは愛媛県核燃料税条

例（平成３０年愛媛県条例第４８号）」とする。

（納税地等）

第１４条 核燃料税の賦課徴収に関する県税条例の適用については、

県税条例第３条第１号中「固定資産税」とあるのは
「固定資産

核燃料税

税
と、県税条例第４条第１項中「� 固定資産税 償却資産の

」

「� 固定資産税 償却資産の所在地

所在地」とあるのは �の２ 核燃料税 価額割及び出力割にあ

核燃料物質重量割にあ

つては、発電用原子炉の所在地 と、県税条例第８条第１項

つては、発電用原子炉施設の所在地」

中「この条例」とあるのは「この条例若しくは愛媛県核燃料税条

例（平成３０年愛媛県条例第４８号）」とする。

改 正 後 改 正 前
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欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

第１項（第４項において準用する

場合を含む。）

１００分の１ １００分の０．５

第２項（第４項において準用する

場合を含む。）

１００分の２ １００分の１

第３項 １００分の３ １００分の２

（自動車税の種別割の税率の特例）

第２３条 次に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とする自動

車で内燃機関を有しないものをいう

。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう

。）、メタノール自動車（専らメタノール

を内燃機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものをい

う。）、混合メタノール自動車（メタノールとメタノール以外の

ものとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用

いる自動車で同省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内燃

機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自動

車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用い

るものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていること

により大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１６項に規

定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定め

るものをいう 。）並びに第４３条第１項

第３号に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。）

に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割

に係る同項及び同条第２項の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

� ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自

動車で平成１８年３月３１日までに最初の第４２条の２第３項

に規定する新規登録（以下この条において「初回新規登

録」という。）を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起

算して１４年を経過した日の属する年度

� 第４２条の４第１項第２号に規定する軽油自動車その他の前号

に掲げる自動車以外の自動車で平成２０年３月３１日までに初回新

規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して１２

年を経過した日の属する年度

省略

（自動車税 の税率の特例）

第２３条 次に掲げる自動車（電気自動車（電気を動力源とする自動

車で内燃機関を有しないものをいう。次項第１号において同

じ。）、天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料

として用いる自動車で地方税法施行規則で定めるものをいう。同

項第２号において同じ。）、メタノール自動車（専らメタノール

を内燃機関の燃料として用いる自動車で同省令で定めるものをい

う。）、混合メタノール自動車（メタノールとメタノール以外の

ものとの混合物で同省令で定めるものを内燃機関の燃料として用

いる自動車で同省令で定めるものをいう。）及びガソリンを内燃

機関の燃料として用いる電力併用自動車（内燃機関を有する自動

車で併せて電気その他の同省令で定めるものを動力源として用い

るものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていること

により大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第１６項に規

定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので同省令で定め

るものをいう。次項第３号において同じ。）並びにバス（一般乗

合用のものに限る。） 及び被けん引自動車を除く。）

に対する令和元年度分の自動車税に係る第４３条第１項及び第２項

の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

� ガソリン又は液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自

動車で平成１８年３月３１日までに最初の道路運送車両法第７条第

１項に規定する新規登録（以下この条において「新車新規登

録」という。）を受けたもの

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車 その他の前号

に掲げる自動車以外の自動車で平成２０年３月３１日までに新車新

規登録を受けたもの

省略

２ 次に掲げる自動車に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適

用については、当該自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には平成３０年度分の自

動車税に限り、当該自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日までの間に新車新規登録を受けた場合には令和元年度分の自

動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

� 電気自動車

� 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第４１条の規定により

平成３０年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた

自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上

の技術基準（以下この項において「排出ガス保安基準」とい

う。）で地方税法施行規則で定めるものに適合するもの又は同
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条の規定により平成２１年１０月１日（同法第４０条第３号に規定す

る車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下のものにあつては、

平成２２年１０月１日）以降に適用されるべきものとして定められ

た排出ガス保安基準で同省令で定めるもの（以下この号におい

て「平成２１年天然ガス車基準」という。）に適合し、かつ、窒

素酸化物の排出量が平成２１年天然ガス車基準に定める窒素酸化

物の値の１０分の９を超えないもので同省令で定めるもの

� 充電機能付電力併用自動車（電力併用自動車のうち、動力源

として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので

地方税法施行規則で定めるものをいう。）

� エネルギーの使用の合理化等に関する法律第１４７条第１号イ

に規定するエネルギー消費効率（以下この条において「エネル

ギー消費効率」という。）が同法第１４５条第１項の規定により

定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準と

なるべき事項を勘案して地方税法施行規則で定めるエネルギー

消費効率であつて令和２年度以降の各年度において適用される

べきものとして定められたもの（法附則第１２条の３第２項第４

号に規定する平成３２年度基準エネルギー消費効率をいい、次項

において「平成３２年度基準エネルギー消費効率」という。）に

１００分の１３０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物

の排出量が道路運送車両法第４１条の規定により平成３０年１０月１

日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準に定める窒素酸化物の値で同省令で定めるもの（次項におい

て「平成３０年窒素酸化物排出許容限度」という。）の２分の１

を超えないもので同省令で定めるもの又は窒素酸化物の排出量

が同条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきも

のとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値

で同省令で定めるもの（次項において「平成１７年窒素酸化物排

出許容限度」という。）の４分の１を超えないもので同省令で

定めるもの

� 軽油を内燃機関の燃料として用いる乗用車（第３号に掲げる

自動車に該当するものを除く。）のうち、道路運送車両法第４１

条の規定により平成３０年１０月１日以降に適用されるべきものと

して定められた排出ガス保安基準で地方税法施行規則で定める

ものに適合するもの又は同条の規定により平成２１年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

同省令で定めるものに適合するもの

第１項第１号の表営業用の項 ７，５００円 ２，０００円

８，５００円 ２，５００円

９，５００円 ２，５００円

１３，８００円 ３，５００円

１５，７００円 ４，０００円

１７，９００円 ４，５００円

２０，５００円 ５，５００円

２３，６００円 ６，０００円

２７，２００円 ７，０００円

４０，７００円 １０，５００円

第１項第１号の表自家用の項 ２９，５００円 ７，５００円

３４，５００円 ９，０００円

３９，５００円 １０，０００円
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４５，０００円 １１，５００円

５１，０００円 １３，０００円

５８，０００円 １４，５００円

６６，５００円 １７，０００円

７６，５００円 １９，５００円

８８，０００円 ２２，０００円

１１１，０００円 ２８，０００円

第１項第２号の表営業用の項 ６，５００円 ２，０００円

９，０００円 ２，５００円

１２，０００円 ３，０００円

１５，０００円 ４，０００円

１８，５００円 ５，０００円

２２，０００円 ５，５００円

２５，５００円 ６，５００円

２９，５００円 ７，５００円

４，７００円 １，２００円

第１項第２号の表営業用けん引自動

車の項

１５，１００円 ４，０００円

７，５００円 ２，０００円

第１項第２号の表自家用の項 ８，０００円 ２，０００円

１１，５００円 ３，０００円

１６，０００円 ４，０００円

２０，５００円 ５，５００円

２５，５００円 ６，５００円

３０，０００円 ７，５００円

３５，０００円 ９，０００円

４０，５００円 １０，５００円

６，３００円 １，６００円

第１項第２号の表自家用けん引自動

車の項

２０，６００円 ５，５００円

１０，２００円 ３，０００円

第１項第３号の表営業用一般乗合用

の項

１２，０００円 ３，０００円

１４，５００円 ４，０００円

１７，５００円 ４，５００円

２０，０００円 ５，０００円

２２，５００円 ６，０００円

２５，５００円 ６，５００円

２９，０００円 ７，５００円

第１項第３号の表営業用その他の項 ２６，５００円 ７，０００円

３２，０００円 ８，０００円

３８，０００円 ９，５００円

４４，０００円 １１，０００円

５０，５００円 １３，０００円

５７，０００円 １４，５００円

６４，０００円 １６，０００円

第１項第３号の表自家用の項 ３３，０００円 ８，５００円
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４１，０００円 １０，５００円

４９，０００円 １２，５００円

５７，０００円 １４，５００円

６５，５００円 １６，５００円

７４，０００円 １８，５００円

８３，０００円 ２１，０００円

第１項第４号の表 ４，５００円 １，５００円

６，０００円 １，５００円

第１項第５号の表キャンピング車の

項

２３，６００円 ６，０００円

２７，６００円 ７，０００円

３１，６００円 ８，０００円

３６，０００円 ９，０００円

４０，８００円 １０，５００円

４６，４００円 １２，０００円

５３，２００円 １３，５００円

６１，２００円 １５，５００円

７０，４００円 １８，０００円

８８，８００円 ２２，５００円

第１項第５号の表宣伝車の項 ２０，６００円 ５，５００円

７，６００円 ２，０００円

第１項第５号の表霊きゆう車の項 １１，０００円 ３，０００円

４，２００円 １，５００円

第１項第５号の表その他の項 ９，７００円 ２，５００円

１３，２００円 ３，５００円

第２項の表営業用の項 ３，７００円 １，０００円

４，７００円 １，２００円

６，３００円 １，６００円

第２項の表自家用の項 ５，２００円 １，３００円

６，３００円 １，６００円

８，０００円 ２，０００円

３ エネルギー消費効率が平成３２年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１１０を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の

排出量が平成３０年窒素酸化物排出許容限度の２分の１を超えない

もので地方税法施行規則で定めるもの又は窒素酸化物の排出量が

平成１７年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので同

省令で定めるもの（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）

に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用については、当該

自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合には平成３０年度分の自動車税に限り、当該

自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に新車

新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１項第１号の表営業用の項 ７，５００円 ４，０００円

８，５００円 ４，５００円

９，５００円 ５，０００円
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１３，８００円 ７，０００円

１５，７００円 ８，０００円

１７，９００円 ９，０００円

２０，５００円 １０，５００円

２３，６００円 １２，０００円

２７，２００円 １４，０００円

４０，７００円 ２０，５００円

第１項第１号の表自家用の項 ２９，５００円 １５，０００円

３４，５００円 １７，５００円

３９，５００円 ２０，０００円

４５，０００円 ２２，５００円

５１，０００円 ２５，５００円

５８，０００円 ２９，０００円

６６，５００円 ３３，５００円

７６，５００円 ３８，５００円

８８，０００円 ４４，０００円

１１１，０００円 ５５，５００円

第１項第２号の表営業用の項 ６，５００円 ３，５００円

９，０００円 ４，５００円

１２，０００円 ６，０００円

１５，０００円 ７，５００円

１８，５００円 ９，５００円

２２，０００円 １１，０００円

２５，５００円 １３，０００円

２９，５００円 １５，０００円

４，７００円 ２，４００円

第１項第２号の表営業用けん引自動

車の項

１５，１００円 ８，０００円

７，５００円 ４，０００円

第１項第２号の表自家用の項 ８，０００円 ４，０００円

１１，５００円 ６，０００円

１６，０００円 ８，０００円

２０，５００円 １０，５００円

２５，５００円 １３，０００円

３０，０００円 １５，０００円

３５，０００円 １７，５００円

４０，５００円 ２０，５００円

６，３００円 ３，２００円

第１項第２号の表自家用けん引自動

車の項

２０，６００円 １０，５００円

１０，２００円 ５，５００円

第１項第３号の表営業用一般乗合用

の項

１２，０００円 ６，０００円

１４，５００円 ７，５００円

１７，５００円 ９，０００円

２０，０００円 １０，０００円

２２，５００円 １１，５００円
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

２５，５００円 １３，０００円

２９，０００円 １４，５００円

第１項第３号の表営業用その他の項 ２６，５００円 １３，５００円

３２，０００円 １６，０００円

３８，０００円 １９，０００円

４４，０００円 ２２，０００円

５０，５００円 ２５，５００円

５７，０００円 ２８，５００円

６４，０００円 ３２，０００円

第１項第３号の表自家用の項 ３３，０００円 １６，５００円

４１，０００円 ２０，５００円

４９，０００円 ２４，５００円

５７，０００円 ２８，５００円

６５，５００円 ３３，０００円

７４，０００円 ３７，０００円

８３，０００円 ４１，５００円

第１項第４号の表 ４，５００円 ２，５００円

６，０００円 ３，０００円

第１項第５号の表キャンピング車の

項

２３，６００円 １２，０００円

２７，６００円 １４，０００円

３１，６００円 １６，０００円

３６，０００円 １８，０００円

４０，８００円 ２０，５００円

４６，４００円 ２３，５００円

５３，２００円 ２７，０００円

６１，２００円 ３１，０００円

７０，４００円 ３５，５００円

８８，８００円 ４４，５００円

第１項第５号の表宣伝車の項 ２０，６００円 １０，５００円

７，６００円 ４，０００円

第１項第５号の表霊きゆう車の項 １１，０００円 ５，５００円

４，２００円 ２，５００円

第１項第５号の表その他の項 ９，７００円 ５，０００円

１３，２００円 ７，０００円

第２項の表営業用の項 ３，７００円 １，８００円

４，７００円 ２，３００円

６，３００円 ３，２００円

第２項の表自家用の項 ５，２００円 ２，６００円

６，３００円 ３，２００円

８，０００円 ４，０００円
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� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例第６７条の３第４項の改正規定並びに第３条及び第４条の規定 公布の日

� 第１条中愛媛県県税賦課徴収条例附則第１６条の６の改正規定及び次項の規定 令和２年１月１日

� 第２条及び附則第６項の規定 令和３年４月１日

（県民税に関する経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の６の規定は、令和２年度以後の年度分

の個人の県民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

（事業税に関する経過措置）

３ 新条例第１８条の２及び附則第１９条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度に係る法人の事

業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

４ 新条例第４２条の４並びに附則第２２条の８及び第２２条の９の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能

割について適用する。

５ 新条例第４３条並びに附則第２３条及び第２４条の規定は、施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和２年度以

後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

６ 第２条の規定による改正後の愛媛県県税賦課徴収条例附則第２３条の規定は、令和３年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用

し、令和２年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第５号
愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

令和元年７月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例

（愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第１条 愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例（昭和４５年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第２条 愛媛県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（昭和６２年愛媛県条例第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（事業税の特別措置）

第２条 過疎地域内において、過疎地域自立促進特別措置法第２条

第２項の規定による公示の日（以下「公示日」という。）から令

和３年３月３１日までの期間（以下「指定期間」という。）内に、

過疎地域自立促進特別措置法第３１条の地方税の課税免除又は不均

一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１２年自

治省令第２０号）第１条第１号イに規定する特別償却設備（以下

「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設した者に対して

課する事業税の課税標準の算定については、当該特別償却設備を

事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事

業年度の所得から次の各号の区分により計算した額を控除する。

�・� 省略

２・３ 省略

（事業税の特別措置）

第２条 過疎地域内において、過疎地域自立促進特別措置法第２条

第２項の規定による公示の日（以下「公示日」という。）から平

成３１年３月３１日までの期間（以下「指定期間」という。）内に、

過疎地域自立促進特別措置法第３１条の地方税の課税免除又は不均

一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１２年自

治省令第２０号）第１条第１号イに規定する特別償却設備（以下

「特別償却設備」という。）を新設し、又は増設した者に対して

課する事業税の課税標準の算定については、当該特別償却設備を

事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事

業年度の所得から次の各号の区分により計算した額を控除する。

�・� 省略

２・３ 省略

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 半島振興法第９条の５第１項に規定する認定産業振興促進

計画に記載された同法第９条の２第２項第１号に規定する計画区

域（以下「計画区域」という。）内において、当該認定産業振興

促進計画に記載された同項第４号の計画期間（以下「計画期間」

という。）の初日から令和３年３月３１日までの期間（当該計画期

（事業税の不均一課税）

第２条 半島振興法第９条の５第１項に規定する認定産業振興促進

計画に記載された同法第９条の２第２項第１号に規定する計画区

域（以下「計画区域」という。）内において、当該認定産業振興

促進計画に記載された同項第４号の計画期間（以下「計画期間」

という。）の初日から平成３１年３月３１日までの期間（当該計画期
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（愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第３条 愛媛県原子力発電施設等立地地域における県税の特別措置に関する条例（平成１４年愛媛県条例第４７号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

間の末日が同月３１日前である場合にあつては当該計画期間、当該

地区が同日前に半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた

場合にあつては当該計画期間の初日からその該当しないこととな

つた日までの期間、同月３１日前に同法第９条の７第１項の規定に

より当該認定産業振興促進計画に係る同法第９条の５第１項に規

定する認定が取り消された場合にあつては当該計画期間の初日か

らその取り消された日までの期間）（以下「指定期間」とい

う。）内に、半島振興法第１７条の地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令（平成７年自治省令第１６号）第

１条第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」とい

う。）を新設し、又は増設した者に課する事業税で、次の第１号

から第３号までに掲げる年又は事業年度に係る所得金額のうち当

該新設し、又は増設した特別償却設備に係るものとして次の第４

号又は第５号の区分により計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の第１号から第３号までに掲げる年又

は事業年度の区分に応じそれぞれ次の第１号から第３号までに定

める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和３年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

間の末日が同月３１日前である場合にあつては当該計画期間、当該

地区が同日前に半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた

場合にあつては当該計画期間の初日からその該当しないこととな

つた日までの期間、同月３１日前に同法第９条の７第１項の規定に

より当該認定産業振興促進計画に係る同法第９条の５第１項に規

定する認定が取り消された場合にあつては当該計画期間の初日か

らその取り消された日までの期間）（以下「指定期間」とい

う。）内に、半島振興法第１７条の地方税の不均一課税に伴う措置

が適用される場合等を定める省令（平成７年自治省令第１６号）第

１条第１号に規定する特別償却設備（以下「特別償却設備」とい

う。）を新設し、又は増設した者に課する事業税で、次の第１号

から第３号までに掲げる年又は事業年度に係る所得金額のうち当

該新設し、又は増設した特別償却設備に係るものとして次の第４

号又は第５号の区分により計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の第１号から第３号までに掲げる年又

は事業年度の区分に応じそれぞれ次の第１号から第３号までに定

める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

２ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

改 正 後 改 正 前

（事業税の不均一課税）

第２条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、原子力発電

施設等立地地域の振興に関する特別措置法第３条第３項の規定に

よる公示の日（以下「公示日」という。）から令和３年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、原子力発電施設

等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１３年総務省

令第５４号）第１条第１項第１号に規定する製造業等の用に供する

設備で、これを構成する減価償却資産のうちに同条第２項に規定

する対象設備（以下「対象設備」という。）を含むものを新設

し、又は増設した者に課する事業税で、次に掲げる年又は事業年

度に係る所得金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増設

した設備に係るものとして計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は事業年度の区分

に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略

（事業税の不均一課税）

第２条 原子力発電施設等立地地域の区域内において、原子力発電

施設等立地地域の振興に関する特別措置法第３条第３項の規定に

よる公示の日（以下「公示日」という。）から平成３１年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、原子力発電施設

等立地地域の振興に関する特別措置法第１０条の地方税の不均一課

税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成１３年総務省

令第５４号）第１条第１項第１号に規定する製造業等の用に供する

設備で、これを構成する減価償却資産のうちに同条第２項に規定

する対象設備（以下「対象設備」という。）を含むものを新設

し、又は増設した者に課する事業税で、次に掲げる年又は事業年

度に係る所得金額のうち次項の規定により当該新設し、又は増設

した設備に係るものとして計算した額に対して課するものの税率

は、愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第１８

条の２、第１８条の４及び附則第１９条の規定にかかわらず、これら

の規定に規定する税率に次の各号に掲げる年又は事業年度の区分

に応じ当該各号に定める率を乗じて得た率とする。

�～� 省略
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けん

（愛媛県地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための県税の特別措置に関する条例の一部改正）
けん

第４条 愛媛県地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための県税の特別措置に関する条例（平成２０年愛媛県条例第４５

号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正）

第５条 愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例（平成２５年愛媛県条例第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２～４ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から令和３年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

２～４ 省略

附 則

（不動産取得税の不均一課税の特例）

２ 平成１８年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に第３条に規

定する土地の取得が行われた場合における同条の規定の適用につ

いては、同条中「第１９条の２の２」とあるのは「第１９条の２の２

及び附則第２０条」と、「１００分の０．４」とあるのは「１００分の０．３」

とする。

改 正 後 改 正 前

（不動産取得税の課税免除）

第２条 促進区域内において、法第４条第１項に規定する基本計画

の同条第６項の規定による同意（当該同意が令和３年３月３１日ま

でに行われたものに限る。）の日から起算して５年内に、法第２４
けん

条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

２５条の地方公共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号）

第２条に規定する対象施設の用に供する家屋（当該施設の用に供

する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。）又はそ

の敷地である土地の取得（当該同意の日以後の取得に限り、か

つ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して１

年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場

合における当該土地の取得に限る。）をした法第１４条第１項に規
けん

定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該不動産の取得に

対する不動産取得税を課税しない。

（不動産取得税の課税免除）

第２条 促進区域内において、法第４条第１項に規定する基本計画

の同条第６項の規定による同意（当該同意が平成３１年３月３１日ま

でに行われたものに限る。）の日から起算して５年内に、法第２４
けん

条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

２５条の地方公共団体等を定める省令（平成１９年総務省令第９４号）

第２条に規定する対象施設の用に供する家屋（当該施設の用に供

する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。）又はそ

の敷地である土地の取得（当該同意の日以後の取得に限り、か

つ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して１

年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場

合における当該土地の取得に限る。）をした法第１４条第１項に規
けん

定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該不動産の取得に

対する不動産取得税を課税しない。

改 正 後 改 正 前

（事業税の課税免除）

第２条 離島振興対策実施地域内において、離島振興法第２条第２

項の規定による公示の日（その日が平成２５年４月１日前である場

合には、同日。以下「公示日」という。）から令和３年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第１２条第３項の表の第２号又は第４５条第

２項の表の第２号の規定の適用を受ける設備（離島振興法第２０条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合

等を定める省令（平成５年自治省令第１号）第２条第１号イに規

定する特別償却設備に限る。以下「特別償却設備」という。）を

新設し、又は増設した者に対して課する事業税の課税標準の算定

については、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年

又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得から、次の各号に

掲げる区分に応じ当該各号に定める算式によって計算した額を控

除する。

�・� 省略

２～４ 省略

（事業税の課税免除）

第２条 離島振興対策実施地域内において、離島振興法第２条第２

項の規定による公示の日（その日が平成２５年４月１日前である場

合には、同日。以下「公示日」という。）から平成３１年３月３１日

までの期間（以下「指定期間」という。）内に、租税特別措置法

（昭和３２年法律第２６号）第１２条第３項の表の第２号又は第４５条第

２項の表の第２号の規定の適用を受ける設備（離島振興法第２０条

の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合

等を定める省令（平成５年自治省令第１号）第２条第１号イに規

定する特別償却設備に限る。以下「特別償却設備」という。）を

新設し、又は増設した者に対して課する事業税の課税標準の算定

については、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年

又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得から、次の各号に

掲げる区分に応じ当該各号に定める算式によって計算した額を控

除する。

�・� 省略

２～４ 省略
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（適用期日）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の規定、第２条の規定による改正後の愛媛県半島振

興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の規定、第３条の規定による改正後の愛媛県原子力発電施設等立地地域における県

税の特別措置に関する条例の規定及び第５条の規定による改正後の愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の

規定は、平成３１年４月１日から適用する。

（経過措置）

３ 第１条の規定による改正後の愛媛県過疎地域における県税の特別措置に関する条例第５条の規定、第２条の規定による改正後の愛媛県

半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例第４条の規定、第３条の規定による改正後の愛媛県原子力発電施設等立地地

域における県税の特別措置に関する条例第４条の規定又は第５条の規定による改正後の愛媛県離島振興対策実施地域における県税の特別

措置に関する条例第５条の規定による申告期限が、この条例の施行の日から起算して２０日を経過する日までに到来するものにあっては、

これらの規定にかかわらず、同日を申告期限とする。

令和元年７月９日 発行
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